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は し が き

7年前の1994年にAPECボゴール会議が開催され、ボゴール宣言が採択され

た。同年はNAFTA (北米自由貿易協定）が発足した年でもあった。筆者はこ

の時APECの将来やAPECにおける日本の役割を考える際には、NAFTAを含

む米州での経済統合の動きが非常に重要であると考えた。さらにAPECボゴー

ル会議直後の1994年12月にはマイアミで米州サミットが行われ、ここで米州自

由貿易地域(FTAA )構想の実現をめざすマイアミ宣言が採択されるに至り、

その思いはさらに強まった。そこで、この視点から研究を行い『APECとNAF

TA－グローバリズムとリジョナリズムの相克』（有斐閣1 995年11月）としてま

とめた。

この研究を行うに至った動機は、こうした問題意識はラテンアメリカ研究者

ならではの視点であり、米州に馴染みのない人には気が付きにくい視点ではな

いか、したがってこのような研究を行う事こそラテンアメリカ研究者の果たす

べき役割ではないかとの思いに駆られことにあった。

そこで、何とかこの本をAPEC大阪会議前に出版したいと考え完成を急いだ

思い出がある。

一方、ちょうどその頃、西島章次教授が米国カリフォルニア大学のピーター・

スミス教授等と共同研究をされ「環太平洋と日本の選択一オープン・リジョナ

リズムへの道』（新評論、1995年）として刊行された。この中には先に述べた

ようなラテンアメリカ研究者ならではの視点が明示されており、非常に勇気づ

けられた。

その後の90年代後半、米州における域内統合の進展はめざましかった。域内

貿易は拡大し、外国直接投資も進んだ。しかも、米州内のFTAの拡大はNAFT

Aにとどまらず、メキシコ、チリ、カナダ等を中心として多数の国々との間で

急速に進み、次第に網の目を張り巡らす形となり、さらに、米州全体を包む
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FTAAの実現の可能性も高まり、200 1年5月のケベックの米州サミットでは、

米州34ケ国がその2005年の発足に合意するに至った。

こうして米州内での地域統合やFTAの動きは、もはや域外国にとっても無

視し得ないものとなった。EUは早くから自らラテンアメリカ諸国とFTAを結

ぶための準備に着手し、メキシコ、MERCOSUR (アルゼンチン、ブラジル、

パラアイ、ウルグアイからなる南米南部共同市場)、チリとフレームアグリー

メント等を結び交渉を進めるに至り、このうちメキシコとのFTAは2000年7

月に発効した。

こうした状況を目の当たりにして、しかもFTAやRTA (特に米州のNAFTA

及びメルコスル）が大きな成果を上げたことから、従来、FTAやRTAをいか

なる国とも結んでいなかった我国も、その重要性についての認識を強めるに至

り、2001年10月にはシンガポールとFTAの締結に合意し、2002年春には発効

させることが予定されている。それに続いて、現在メキシコやチリとのFTA

の可能性の検討が行われており、メキシコとは、フォックスメキシコ大統領の

訪日の際の首脳会談の合意のもと、FTA締結の可能性を含む経済関係緊密化

のための方策を検討するための、両国合同の研究会が2001年9月にスタートし

ている。

我国は、こうした動きの中で対外経済政策の重要な転換を迫られていると言

えるが、その際に、上記のような米州におけるFTAや経済統合の進展が日本

にとって、またWTO/GATTのもとでのマルティラテラルな貿易システムに

とってどのような意義を有するかについて検討する必要がある。そこで、再び

このような視点からの研究を行っていく役割をラテンアメリカ研究者の一人と

して果たすべきではないかという思いを強くし、米州におけるFTAに関する

研究を進めることとした。その研究をまとめたのが本書である。

しかし本書は、神戸大学経済経営研究所に奉職させていただくという幸運に

恵まれなかったならば、刊行することは不可能であっただろう。同様な見方を
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されている西島章次教授、MERCOSURを中心に米州の地域経済統合の研究を

進めてきておられる後藤純一教授をはじめとする研究者の方々との研究所にお

ける「ラテンアメリカ政治経済研究部会」や「ラテンアメリカセミナー」の研

究会合等での真剣な討議は、本書の研究を強くエンカレッジすることとなり、

また研究所の主催で行われたオーストラリア国立大学との共同シンポジウムで

の発表及びそのための論文執筆を西島教授と共同で行う機会を得たことも本書

執筆に欠かすことの出来ないステップとなった。さらに本書の草稿が完成した

時点で、その内容を「ラテンアメリカ政治経済研究部会」で発表する機会を得

て、最終原稿作成に欠かせない多くのコメントをいただくことができた。

本書にまとめた研究は、第2章の米州における経済統合の概要及び巻末の補

論以外は、全て上記の英文の論文や、学内外の研究会等での発表用レジメ、メ

モやこれらに関連して作成した未発表の内部用資料等をベースに昨年から本年

にかけて執筆したものである。

本書刊行に際しては、研究所長の片山教授、西島教授、後藤教授をはじめ、

本研究所の同僚の先生方や研究助成室の皆様に大変お世話になった。特に、西

島教授は、本書の草稿の全てに目を通してくださり、貴重なコメントを頂いた。

また、研究テーマの性格上、FTAに関連する省庁、諸機関、特に外務省、経

済産業省、JETRO、同アジア経済研究所、日本プラント協会の関係者の方々、

メキシコ及びチリの関係省庁の方々から資料の提供をはじめ、多くの便宜をは
（1）

かっていただいた。以上の方々に記して心から感謝したい。また、校正をお

願いした神戸大学経済学研究科の野村塁君にもお礼を申し上げたい。

今後、わが国は、メキシコをはじめとする多くの国々との自由貿易協定の可

(1)筆者は、メキシコとチリにおいてFTAに関する調査を行ったが、その際には、外務
省中南米局、現地の日本大使館およびJETRO本部中南米チーム、JETROメキシコ
事務所、同チリ事務所に様々な便宜を与えていただいた。また、その機会に現地での
政府関係者や、大学などの研究者にメキシコやチリが結んでいるFTAに関する多くの
疑問点を質問する事が出来た。JETROのメキシコ事務所からは、メキシコEU自由貿
易協定に関してまとめられた多くの資料をいただいた。これらの資料は、第6章で引
用させていただいた。
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能性に関する検討を積極的に行っていく必要がある。その際に、本書で研究し

たような、メキシコをはじめとする国々のFTA推進の背景に関する分析や、

WTOとの整合性を確保しながらも、NAFTAと同様か、分野によってはNAFT

Aをこえる市場アクセスや、包括性に合意する事に成功したメキシコEU自由

貿易協定のケーススタディを行っておく事は欠かせないと思われる。そのよう

な意味で、例えばメキシコEU自由貿易協定の特徴にかんする検討やNAFTA

との比較を行っておく事は、わが国にとって緊急を要する課題であるが、そう
（2）

した研究は、メキシコにおいてもまだ行われていない。そのような観点から、

本書がささやかなりとも寄与する事が出来れば幸いである。

2001年10月30日

著者

(2)メキシコでもそうした研究がまだないのは、メキシコEU自由貿易協定が発効して
から日が浅いだけでなく、同協定が、複雑で大部のものであることなどから、研究に

時間がかかっているためとされる。最初のメキシコにおけるメキシコEU自由貿易協

定に関する詳細な研究は、メキシコ市にある大学、Instituto Technol6gico Aut6-
nomo de M6xico (ITAM)で現在行われており、2001年11月までにはまとめられ

る予定で、その後出版されることとなっているが、その内容は、協定の各分野の解説
にとどまっており、本書のような、NAFTAとの比較を行うと言う視点では行われて
いない。筆者は、このITAMの研究の中心となっている研究者の一人である同大学の
Rafael Fernandez de Castro教授と会う機会をえたが、同教授の好意で研究の概
要に目を通させていただく事が出来た。同教授に心から感謝したい。
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第1章 本耆の課題と構成

最近、我が国では自由貿易協定(FTA)をめぐる議論が活発化してきてい

る。その背景として、まず、第一に既に世界には120を超える地域貿易協定
（1）

( RTA、FTAを含む）が存在しており、しかも95年からその数が急増している

という事実に注目する必要がある。すなわち、FTAを広く結んでいくという

新たな動きは、90年代の特徴的な傾向であり、その後半において一層加速して

いる。同時に、WTO加盟国の中では、日本、韓国などごく少数の国だけがい

かなるRTA (地域貿易協定）・FTAにも加入していないというのが現状であ

り、そのような日本や韓国はもはや例外的な国となっている。

第2に、99年の「通商白書」でも強調されたように、FTAがマルテイラテ

ラリズムを基本とするWTOに相反するものではなく、WTOを補完するもので

あるとの認識が、我が国でも次第に定着してきたということが指摘できる。

第3に、WTOの加盟国は非常に多いため、一度に全ての加盟国が合意でき

るようなルールをつくることには、多くの困難が伴う。つまり、WTOにおい

て合意を得ることが困難な国際取引上のルールでも、RTA /FTAにおいては

達成することができるというケースが少なからずあるため、それを「WTOプ

ラス」のルールとして積極的に推進すべきであるとの考え方が強まった。近年

は、「WTOプラス」の実績を積みWTOをより高次元のものに導くステップと

してRTAやFTAを位置付けることの重要性も強調されている。

第4に、北米自由貿易協定(NAFTA )に加盟しているメキシコが、2000年

(1) JETRO資料によれば、GATTとWTOに報告され、発効したFTAは2000年5月1
日現在で120件に達するとされる。（日本経済新聞、5月18日）一方、WTOのウェッ
ブ･ページによれば、1948年から、1994年までにGATTは、財の自由化を行う124のR
TAの報告を受け、また、1995年のWTO創設以来100を超える、財･サービスの自由化

をおこなうRTAの報告が行われたとされる。(www.wto.org)
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7月にEUとのFTAを発効させたこともあり、日本企業の活動にネガティブな

効果が顕れてきていることを指摘すべきである。こうしたことが、FTAをめ
（2）

ぐる議論の活発化の一要因になっていると思われる。

こうしたコンテクストの下、我が国でもFTAに向けた動きが次々と出てき

ている。2000年から実施されてきた、日本・シンガポール間のFTAに関する

政府レベルの研究会が結論を出し、2001年1月より本格的な交渉が開始され、

10月には締結についての両国間での合意が行われ、2002年春には発効する事が

予定されている。これは、日本政府の通商政策の画期的変化のメルクマールを

なすと考えられる。

一方、メキシコは、かねてより日本とのFTA締結を希望しており、98年11月

に行われた日墨首脳会談においても、セデイージョ大統領より、同協定の可能

性について言及があった。北米自由貿易協定( NAFTA)の加盟国であるメキ

シコは、EUともFTAを締結し、このメキシコEU自由貿易協定は2000年7月発

効した。こうして、米国とEUという世界の二大市場とのFTAを締結した現在、

メキシコが次に重点を置くのは北米と中南米の全てを覆う米州自由貿易地域

( FTAA)及びアジア、特に日本であることは言うまでもない。実際、フォック

ス新大統領は、2001年5月に来日した際、政府レベルでの日墨FTAに関する

研究会の発足を提案した。この共同研究会はFTA創設をふくむ両国の経済関

係緊密化の方策を検討することを目的として9月に発足した。また、経団連と

メキシコ国際産業連盟がそれぞれ日墨FTA締結を求める報告書を出し、さら

に、2000年4月、JETROとメキシコ商工振興省も日墨FTAに関する研究報告

書を各々公表するなど、官民のレベルでの研究が着実に進んできている。

また、これより先2000年5月には「21世紀日韓経済関係研究会」の研究報告

の発表が行われており、日本におけるFTAに関する議論を活発化させる一助

(2)メキシコにおける日本企業へのネガティブな効果については、『月刊経団連（2000
年10月号)」の中で非常に詳しく言及されている。
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となっている。さらに、チリ側の提案で発足したJETROの「日智自由貿易協

定研究会」は2001年6月にその報告書を発表した。チリ側も研究会を設置し日

本側の発表と同時にその報告書の発表を行っている．

さらに上述のシンガポール、韓国、メキシコ、チリの他、複数の諸国が日本

に対してFTA締結を働きかけている。また、2000年12月には「日豪経済関係

強化に関する研究会」第1回会合が開催されており、ニューエコノミーや環境

問題など、日豪経済を取り巻く環境変化の中での両国間の協力の可能性が検討

されている。

このように、わが国におけるFTAをめぐる状況は大きく変化しており、上

述のFTAに関する議論の活発化の背景の下、日本が加わる形でのFTAについ

てもいくつかの国との間で研究や提言が行われFTAの実現への準備に進展が

みられている。

しかし、我が国では、残念ながらまだ米州における地域統合やFTAの拡大

の動きについては十分に知られていない。たとえば米州自由貿易地域(FTAA)

構想は、その重要性にも係わらず、しかも、その協定草案が公開されるなど、

かなり交渉の進展が見られているにも係わらず、我が国では殆ど知られていな

い。

また、何故日本のFTAの相手国の最初の有力候補として一部の中南米諸国、

とりわけメキシコ、チリが挙がっているかについても理解されていない。チリ

に至っては何故ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラなどよりも先にチリなの

かという疑問も聞かれる。

そこで本書の第1の課題は、米州でどのようなRTA ･ FTAの進展がみられ、

その中で何故メキシコとチリがFTA先発国となったのか、そして、わが国に

とって何故両国は、FTAの締結相手国として重要なのかを明かにすることに

ある。

そのため、米州における地域統合やFTAの進展という広いコンテクストの
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もとでの、日本と中南米諸国とのFTAの可能性についてまず考察することか

らはじめたい。そこで第2章では「米州における地域統合とFTA」について

論じた。ここではNAFTAやメルコスルなどの主要な地域統合の進展の現状と

これまでの効果を明かにするとともに、米州におけるFTAの進展、FTAA交渉

の状況についても概観した。次に第3章、第4章ではそれぞれメキシコとチリ

について、いかなる理由からFTAを推進してきたかについて分析するととも

に、日本にとってのFTA締結相手国としての重要性を論じた。

本書の第2の重要な課題は、どのような内容のFTAを結ぶことが望ましい

かを検討することである。例えば、包括的FTAが望ましいといっても、関税

引き下げ方式、原産地規則、投資に関連する規則、サービス貿易、セーフガー

ド、アンチダンピング、政府調達など多くの分野で様々な選択が可能である。

日本が結ぼうとするFTAの内容を検討する際には、第3章、第4章で見た

ような日本と相手国の関係の特徴、相互にとっての相手国の重要性などに留意

すべきであることは当然であるが、そのこととならんで、次の3点が重要であ

ろう。その第一はWTO (GATT/GATS)との斉合性( WTO Consistency )

である。第二は相手国が米州諸国である場合には、少なくともNAFTA並の内

容(NAFTA Parity)とする必要性がある。そして第三には、これらの点を

満足し、かつ問題となる多くのセンシテイブ品目に配盧した内容のFTAとす

ることである。この3点を同時に達成する事は決して容易ではない。

このことを考察する上で非常に参考となると思われるのがEUとメキシコの

FTAである。EUはNAFTAパリティを目指す強い意向を持ち、しかもわが国

とはかなり異なるものの農畜産物などのセンシテイブ品目が多いためこれらに

配慮し、かつWTOとの整合性を確保しようとしたのである。

しかしながら、これまでのところ我が国ではFTAに関する調査・研究が少

なくないだけでなく、上記のようにわが国にとって大いに参考となる可能性の

高いメキシコEUの自由貿易協定ついての情報も非常に限られているのが実情
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である。

我が国で比較的良く知られているNAFTAについては、ある程度の情報があ

る一方、その他の米州諸国がその域内において進めた協定や域外諸国と締結し

たFTAについてはほとんど研究が行われていない。とりわけメキシコEU自由

貿易協定については、NAFTAと相当異なる部分があることは知られているも

のの、これまで我が国とは直接的な利害関係がなく、かつ、協定本文のみなら

ず、付属文書の内容も加味しなければ、協定の全体像がつかめない構成となっ

ていることから、センシテイブ品目に配慮しつつ、WTOとの整合性を失わず

にいかにしてNAFTAパリティを達成しようとしたかについての情報はほとん

どないのが現状である。

従って、メキシコEU自由貿易協定の内容を分析し、NAFTAとの違いを比

較するととともに、その違いの要因を分析することにより、本書の第2の課題

に関わるFTAの研究を深めることができると考えられる。

そこで第5章では、まず包括的FTAとしてのNAFTAそのものの特徴と問題

点について論じ、メキシコEU自由貿易協定と比較するための準備を行った。

続いて第6章では、上記の視点からNAFTAと比較しつつメキシコEU自由貿

易協定の特徴(特にNAFTAパリティ、WTO整合性およびセンシテイブ品目の

扱い)について論じた。さらに、最近我が国ではにわかに緊急輸入制限（セー

フガード）措置や不当廉売（ダンピング）への対抗措置が関心を呼ぶようになっ

てきたが、これまでメキシコEU自由貿易協定に関しては、日本では自由化の

例外措置に注目があつまり、これらの側面については、殆ど検討されていなかっ

た。第6章では、これらについても出来るだけ詳細な考察を行った。

ところで第6章でも論じているようにメキシコEU自由貿易協定には、投資

の分野が含まれていない。それは主としてEU側の事情によるものであるが、

FTAと投資協定を分離し、例えば先に投資協定を結ぶことは可能であり、EU

諸国とメキシコは、メキシコEU自由貿易協定の交渉の前に、または並行して、
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個別に投資協定を結んでいる。わが国も一時メキシコとは、まず、投資協定を

結びその後にFTAを交渉、締結すると言う考え方が有力となった事がある。

こうした視点から第7章ではFTAと投資協定の関連について検討を行った。

最後に、終章「米州におけるリジョナリノズムと日本」は、本書の研究から導

く事の可能な論点の主なものをまとめ、世界のとりわけ、米州で進むリジョナ

リズムの進展に対しての日本の選択肢に関して考察をおこなったものであり、

不十分ながらも、この章をもって本書の結語にかえることとした。

本書においては、時間の制約の範囲内で、可能な限り既述の主として2つの

課題に取り組む形で研究を行った。しかしながら、FTAの本格的研究のため

には、学際的アプローチが必要である。国際貿易論や国際投資論をはじめとす

る国際経済学に基づく分析は言うに及ばず、国際政治経済学、国際関係論等か

らのアプローチも重要である。さらに、自動車産業、農業などをはじめ多くの

産業分野別の研究も必要であり、国際貿易･投資等の規則に関わる国際経済法

の立場からの分析も不可欠である。FTAに関する研究は、従ってこうした学

際的アプローチによって更に深められなければならない。本書は、そうした本

格的研究のためのいわば序説にとどまるものである。

なお、本書は、上に述べたような各章から構成されているので、第1章から、

順に読んでいただく事が望ましいが、読者の関心により、どの章から読んでも、

前の章の知識なしに概ね読むことの出来るように配慮した。また、第5，6及

び7章においては、自由貿易協定や投資協定の規定そのものについて考察する

ことが、上記のような視点からの分析を行うための前提となる。このため、ど

うしても、自由貿易協定の内容のいわばコンメンタール的な検討、そうした内

容の解釈が、分析に欠かせない。しかしそのために、そうした詳細には関心の

無い読者には、わずらわしい印象を与えかねない。そのため、第6章について

はテクニカルな詳細にわたる説明については、同章の参考資料として、章末に

掲載した。
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最後に、ラテンアメリカ諸国で実際にどのように、外国直接投資が行われて

きたかを理解することは、本書で論じている米州におけるリージョナリズムと

FTAの進展の背景として参考になるのではないかと考え、補論として、米州

における改革、リージョナリズムと外国直接投資(FDI)に関する論文を掲載

する事とした。





９

第2章 米州におけるリジョナリズム
地域統合とFTA

1．米州における地域統合とFTAの関連

米州においては、早い時期から他地域に先駆けて経済統合が進められてきた。

とりわけ、1960年代初めからラテンアメリカの主要国が参加するラテンアメリ
(1) (2)

力自由貿易地域( LAFTA )が発足し、同時に中米では、中米共同市場 が発

足した。しかし、60年代には域内貿易の拡大などに成果が見られたものの、70

年代には停滞し、80年代前半には、債務危機の影響もあってむしろ後退した。
（3）

ところが、90年代に入ると、メルコスル( MERCOSUR、南米南部共同市場）

およびNAFTA (北米自由貿易協定）が相次いで発足し、米州の域内貿易には、

著しい拡大が見られ、この時期のラテンアメリカ諸国の高い成長の主要な要因

の一つともなった。さらに、これらの動きと並行して、チリ、メキシコをはじ

めとする国々では、米州域内の2国間のFTAを締結して自由化を目指す動き

が強まり、最近では、域外の諸国とのFTAを結ぶ動きも強まっている。

本章では、まず90年代における域内貿易拡大の状況を概観し、地域統合の制

度的な進展によって生じた効果を明らかにする。ついで、米州における最も重

要な2つの地域統合である、NAFTAおよびメルコスルについてそれぞれの特

徴と効果について分析する。さらに、米州のこれら以外の経済統合やFTAの

動きについても検討し、それらのすべてを覆う形で構築されることとなってい

(1)参加国は、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、
メキシコ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、およびベネズエラ。

(2)参加国は、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、およびニカ
ラグア。

(3)加盟国は、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ及びウルグアイ、準加盟国は、チ
リ及びボリビア。
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る米州自由貿易圏( FTAA)に向けての交渉について考察し、米州で着実に進

む、地域統合(RTA)やFTAの現状を把握することとしたい。

本書は、米州におけるFTAの研究を行う事を目的としているが、この章で

はまず、FTAが米州全体の地域統合を目指す、広いContextの中でどのよう

な意義を有し、それと関連しているかを明らかにし、後の章での研究の準備を

行っておく事としたい。

2．米州における地域統合と90年代における域内貿易の拡大

米州地域全体では、90年代(1990-99)に輸出総額が、年平均7.5 %で増加し

たのに対し域内向け輸出は、10.3％で増加し、この結果、総輸出に占める域内
（4）

輸出の割合も、この10年で47.8%から59.8%へと大きく上昇した。このような

米州における域内貿易の拡大が生じたもっとも重要な要因は、NAFTAの発足

にあり、特に米国とメキシコの貿易の拡大の効果が大きい。しかし、この傾向

はNAFTA域内にとどまらず、米州全体に見られるものであり、とりわけ、メ

ルコスル域内貿易の拡大が重要であった。メルコスルの域内向け輸出は、年平

均15.6％で増加し、総輸出に占める割合も8.9％から20.4％へと大幅に上昇して

いる。

同様に中米共同市場の域内向け輸出も、90年代に年平均14.9%で増加し、そ
（5）

の総輸出に占める比率も16.3％から20.5%に上昇した。アンデス共同体の場合

は、90年代末に域内向け輸出が後退したが、それでも90年に、4.2%であった
（6）

総輸出に占める割合は、99年には9.1％に上昇した。カリブ共同体 にも同様な

(4) IDB, 2000による。以下、他の地域統合の域内輸出比率についても同資料による。
(5)参加国は、ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーおよびベネズエラ。
(6)参加国は、アンテイグア・バーブーダ、バハマ、バルバードス、ベリーズ、ドミニ
カ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、モンセラート、セイント・キッッ．
アンド．ネイビス、セイント・ルシア、スリナム、セイント・ヴィンセント．アンド・
グレナデイーンズおよびトリニダド・トバゴ。
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傾向が見られた。

こうした域内貿易の顕著な拡大は、言うまでもなく制度的な域内統合の進展

によって可能となったものであるといってよい。ただし、正式にNAFTAやメ

ルコスルが発足する前から、拡大の傾向が見られており、一般に、ラテンアメ

リカ諸国で1980年代後半から90年代にかけて行われてきた貿易自由化をはじめ

とする経済改革の効果も合わせて重要であったと考えられる。

90年代における経済統合の制度的な進展として最も早かったのは、メルコス

ルであり、1991年、アスンシオン条約により、アルゼンチン､ブラジル､パラグ

アイ及びウルグアイの4カ国が参加する形で正式に発足した。 しかし､メルコ

スル創設に向けての動きは1985年に､アルゼンチンとブラジルの大統領が両国

間の経済統合をすすめることに合意したことに端を発している。

一方、NAFTAは、1990年に当時の米国のブッシュ大統領とメキシコのサリー

ナス大統領が2国間の自由貿易協定を結ぶ方向で協議する意向を表明したこと

を発端としている。 前年に米国一カナダ自由貿易協定を発足させたばかりで

あったことから、米国一メキシコ自由貿易協定がカナダの立場を不利にするの

ではないかと懸念したカナダも参加することとなり、3国からなる北米自由貿

易協定を結ぶための交渉が1991年から開始された。交渉は92年8月に終了し、

1994年1月にNAFTAが発足した。

以上のメルコスルとNAFTAは、90年代にはじめて創設された地域統合の枠

組みであるが、アンデス地域、中米地域、カリブ地域においては、すでに、60
（7）

年代から開始された統合のプロセスが継続していた。しかしながら、これら

地域でも、いずれも90年代に入って地域統合を活性化する努力が行われた。そ
（8）

れが、域内貿易の90年代における拡大を促したと考えられる。

(7)なお、同じく60年代に発足したLAFTAは、1980年に新たにラテンアメリカ統合連
合(ALADI)に改編され今日に至っている。ALADIの参加国は、LAFTAの原加
盟国と同じであるが、その後キューバが参加した。

(8)90年代初めのこれらの地域における統合プロセスの活性化については、細野1995参
照。
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3. NAFTAにおける統合の進展と効果

NAFTAは、「包括的」自由貿易協定であり、財の貿易の自由化のみならず、

サービス貿易､投資､知的財産権、紛争解決、政府調達などを含む、貿易と投資
（9）

に関する総合的取り決めである。

関税に関しては、直ちに撤廃されるか、5年ないし10年で段階的に撤廃され

ることとなっている。ただしメキシコのメイズや米国のオレンジジュースなとﾞ

一部のセンシテイブな品目については15年間で撤廃されることとなっている。

また少数の例外品目も設けられている。引き下げは予定通りすすめられており、

2000年1月までにメキシコのアメリカからの輸入品に対する平均関税率（加重

平均）は、発足当初の10%から1.3%にまで引き下げられ、また、米国のメキ
（10）

シコからの輸入品に対する関税率は、同じく4％から0.4%に引き下げられた。

一方米国とカナダの間の事実上すべての貿易がすでに無税となっている。これ

は、両国の1989年の自由貿易協定にもとづき、200 1年1月までに関税が撤廃さ

れたからである。

一方NAFTAの発足当初から注目されていたのが、米国とメキシコの国境を
ql）

中心に立地しているマキラドーラの取り扱いであった。マキラドーラからの

輸出は、メキシコの総輸出額の半ば（1999年で46％）を占めるに至っており、

かつ、日系企業をはじめ米国、メキシコ以外の諸国の企業の投資も多いことか

ら、200 1年1月にその廃止が予定されていたこの制度に基づく生産活動につい

てのその後の取り扱いについて強い関心が寄せられていた経緯がある。この制

度の廃止により、日系企業等が不利になることから、メキシコ政府は、自動車、

(9) NAFTAの基本的特徴などについては、細野1995、日本貿易振興会1 993を参照
⑩) IDB, 2000 (USTRの資料に基づ<)

(11）一種の保税加工制度であり、メキシコ側で米国側の約7分の1といわれる低賃金で
組み立てや簡単な加工を行い米国側に再輸出する方式である。一般にマキラはそのよ
うな保税加工をさし、マキラドーラはそのための工場や企業をさす。（第3章参照）
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電子、繊維をはじめとする20の産業に対し、部門別振興プログラムを導入する

こととなり、これによって北米以外からの輸入資本財及び中間財については、

0-5%の低い関税率が課されることとなった。それでも域外国の企業は不利

になると考えられている｡(マキラドーラの制度及びその下で進んだマキラ産業

の発展の詳細については、第3章第3節参照）

こうした中、新たに就任したメキシコのフォックス大統領は、NAFTA域内

の資金や人の移動をより自由にし、やがては共同市場に進化させていく構想を

非公式に提案していると報道されており、また、北米開発銀行(NADB )の資

本の増強、北米地域基金の創設を提案している。これらの動きは、FTAAにむ

けた交渉の進展とも関連していると考えられ、注目される。すなわち、FTAA

がやがて発足すれば、すべてのラテンアメリカ及びカリブ諸国が米国市場への

自由なアクセスを享受出来るようになることが予想されるが、そのことにより、

後に述べるように、メキシコにとって非常に大きかったNAFTAのメリットは

かなり失われる可能性があるため、メキシコの有利な地位をNAFTAを深化さ

せることで確保しようとする動きの一つとも考えられるのである。

また、米国への過度の依存を避け、対外経済関係の多角化を図ろうとするメ

キシコと、NAFTA発足後、一般的に市場アクセスが相対的に不利となっただ

けでなく、上に述べたような、マキラドーラの廃止による影響、政府調達にお

ける不利化などを懸念したEUは、NAFTAとかなり近い内容を持つメキシコE

U自由貿易協定に1999年末合意し、この協定は、2000年7月に発効した。（メ

キシコEU自由貿易協定の特徴及びNAFTAとの比較については、第6章参照）

この結果主要国のなかでは、日本のみがメキシコへの市場アクセスにおいて、

米国のみならずEUに対しても、不利な立場に立たされることとなり、さらに

2001年はじめからのマキラドーラの廃止も重なり、とくにメキシコに進出して

いる日系企業などから、この状況を懸念する声がたかまっている。こうした中、

まず日本一メキシコの投資保護協定をむすび、ついで自由貿易協定の可能性に
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ついても検討していこうとの動きも見られた。（日本とメキシコの自由貿易協

定の可能性に関しては、第3章第5節参照）

つぎに、NAFTAの効果であるが、域内貿易の拡大が目覚しいことについて

はすでに述べた。NAFTA諸国の域内向け輸出の総輸出に占める割合は、発足

直前の1993年の46.7％から99年には54.6％に上昇している。1994年のメキシコ

通貨ペソの切り下げ、米国の長期にわたる好景気の影響もあって、NAFTA発

足後メキシコの米国およびカナダとの貿易は大幅に拡大した。同国の米国及び

カナダとの輸出入額は、1992年の848億ドル、93年の938億ドルから1999年2316

億ドルへと増加し、この結果メキシコのGDPに対する輸出の比率は、1992 -

93年の13.3％から1999年の28.2％へと6年間で2倍以上となった。これに伴い

メキシコ経済の対米依存度が強まったことは言うまでもない。

このような、一般的な貿易の拡大に加え、NAFTAの効果として特筆すべき

ことが少なくとも2点ある。ひとつは、マキラドーラ産業の急速な拡大である。

マキラドーラでの就業者は、1994年から2000年までに2倍以上増加して、2000

年6月には130万人に達した｡先に述べたようにマキラドーラ制度が廃止される

予定であったにもかかわらず大きく拡大したのは、国境地帯での組み立て加工

などの有利性は依然大きいこと、NAFTAにより米国とメキシコの経済の一体

化が進展したことを反映するものであるといえよう。

このことと関連しているが、NAFTAによる投資の拡大効果も顕著であった。

NAFTA成立を事前に見越してすでにメキシコへの投資は増えてきていたが、

発足後はさらに増加した。1992-94年の平均65億ドルから、1999年にはその約

2倍の116億ドルとなり、2000年もその傾向は変わっていない。

こうした状況を反映して、米国とメキシコの経済の一体化が実際上進んでお

り、例えば今や、メキシコのアグアス・カリエンテス、サンルイス・ポトシか

らモンテレイ、サルテイージョ、マキラドーラ地帯（特にシウダ・フアレスか

ら東側のマタモロスなど）をへて、米国側に入りデトロイトに至る広大な自動
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車産業コリダーが形成されつつあるとの見方もある。同様に、グアダラハラか

ら北へ、テイフアナ、メヒカリなどのマキラドーラ地帯、米国サンデイエゴを

へて、シリコンバレー、ハリウッドに至る地帯には、エレクトロニクス、ハイ

テク、メディア産業の一大集積地帯が形成されつつあるとの見方もある。

NAFTAのもとで、このように関税引き下げなど制度面でも、実際の貿易や

投資面でも、当初の予定通り、順調に加盟国間の統合に向けての進展が見られ

ている。もとより自由化に伴う貿易の拡大や投資の増加には、さまざまな問題

や紛争が生ずるのは避けられないが、これに対しては、NAFTAは実効性の高

い紛争解決の制度を有しており、それにそって多数の委員会や作業グループが

設置され、概ね解決が図られてきている。

4．メルコスルの進展とその効果

順調に経済統合が進展してきているNAFTAと比較すると、メルコスルは、

発足以来多くの困難に直面してきた。しかし、それらを様々な方法で克服し統

合の進展に顕著な成果をあげてきたことは高く評価されている。ただし、所期

の目標を達成するためには、取り組むべき残された課題が少なくないことは、

後に述べるとおりである。

メルコスルは、共同市場を目指すものであるが、これを創設するため2段階

のアプローチがとられた。まず、発足直後の1991-94年に一括かつ自動的に域

内関税を撤廃するスケジュールが定められた。これは実施され、1995年以降域

内貿易の大部分は無税となった。 ただし、かなりの数のセンシテイブ品目が

例外となっている。こうしてまず自由貿易地域を創設する段階を終え、1995年

以降、0%から20%の対外共通関税(CET)が導入された。CETの場合にも、

例外品目があり、資本財、コンピュータ、ソフト、電気通信機器などが例外と
⑫

なっている。これらについては、CETに各国がそれぞれその関税率を近づけ
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る目標が定められており、資本財については、2001年に14％とすること、コン

ピュータ、ソフト、電気通信機器については、2006年までに16%とすることと

なっている。さらに、1997年には、サービス貿易に関する取り決めが行われた。

また、域内資本移動の自由化についても合意している。

メルコスルの場合、参加している4国のうち経済規模の大きいブラジルとア

ルゼンチンにおける経済危機が、経済統合の進展に、度々深刻な影響を与えて

きた。1998年にブラジル通貨が不安定化し、1999年1月には大幅な切り下げが

行われたことは記憶に新しいが、共通対外関税の3％の引き上げが行われたほ

か、加盟国の1部が一方的に関税や非関税障壁の導入を行ったことから、参加

国の間での対立が深まった。また、2001年1月から3月にかけてアルゼンチン

が、対外支払い面での困難に直面し、3月に就任したカバロ経済大臣は、資本

財の対外輸入関税の引き下げと消費財の関税引き上げを行う方針を発表し、ブ

ラジルの理解を求めた。いずれもやむをえない状況のもとでの措置とはいえ、

メルコスルの統合プロセスを遅らせる結果となったことは否めない。

しかしながら、これらの困難にもかかわらず、統合を進展させる上で重要な

いくつかの決定がおこなわれてきている。近年行われた決定の中で、とりわけ

重要であったのは、マクロ経済調整、自動車産業に関する合意の2つであった

と考えられるが、この他にも、物理的統合のためのインフラ整備に向けての協

力をはじめ多くの分野で新たな進展が見られている。

まず、マクロ経済調整に関する合意は、まさにブラジル通貨レアルの突然の

切り下げをきっかけとするものである。参加国間における為替の安定なくして、

持続的にバランスのとれた域内貿易と経済統合を実現することは、非常に困難

なことは言うまでもない。99年1月の切り下げは、ブラジルが意図的にそれを

行ったのではなく、それを余儀なくされたものであったとはいえ、カレンシー．

(12）メルコスルにおいて定められた制度の詳細については、細野1995参照。
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ボード制のもとで固定レートを維持していたアルゼンチンに多大な影響を与え

ずにはおかなった。こうしたなかで、マクロ経済モニタリング・グループが創

設され、2000年4月から経済統計を共通のものとしていく方法の検討をはじめ、

12月には、参加国の大統領会談において、次の2つのステップによりマクロ経

済調整を行っていくことが合意された。第一は、2001年における移行メカニズ

ムであり、各国が、インフレ、公的債務などについて、その目標を定め公表す

ることとなった。2002 -05年の第2のステップにおいては、インフレと財政に

関し共通の目標を定めることとなった。

従来から非常に注目されていたのが、自動車産業に関するメルコスルの方針

がどのように定められるかであった。メルコスルの広域市場をめざして多国

籍企業のこの産業への投資が盛んに行われてきた。その背景の一つとして、ブ

ラジルとアルゼンチンの2国間自動車協定があった。これは、輸出パフォー

マンス義務、両国の自動車貿易の均衡などを定めており、このため多国籍企業

は、両国で一定の分業体制（ツイン･プラントの体制とも呼ばれる）を作る形

での投資を進めてきた。自動車産業については、域内の関税引き下げについて

も、対外共通関税についても例外とされてきた。そこで、2000年1月までに域

内関税及び対外共通関税のいずれをも含むメルコスルの共通自動車レジームを

定める事となっていた。

これは、やや予定より遅れたものの2000年12月に合意されるに至った。それ

は2001年から開始される6年間の移行措置からなるものとなった。乗用車につ

いては、ブラジルとアルゼンチンは、直ちに対外共通関税を35％とし、他の諸

国は、6年間でその水準にあわせることとなった。他の輸送機器及び自動車部

品についてもこれに準じ、2006年までに同一水準とする（関税率は異なる）こ

ととなった。また、60％のリジョナル・コンテンッ（内30%はナショナル・コ

ンテンツ）が必要なことが定められた。

以上は、経済統合プロセスとしてのメルコスルの深化の状況であるが、これ
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と平行して、メルコスルの拡大についてもいくつかの成果が達成されている。

まず、1996年チリが準加盟国となり、ついでボリビアが97年準加盟国となった。

さらに98年にはメルコスルとアンデス共同体との交渉が開始された。2000年9

月には、ブラジリアで南米サミットが開催され両者の交渉をさらに推進するこ

とが話し合われている。その共同コミユニケで、メルコスル、アンデス共同体

及びチリなどからなるより広い南米の経済貿易地域を創設する方向が示されて

いる。

最後にメルコスルによる経済統合の効果であるが、域内貿易の顕著な拡大が

進んだことは、先に述べた。貿易と並んで重要なのは、外国直接投資増加の効

果である。それは、政治が不安定で改革が遅れているパラグアイを除いてすべ

ての国で生じており、特にブラジルへの投資の拡大は目覚しい。ただし、この

時期まずアルゼンチンで、ついでブラジルで大規模な多数の政府系企業の民営

化が行われており、90年代における外国直接投資の増加のすべてが、経済統合

の効果に帰せられるものでないことは言うまでもない。しかしながらそのこと

を考慮してもなお、特にブラジルにおける増加は極めて大きなものであった。

すなわち、ブラジルは今日、世界の途上国のなかでも中国についで世界第2

の外国直接投資受入国となっており、その額は、1990年代初めの15億ドル

(1988-93年の平均）から、96年には、105億ドルに増加し、99年には314億ド

ルに達した。同年の中国への外国直接投資額は、404億ドルであった。この間、

民営化に関わる直接投資額も増加しているが、民営化以外の要因による直接投
（13

資の増加も顕著であった。たとえば、1996年から99年の4年間の直接投資流

入額は、累計で909億ドルに達しているが、このうち、民営化に関わる投資は、

226億ドルであった。

経済統合に直接促された投資のうち最も重要な分野は、先に述べたように自

(13)詳細については、本書の補論参照。
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動車産業であり、世界の主要な自動車の多国籍企業が投資をおこなっている。

さらに自動車部品産業にも投資がおこなわれているが、この分野の場合は、既

存の民族系企業の買収(M&A)の形で進出が行われているケースが多い。メ

ルコスルは、北米、EU、東アジアにつぐ、世界第4の自動車産業の生産拠点

となっている。

こうした目覚しい成果にもかかわらず、メルコスルが所期の目標を達成する

ためには取り組むべき課題も多数残されている。先に述べたマクロ経済調整が

きわめて重要なことは言うまでもないが、参加する2大国の一方が変動為替制

度であるのに対し、他方は固定為替制度であり、さらに、財政赤字が大きな国

もあり、調整の実を挙げるには、多大な努力が必要である。また、メルコスル

の特徴として、その域内貿易の規模にもかかわらず、事務局や紛争解決のため

のメカニズムなどを初めとする制度面での整備が不十分である事も指摘されて

いる。本格的共同市場を目指すのであればなおさらである。さらに、域内の参

加国の間の格差の問題も存在している。特にパラグアイは、経済改革をはじめ、

多くの面で他の国より立ち遅れており、一層の配慮が必要とされていると考え
（1』

られる。

5．チリなどの2国間FTA拡大の動き

米州では、以上に述べたNAFTA及びメルコスルのほか、アンデス地域、中

米地域、カリブ地域でも経済統合が行われており、それぞれの域内貿易の割合

も大きく増加してきている事はすでに述べた。

これらに加えて90年代の新しい動きとして注目されるのは、チリを初めとす

る国々の、多数の国や地域とのバイラテラルの自由貿易協定を次々と結んでい

(1』 パラグアイのメルコスルにおける諸問題については、細野、2002参照
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<動きである。特にチリは、他の国と異なり、メルコスルに準加盟しているほ

かは、一切地域統合の協定には参加していないが、2国間自由貿易協定を通じ

て多くの国の市場への有利なアクセスを確保する戦略を展開してきた。

チリは1992年にメキシコとFTAを結んだのを皮切りに、ベネズエラ、ボリ

ビア、コロンビア、メルコスル（先に述べた準加盟するためのFTA，1997年)、

ペルー、カナダとFTAを結んでおり、また1999年には、メキシコとのFTAを
⑮

交渉しなおしてNAFTA型の包括的内容の協定に更新している。

バイラテラルのFTAを結ぶ動きとしては、チリとならんでメキシコがめだっ

ており、チリとの協定のほか、NAFTA発足後、相次いでほかのラテンアメリ

カ諸国とのFTAを拡大してきている。すなわち、1995年、コロンビア、ベネ

ズエラと3国間のFTAをむすび、グルーポ・デ・ロス・トゥレス(G3)を発

足させるとともに、同年コスタリカ、ボリビアとのFTAをそれぞれ結んだ。

さらに1998年には、ニカラグアと結び、2001年にほかの中米3カ国とのFTA

を結んでいる。

さらに最近注目されるのは、チリ及びメキシコを中心に、米州域外の諸国と

のFTAを結ぼうとする動きが目立ってきた事である。2000年にEUメキシコ自

由貿易協定が実現したことはすでに述べたが、メキシコはさらに、EFTA及び

イスラエルとFTAを結び、さらにシンガポールとのFTAに向けての交渉を開

始した。一方チリは、1999年11月から、EUとのFTAに向けての交渉を開始し、

同年9月に韓国とのFTA交渉を開始した。チリはさらに、2000年末米国とのF

TAの交渉を開始する事を発表している。メルコスルもチリと同時にEUとのF

TAの交渉を開始している。

このように、チリとメキシコはあたかもラテンアメリカにおける2国間FT

Aのハブとなりつつある感がある。しかし、このほか、最近では、中米諸国や

(13 チリ、メキシコのFTAの拡大のプロセスの詳細については、Hosono, Akio and
Shoji Nishijima, 2001および本書第3章、第4章参照
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カリブ諸国も他の諸国とのFTAを結ぶ動きを示している。

こうした中で、チリがいち早く、米国及びEUとそれぞれFTAを結ぶ事に成

功した場合、メキシコの場合と同様、主要国では日本のみが取り残され、チリ

市場へのアクセスにおいて不利な立場に置かれる可能性がある。チリ側からの

提案もあり、現在日本とチリの両国において、日本とチリのFTAの可能性に

関する研究が行われた。（その詳細については、第4章第4節参照）

さらに、メルコスルとEUがFTAの締結に合意したり、後に述べるように、

NAFTA、メルコスルを含む全米州にわたる、米州自由貿易地域( FTAA )の

交渉が予定通り2005年に終了する場合、それ以降、日本は、すでに不利な状況

となっているメキシコのみならず、メルコスルを初めとしてラテンアメリカ全

体で、米国、カナダ、EUのような世界の主要貿易国と比較して著しく不利な

立場に立たされる可能性がある。

なお、チリは2国間FTAを市場アクセス改善の主要な手段として早くから

用いてきているが、その貿易拡大への効果は、相手国によって異なるものの、

かなり大きかった事が確認される。たとえば、最も早いメキシコとのFTAの

もとで、両国間の貿易額は、1992年の2 E7000万ドルから99年には、12億ドル

に増加している。

6．米州自由貿易地域( FTAA )交渉の進展と今後の展望

米州自由貿易地域( FTAA )は、1994年のマイアミで開催された第1回米州

サミットで、米州の34カ国が、米州全体にまたがる自由貿易地域を作る方針を

発表したことに端を発している。ついで、交渉は1998年4月に正式に開始され、

2005年までに終了する事が予定されている。FTAAが実現すると人口8億人の、

世界最大の自由貿易地域が出現する事となる。

1999年11月のトロントの閣僚会議で終了した交渉の第1フェーズでは、9つ
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の交渉グループが作られ、55の会合が開かれた。9つの交渉グループは、市場

アクセス、農業、政府調達、サービス、投資、知的財産権、補助金、アンチダ

ンピング及び相殺関税、競争政策、紛争解決である。続く第2フェーズでは、

各グループにおいてそれぞれ、交渉のための協定文草案を作成する事となって

いる。これは、先ず、次官レベルの代表からなる貿易交渉委員会(TNC)に

提出され取りまとめられ、それはさらに2001年4月のブエノスアイレスの閣僚

会議に提出された。こうしてFTAAの素案（ドラフト・テキスト）が用意され

る事により、交渉は新たな段階(2001 -03年）に移った。

さらに、北米、中南米の34カ国の参加する第3回米州サミットが2001年4月20

日からカナダのケベックで開催され、22日には2005年1月までに交渉を終了し、

2005年末までにFTAAを創設する事を確認するケベック宣言と行動計画に調印
（10

した。宣言と行動計画には、環境、経済、貧困、移民、麻薬、教育、情報技

術(IT)等の協力に関しても盛り込まれ、かつ、宣言はFTAA参加の条件とし
（1力

て民主主義の実践を強調している。

こうして、ケベック宣言では、2005年の末までにFTAAを創設することが、

確認されたが、その交渉終了までには、かなりの困難に直面する事も予想され

る。例えば、ブラジルのカルドーソ大統領は、「決定済みの交渉完了期限を尊

重するが、ブラジルの懸念に対応してもらうことが前提となる」とし、「途上

国の輸出を阻害する農業補助金やアンチダンピング措置を撤廃し、市場へのア

クセスを確保しなければならない」と言明しており、米国がこうした要求に応

じなければ、2005年の交渉完了を定めた首脳宣言の趣旨に沿えなくなる可能性
⑱

もあることを指摘している。また、FTAAの前段階となるMERCOSURと米国

(10 ベネズエラは創設の時期についての懸念から調印を留保した。
(11 この観点に基づきキューバは当初から参加していないが、ケベックの米州サミット
では主催国カナダは民主化後退の兆しがあるとしてハイチに対する懸念を表明したと
される。 （『朝日新聞」2001年4月22日朝刊による。）

(13 カルドーソ大統領、ラッフェル外相などが慎重論を表明している。例えば、日本経
済新聞、200 1年9月7日朝刊参照。
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（19

との自由貿易に関する協議が、200 1年9月4日に開始された。

このように、ブラジルをはじめ、中南米諸国と米国の間には自国産業への影

響に関する懸念や、農業分野での利害の相違もあり、発展の異なる多様な参加

国が、包括的な貿易・投資のレジームを含む米州全体の自由化に合意できるか

どうかといった困難も予想されており、目標達成へのプロセスは決して容易で

はないが、ケベック宣言署名の意義は大きい。

FTAA交渉の事務局の役割を担っている機関の一つである米州開発銀行の文

書は、FTAA交渉の進展について、「当初の予定通り進んでいる。FTAA合意

のテキストの準備は進んでおり、それは、交渉の次のフェーズの確固たる基礎
“

を構成する｡」と指摘している。

以上のように米州における経済統合の進展は、一般に、概ね順調に進展して

きており、かつ域内貿易や投資に関して顕著な効果が見られたといえよう。メ

ルコスルは、これまでに多くの困難に直面し、今日なおさまざまな課題を残し

ているが、その統合の効果は非常に大きかったといえる。さらに、近年では、

メルコスルの拡大や、多くの2国間FTA締結の動きが広がっており、それは、

EUなど米州域外にも拡大する動きを見せている。また、FTAAの実現に向け

ての交渉もこれまでのところ、かなり着実に進んでいると見られる。FTAAが

ケベック宣言通り2005年までに発足すれば、先に述べたように人口8億人弱、

貿易額3兆ドルの世界最大の自由貿易地域が実現する事となる。

こうして、米州におけるリージョナリズムはより進んだ新たな段階へと移行

しつつあると見る事もできよう。こうした動きは、世界の貿易体制に直接、間

(19) MERCOSURと米国のはじめての、自由貿易に関する協議は、ゼーリック米国通
商代表の呼びかけでMERCOSUR 4カ国を含む農産物輸出国で構成するケアンズ・
グループの会合の場を利用して、ウルグアイで開催され、作業グループの設置などを
決定した。（日本経済新聞2001年9月5日朝刊による。）

⑳ IDB, Dec. 2000, p. 54
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接に大きな影響を与えると考えられ、また、メキシコ、チリ、メルコスルに関

連して述べたとおり、日本との貿易や投資にも影響を与えずにはおかないであ

ろう。すでにメキシコに関しては、かなりの影響が見られている事が指摘され

ている。（第3章及び第6章参照）したがって、米川における複雑で、多様な

リージョナリズムの今後の進展とその影響に一層の関心を払い、それに対応す

るための、政策や戦略を検討していく必要があろう。
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第3章 メキシコにおけるFTAの進展と日墨FTA

1．メキシコの経済改革と貿易・投資の自由化

メキシコでは、1976年のエチェベリア政権末期の経済危機の後に成立したロ

ペス・ポルティージョ政権が、当初|真重な経済政策を実施したものの、大量の

石油の埋蔵が発見され、石油輸出の増加が実現したことから、将来における石

油収入の増加を当てにした積極的な開発政策をとり、公共支出の増加などによ

る債務の拡大が進んだ。この結果、同政権末期の82年8月には、債務サービス

支払いの継続が不可能となり、深刻な債務危機に陥った。

こうした状況下、同年12月に発足したデ・ラ・マドリ政権は、再建を目指し

経済調整・構造改革を実施した。当初は総需要抑制策を行なうとともに、外国

民間銀行に対して債務の繰り延べを要請し、84年半ばまでにメキシコは債務危

機の克服にかなりの成果を挙げた。しかし、85年に入って石油の国際価格が一

層低下し、9月には地震の被害も加わったことから、国際収支の悪化やインフ

レの再燃が目立ちはじめた。このため85年以降デ・ラ・マドリ政権は世界銀行

の支援による構造調整政策を実施するに至る。

デ・ラ・マドリ政権下で行なわれた政策として重要であったのは、貿易の自

由化、外資導入、民営化の推進などであった。貿易の自由化については、1986年

にGATTに加盟し、87年に輸入の割当許可制を原則として廃止した。また、中

間財に対する関税の免除を行なっている。外資政策については、外資法は変更

しないものの、弾力的運用を行なうことによって外国からの直接投資を促す政

策を実施した。また、多数の公営企業の効率を向上することを目指すとともに、

政府が戦略的でないと判断した産業については、公営企業の民営化に踏み切っ

た。
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しかしながら、デ・ラ・マドリ政権下での構造調整政策は、多くの面で過渡

的な性格を有するものであり、本格的な構造調整・構造改革政策は次のサリナ

ス政権のもとで行なわれたというべきである。

サリナス大統領は、デ・ラ・マドリ政権下の経済政策の主要な推進役を果た

した予算企画相であり、新政権は前政権の政策の基本方針を継承し、さらにそ

の本格的実施を図った。サリナス政権下の経済政策における重要な進展として、

少なくとも次の三つを挙げられる。第一は、言うまでもなく構造調整・改革の

より徹底した推進である。第二は、アメリカ・カナダとの自由貿易協定(NA

FTA)の交渉を終了したことである。第三は、累積債務問題に対して、ブレ

イディ構想適用の第一号となり、債務の削減を実現したことである。

サリナス政権は、1989年5月に新しい国家開発計画を発表し、その主要な目

標として物価の安定をともなう経済成長の回復と社会福祉の向上を掲げた。さ

らに、この計画に基づき90年1月には産業近代化・貿易振興国家計画を発表し、

次の7項目を挙げた。①貿易の完全な自由化、②投資の促進、③規制法規の見

直し、④標準化と品質向上、⑤マキラドーラ産業の振興、⑥輸出の促進、⑦技

術開発と人材養成である。

輸入制限の廃止は1985年以来、段階的に行なわれてきたが、1990年末までに

輸入制限の対象品目は210品目までに縮小された。これは輸入品目の15％以下

に当たるものとされる。例外となったのは、製造業部門では、薬品・自動車部

品・コンピューター分野のような、産業の部門別プログラムに含まれていた分

野である。この他、農産物とその加工品、石油及び石油製品が輸入制限の対象

品として残った。なお、自動車の輸入に関しては、1989年12月に新たな政策が

発表され、1991年より自動車の新車の輸入は国内販売の15％まで許可されるこ

ととなった。

関税率については、1989年12月における大幅な引下げが重要であったが、そ

の後の変更を経て1990年までに、関税率は従来の10種類から10%、15%、20%
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の三種類に簡素化され、また平均関税率は85年には25％を超えていたが、90年

には13％以下となった。また、輸入制限の一種と見られていた公的輸入価格制

(それに対して輸入関税をかける方式）は、段階的に廃止された。

外国からの直接投資の促進に関しては、外国投資に関する法律の規則の改正

を1989年に行なった。正式には「メキシコの投資を推進し、外国投資を規制す

る法律の規則」と呼ばれるものであり、法律そのものは1973年に制定され、本

来外資を制約する性格が強かったが、実施規則を柔軟にすることによって、実

際上は外国からの直接投資を促すものとなった。改正された規則では、外国投

資家に対して開放された経済活動の幅を広げ、また100万ドルまでについては

100%の外資所有の会社を、国家外資委員会の承認なしに行なうことが出来る

こととなった。

次に公営企業の民営化については、デ・ラ・マドリ政権下で741社が民営化

されるか廃止された。次いで、サリナス政権発足後の2年5カ月の間に、138

社の民営化が行なわれたとされる。なかでもメキシコ電話公社（テルメックス）

や、航空会社2社、産銅会社や、国営製鉄会社(AHMSA社及びSICARTSA社）

の2社の民営化などが重要であった。さらに、ロペス・ポルテイージヨ政権末

期に国営化された商業銀行18行の民営化も開始され、92年にほとんどの銀行の

売却が終了している。このようにして、サリナス政権のもとで最も重要な公営

企業部門の民営化が推進されたということが出来る。なお、政府は石油や電力、

鉄道などについての民営化は行なわないことを明らかにしている。

メキシコにおけるFTAの推進は、以上のようなサリナス政権下の構造改革

と貿易・投資の自由化の一環として進められた。その詳細は次節に見る通りで

ある。
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2．メキシコにおけるFTAの進展

メキシコにおけるFTAの進展は、3つの主要な時期に分けて考えることが

出来る。前節で述べたようにメキシコにおいては債務危機後、特に80年代半ば

から構造改革と経済の対外自由化に向けた政策が実施に移された。1986年にお

けるGATTへの加盟は、このプロセスを加速するための最初の重要なステップ

であったということができる。この同じ時期にサリナス大統領が米国とのFT

Aを模索するに至った最も重要な要因の一つも、80年代半ばから開始されたメ

キシコ経済の改革と自由化を完成することにあったことはよく知られている。

1990年6月に当時の米国ジョージ・ブッシュ大統領とメキシコのカルロス・サ

リナス大統領が、両国の自由貿易協定の可能性について話し合いを始めること

について声明を発表したが、それはメキシコが推進しつつあった自由化のプロ

セスを後戻りしないようにするという明確なメッセージを世界に対して発信す
（1）

るという意味を有していたと指摘されている。また、1990年代初めのNAFTA

の交渉期間中にも、それに先駆けて一部のラテンアメリカ諸国とFTAを締結

したが、それらも同じメッセージを発信する意味があったと指摘されている。

次章で述べるとおり、チリにおいても1990年代の初めにFTAを多くの国々

と締結する動きがスタートしている。しかしながら、チリの場合にはFTAを

締結する要因はメキシコとはかなり異なっていた。次章に詳細に述べるとおり、

チリ政府はこの時期に民政に移行したばかりであり、それまでのピノチェット

軍政のもとでのチリの国際的な孤立を脱するという目的が存在していたこと、

またメキシコとは異なり、チリは自由化プロセスを70年代半ばから開始してお

り、その約15年間にわたる自由化がユニラテラルなものであって、必ずしもチ

リの貿易相手国の自由化（チリからの市場アクセスの改善）をともなわなかつ

(1) Hosono and Nishijima, 2001参照
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たことから、一層の自由化を行うに際しては、チリの海外への市場アクセスを

改善することを同時に実現出来るFTAを締結する方式を選択するに至ったと

言うことが出来る。

このように、メキシコとチリではFTAを推進する動機は異なっていたとは

いえ、この二カ国は90年代の初めにおいて、他のラテンアメリカ諸国に先駆け

てFTAの推進を開始した、いわばFTAの先発国であったということができる。

従って、中南米諸国間の最初の二国間FTAの締結がメキシコとチリの間で行

われたのも偶然ではなかったのである。すなわち、メキシコーチリFTAは1 992年

の1月に正式に発足した。これはNAFTAの発足の約2年前のことである。こ

のメキシコとチリのFTAは、正式にはラテンアメリカ統合連合( ALADI )の

経済補完協定(ECA、スペイン語ではACE )の第17号として締結された。なお、

メキシコーチリのECA批准の1年前にアルゼンチン一チリECAが批准されて

いる（従ってアルゼンチンーチリECAはALADIのECA第16号と呼ばれている)。

これらECA (後に述べるように第一世代FTAとも呼ばれることがある）は、

ラテンアメリカ統合連合の枠組みのもとで交渉が行われた。ALADIの枠組み

を用いてECAという形でFTAを結ぶことは、この時期にあっては最も容易な

アプローチであったからである。ただし、NAFTAのような包括的FTAと異な

り、その内容は基本的には商品貿易の自由化を中心とするものにとどまる限定

的なものであった。そのなかには紛争解決に関するルールも含まれていたが、

それは必ずしも有効なものではなかった。

こうした、ECAによるFTAの経験を重ねた後、より包括的なFTAへと移行

して行ったのが第二の時期である。既に述べたように1990年6月にブッシュ、

サリナス両大統領が二国間の貿易協定に関する話し合いをはじめることを発表

したが、その後カナダがこれに参加することとなった。このプッシュ、サリナ

ス声明の約1年前の1989年にカナダ一米国自由貿易協定が発足しており、カナ

ダはメキシコと米国の二国間FTAが発足することによって、カナダ一米国FT
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Aで獲得したカナダの有利な立場が失われることをおそれた。この結果、カナ

ダも参加することとなり、三国間の北米自由貿易協定( NAFTA )の交渉が

1991年にスタートすることとなった。

この交渉の過程で、NAFTAの内容が非常に包括的なものとなっていった背

景としては、とりわけカナダ、米国両国間及びメキシコ、米国両国間に長い間

続いてきた経済関係の下で、多くの公式、非公式の了解や合意が存在していた

こたことを挙げることが出来るであろう。例えば、メキシコと米国の間では、

両国が特別な措置を導入することにより、マキラドーラ産業が拡大してきてい

たという実績がある。またカナダと米国の間には、例えば自動車に関する両国

間の貿易に関する合意が存在していた。

さらに、メキシコが包括的なFTAを交渉しようとした背景として、次のよ

うな点が挙げられる。第一に、メキシコはいずれにしても貿易及び投資に関し

て自由化をさらに進める意向を有しており、したがって、メキシコの最大の貿

易相手国である米国から出来る限りの譲歩を引き出しつつ自由化を行うことが

有利であると考えられたという点である。ここで投資に関する自由化が含まれ

るとすれば、それは従来の商品貿易を中心とする自由化では不十分であり、包

括的な内容とならざるを得なかったのである。

第二に、メキシコの輸出に占める石油の割合は急速に低下してきていた。従っ

て、メキシコとしては米国の市場において出来る限り多様な分野に有利なアク

セスを確保することが望ましかったのである。

第三に、メキシコが1980年代半ば以降推進していた経済改革と経済自由化政

策の持続性を確保することは、メキシコにとって非常に重要な意味を有してい

た。NAFTAという国際協定を米国と結ぶことによって、将来のメキシコの政

権が、この自由化政策について変更を行ったり後戻りすることを困難にし、政

策の継続性を担保することが可能であると考えられたことが挙げられる。これ
（2）

は一般に「ロック・イン」効果と呼ばれている。
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この点については、従来からメキシコは6年に一度大統領が替わる毎に政策

に大きな変更が加えられ、一般に政策の継続性が失われることが多かった。そ

うした政策の継続性の欠如がメキシコにおいて大統領の交替期に経済が悪化し

たり、外国投資家が長期的な投資を行うことを檮曙させる原因となっていたの

である。サリナス政権は、外国からの投資が大幅に拡大し、それが経済の成長

の継続に寄与することを期待していたことから、サリナス政権の行った構造改

革と自由化がもはや後戻りせず、長期的に安定した政策として外国投資家に信

頼されることが非常に重要だったのである。そのことをNAFTAを締結するこ

とで内外に確実なものとして示す必要があったと考えられる。

この第二の時期は、メキシコがラテンアメリカの多くの諸国にFTAを通じ

ての二国間の自由化を拡大していった時期でもあった。NAFTAは1 994年に正

式に発足したが、95年にはメキシコ、コロンビア及びベネズエラからなる三カ

国の自由貿易協定(G3、グルーポ・デ・ロス・トウレス）が交渉された。こ

の交渉にはNAFTAが参考にされている。またメキシコーコスタリカ及びメキ

シコーボリビアのFTAは1995年に発足し、メキシコとニカラグアのFTAは98

年に発足している。これに中米の他の三国、エルサルバドル、グアテマラ及び

ホンジュラスが続いた。さらに、その後パナマ、エクアドル、ベリーズ、トリ

ニダット・トバゴ、ドミニカ共和国及びイスラエルとのFTAが続いた。

一方、メキシコーチリのECAに関しては、両国はその内容を包括的なもの

とすることを必要と認め、NAFTA型の包括的FTAへと改訂する交渉が行われ

た。ここでもこの二国の利害は大きく一致し、1999年7月には新たな包括的F

TAが発足するに至っている。こうして1990年代後半以降、メキシコ及びチリ

はラテンアメリカにおけるFTAのいわばハブとなっていったと言っても過言

ではない。しかもそのプロセスのなかで単純なECAから包括的なFTAへとFT

(2) Leycegui, 2000, pp.31-32参照
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Aの深化が同時に行われたのである。

第三の時期は、1990年代の末期からスタートする、米州域外国とのFTAを

締結しようとする動きが開始された時期である。これは特にメキシコが積極的

に行いチリがそれに続いた。メキシコの場合域外国とのFTAを積極的に押し

進めた背景には、NAFTAの発足によりメキシコの対外経済の米国への依存度

が非常に強まったという状況を挙げることができる。すなわち、1993年に519億

ドルであったメキシコの輸出額は、94年のNAFTA発足以降急速に拡大し、99年

には1,369億ドルに達したが、この間米国向け輸出の割合が高まった。1999年

にはメキシコの輸出の88％が米国向けとなるに至り、これに対してEU向けは

3.3％と非常に低い水準にとどまったのである。

メキシコにとってNAFTAは米国への輸出拡大を実現する非常に有効な手段

となったものの、米国への強い依存は、米国経済の変動にメキシコ経済がさら

されることを意味したことは言うまでもない。さらに、米国への著しい依存は

メキシコのラテンアメリカ諸国との政治的関係にも影響を与えかねないことを

意味した。この結果メキシコにとって米州域外の国々との経済関係を強化し、

多様化していくことが重要な課題となるに至ったのである。

こうしてメキシコはEUとの交渉を開始し、1999年12月に交渉を終了させ、

メキシコEU自由貿易協定は2000年7月に発足するに至った。先にも述べたよ

うにこの他メキシコはイスラエルとのFTAを結んでおり、また後に述べるよ

うに日本とのFTAの可能性についての検討を行うことを日本に提案してきて

いる。次章でも述べるように、チリはメキシコよりもやや遅れながらもEUと

のFTAの交渉を開始させており、また2001年初めには米国とのFTAの交渉が

スタートしている。さらにメキシコと同様チリも日本とのFTAの可能性を検

討することを日本に提案してきており、またこれより先、韓国とのFTAの交

渉を開始している。
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3．メキシコにおけるマキラドーラとFTA

中南米諸国、特に、メキシコや中米、カリブ地域の諸国においては、マキラ

ドーラ(保税加工)産業の発展が著しい。そのなかでもメキシコが群をぬいてお

り、例えば、2000年においては、輸出総額の47.7%をマキラドーラによる輸出

が占めている。したがって、メキシコの場合、FTAについて検討するに際し

てもマキラドーラを無視する事は出来ない。しかも日本からのメキシコへの投

資に占めるマキラドーラ向け投資は極めて高い。したがって、日本メキシコ自

由貿易協定の可能性を考えるに際してもFTAのマキラドーラヘの影響を十分

に考慮する必要がある。そこで本章では、メキシコのマキラドーラ産業の概要

とNAFTA発足に際しての、マキラドーラの取り扱いなどについて検討してお

くこととしたい。

(1)マキラドーラの重要性
（3）

メキシコにおけるマキラドーラは、1960年代半ばからほぼ一貫して発展し、

今日メキシコ経済にとっても、また米国とメキシコの関係においてもきわめて

重要な地位を占めるに至っている。今日メキシコの輸出総額の47.7％がマキラ

ドーラによる輸出であることは、上にのべたが、製造業の輸出でみれば、すで

にマキラドーラの輸出のほうが一般輸出よりも多く、54.7％を占めるに至って
（4）

いる（いずれも2000年)。メキシコの輸入総額にしめるマキラドーラの割合も

高く、354％に達している。中間財の輸入総額の46.2％がマキラドーラによる

(3)マキラドーラはスペイン語でMaquiladoraと書き、maquilarという動詞から派生
した言葉である。このmaquilarは、加工、組立、仕上げ等生産工程の一部を対価
（加工料）を受け取って行うことを指す。またmaquilarする行為をmaquilaと呼ん
でいる。今日ではメキシコのMaquiladoraと言えば、メキシコ北部の米国との国境
地帯に作られた組立や縫製加工等を行う工場を一般的には指している。英語ではIn-Bond

Assembly PlantsとかIn-Bond lndustriesなどと呼ばれている。(El Colegio de
Mexico, 1996等を参照）

(4) JETROメキシコセンター、2001年6月
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輸入である（いずれも2000年)。

また、日本からのメキシコへの企業進出においてもマキラドーラヘの投資

の形をとることが多く、特に日本が海外投資において重要な関心を有している

自動車産業、電子・電気産業等の分野ではマキラドーラにおける投資と、そこ

での米国向け生産活動が非常に重要な割合を占めるに至っている。1999年11月

に行われた調査によれば、メキシコにおける日系の企業数は、328社であった

が、その内の111社がマキラドーラ企業であった。また、製造業の分野の企業

は、246社であったが、その内マキラドーラ企業は111社と約45％に達したので
（51

ある。

したがって、日本からのメキシコへの投資や日本とメキシコの経済関係、日

本メキシコ自由貿易協定の可能性、さらに日本、メキシコ、米国3国の経済関

係の将来を検討するに際しては、マキラドーラの特徴や問題点などについて十

分な検討を行う必要がある。

特に、NAFTAの成立によりマキラドーラに関する制度的な枠組みは廃止さ

れることとなり、発足以来はじめてとも言える重要な変更が導入されつつある。

そのもとでマキラドーラは重要な転換期を迎えている。

また、マキラドーラはメキシコ側のアメリカとの国境地帯において多くの産

業を立地させ、雇用の拡大に大きく寄与したが、同時に国境地帯の社会問題や
（6）

環境問題の悪化を招いた。しかもマキラドーラは、雇用の効果以外について

は必ずしも期待された効果を生じていないとの批判もある。例えばマキラドー

ラにおける生産において、メキシコ国産の部品や材料が使われる形でのマキラ

ドーラからのメキシコの国内産業への波及効果が少ないことや、マキラドーラ

を通じての技術移転が生じていないことなどが指摘されている。したがって、

(5)在メキシコ日本国大使館、JETROメキシコセンター、メキシコ日本商工会議所、
1999年11月による。

(6)メキシコの特に国境地帯の環境の悪化に関しては、細野昭雄1995のp.124～p.126参
H召
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転換期にあるマキラドーラは、今後こうした課題にも取り組んでいく必要があ

る。

このような観点から本節では、まずマキラドーラの発展の背景を検討し、特

にマキラドーラを可能としてきた制度的な基盤や、マキラドーラでの生産をメ

キシコ国内の他の地域や米国での生産と比較して有利にしているその他の要因

について考察し、さらにNAFTAの進展にともなって導入されつつあるマキラ

ドーラにおける新しい制度的変更について検討することとしたい。

次に、上に述べたような制度的な枠組みや、その他の要因によって可能となっ

たマキラドーラ産業の発展の概要を見るとともに、マキラドーラの制度のもと

で拡大してきた主要な産業分野の特徴やマキラドーラの地理的分布、メキシコ

経済にとってのマキラドーラの役割（特に輸出及び雇用）等について検討する

こととしたい。この部分は、マキラドーラという枠組みの下で、どのような発

展が実際上進んだかを明らかにし、マキラドーラの特徴を明らかにすることを

目的としている。

最後にマキラドーラを含むメキシコにおける投資環境の特徴と日本からの投

資について言及し、本節の結論に代えることとしたい。

(2)マキラドーラ発展の背景と発展を可能としてきた制度的基盤

マキラドーラの発展は、1960年代の半ばから開始されている。すなわち、

1965年に国境地帯工業化計画( EI Programa de lndustrializaci6n FrOnteriza

(PIF) )が実施され、その目的は、北部国境地帯における失業を減らすために

マキラドーラ産業の発展を促すことにあった。より具体的には、1969年に最初

のマキラドーラの立地を有利にする法的措置が行われ、これによってマキラドー

ラで用いる機械及び投入財の関税を無税で輸入することが出来ることとなり、

また、それを行う企業に対しては、100%外資による投資が認められることと

なった。
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さらに1970年にはマキラドーラの優遇措置についてより厳密に定めた規則が

発効した( SHCP､ メキシコ大蔵省)。翌71年には法律により工場の設立に必

要な機械や原材料の無税輸入が制度化され、一方、生産された商品の全てに対

して輸出義務が課され、国内向け販売は禁止された。一方、1972年には国境地

帯という限定がはずされ、マキラドーラの制度は国内全地域に拡大された。

1977年には、マキラドーラに関わる制度の省庁間での調整を行うことなどを

目的として、マキラドーラ産業振興部門間調整委員会( Comisi6n lnter-

Secretarial para el Fomento de la lndustria Maquiladora)が設立された。

さらに1982年に成立したデ・ラ・マドリ政権は、マキラドーラの活用により雇

用の創出、輸出の促進、新技術の導入、地方産業の育成を図り、累積債務危機

後の経済の停滞から脱却することを目指した。このために、同年8月に「マキ

ラドーラエ業の操業と振興に関する政令」が制定された。このなかで、登録手

続きの簡略化、マキラドーラ企業の製品の上限20%までの国内販売を可能とす

る措置等を発表した。この結果80年代にはマキラドーラ産業はメキシコにおい

て外貨獲得産業として、第三の地位を占めるまでになった。

さらに、1985年にはマキラドーラ以外で輸出加工に携わるメキシコ法人は、

マキラドーラと同等の関税免除措置を利用できる「輸出向け一時輸入プログラ

ム」( Programa de lmportaci6n Temporal para la Exportaci6n, PITEXと

略される)及び「輸出産業プログラム」(Programa para la lndustria Altamente

Exportadora, ALTEXと略される）が制定された。PITEXは年間売り上げ5

億ドル以上の企業で、年間総売り上げの10%以上を輸出している企業が対象で

あり、後者は年間総売り上げの50%を輸出している中小企業を対象としている。

さらに1989年の外資法改正で、進出時にマキラドーラとして登録されていな

い企業でもマキラドーラに切り替える事が可能となった。また外資比率50%以

上の企業にもPITEX及びALTEX制度が適用されることとなり、マキラドー

ラ企業に海岸沿いや国境沿いの土地の所有が認可され、マキラドーラ企業の下
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請け企業などにも免税措置が講じられるようになった。これらの措置の結果マ

キラドーラの対象となる企業の枠が広がり、マキラドーラ企業の数は飛躍的に

増加した。

以上に述べたようなメキシコ側のマキラドーラ制度の整備と拡充は、次に述

べる米国側の幾つかの優遇措置と一体となる形で、マキラドーラの発展を可能

にし、また推進してきたということが出来る。

そのなかでも最も重要なのは、海外で加工され組み立てられたものが、米国

に輸入される際、総価格からそれに使われた米国品の価格を差し引いた価格

(したがってマキラドーラの場合はメキシコにおいて生産された付加価値分及

びメキシコ産の投入財）に対してのみ課税される関税優遇措置である。これは

現在のHarmOnized Tariff System ( HTS )の9802.00.60及び9802.00.80によ

るものである。これらは従来関税項目806.30及び807.00として知られていたも
（7）

のである。

これらの米国の制度は、先進国、途上国を問わず全ての国が利用できるもの

であるが、途卜国の中ではメキシコが最大の利用者であり、この他に中米諸国

やカリブ諸国等が利用しているとされる。1991年においては806.30及び807.00

の措置を用いた輸入の58％がメキシコからの輸入であった。

以上に述べたようなメキシコ側及び米国側の様々な制度的な優遇措置に加え、

マキラドーラでの生産を有利にしている幾つかの要因がある。

そのなかでも最も重要なのは言うまでもなく、メキシコと米国の非常に大き

な賃金格差である。米国特にカリフォルニア州においては、メキシコの低賃金

(7)このうち806 . 30は1956年に米国関税表に導入されたものであり、また807.00は1963

年に導入されたものである。しかしながら、後者の方が対象となる品目についてより
柔軟性があるため、マキラドーラに関連する貿易の殆どが807.00に依拠して行われて
おり、例えば1991年の統計では、両項目による輸入総額の98%が807.00によって行わ
れたとされる。メキシコからの米国への輸出に関しては、1991年の統計では優遇措置
を用いての輸入の77％はこれら806 . 30及び807.00を用いたものであり、残り23%が一

般特恵制度(General System of Preference, GSP)を用いたものとなっている。
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の農業労働者が働いていることが知られているが、かつてはメキシコ労働者の

米国の農場での季節労働を許容していたブラセーロ( Brasero )計画が実施さ

れていた。しかし、1960年頃から米国への労働者の移動の規制が厳しくなり、

従来出稼ぎに行っていたメキシコの短期農業労働者が大量に失業するに至った。

マキラドーラの発足の当初のきっかけは、これら労働者に対する雇用対策にあっ

たと言われている。

こうした経緯からも明らかなように米国にメキシコ人労働者が移動すること

なく、しかも米国市場に向けてメキシコ人の低賃金の労働力を利用することの

できる制度として発展していったのがマキラドーラの制度であったと言っても

過言ではないであろう。米国とメキシコと間の国境を隔てた賃金格差は、職種

等によって異なるものの1対5から1対7程度であると言われている。従って、

単純な生産プロセスの場合には、米国内で加工するよりも国境を隔てたメキシ

コ側に工場を立地して、組立や加工を行うことが非常に有利になるのである。

このような意味で、いわゆるツインプラント方式が広く用いられている。こ

れは米国側とメキシコ側に二つの事業所を建設し、メキシコ側で労働集約的な

プロセス行い、米国側では資本集約的なプロセスを行う、または管理部門置く

という組み合わせで生産を行う方法である。これによりメキシコの低賃金労働

力を利用できるのと同時に、米国の資本投資に対する税法上のメリットを享受

出来るとされる。

この他マキラドーラ企業が土地、建物、電力、水道、労働者の管理、通関業

務など生産活動に関するサービスの全てを提供する方式や既存のマキラドーラ

企業に必要な製品、または半製品を下請けさせる方式等、いくつかの方法が行

われている。

米国とメキシコの賃金格差に加えて重要だと考えられる要因の一つは、マキ

ラドーラで生産を行う企業の特に管理者が、米国に居住しながらマキラドーラ

での経営を行うことができるメリットである。すなわち、橋一つを越えれば国
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境を渡ることができ、両国間の移動は物理的に非常に容易であるだけでなく、

米国に居住しながら毎日国境を越えてメキシコで働くことのできるメキシコ政

府の労働許可ビザの発給が可能であるため、例えば日本人駐在員が米国に住み、

両国に立地した工場の管理を行うことが可能なのである。

米国側の居住条件はメキシコ側と比べて格段に優れており、また、治安の点

でもかなり異なっていると言われる。したがって管理者は、その家族の生活や

子供の教育の条件を考えると、米国側の都市のアメニティーを享受しつつ、メ

キシコ側の低賃金労働力による生産のメリットを同時に享受出来るという有利

な点が存在していると言える。このことは例えば国境線の最も西側にある米国

側サンデイエゴ、メキシコ側テイファナからなるトゥインシティ一等に典型的

に見られる。

(3) NAFTAによる統合のもとでのマキラドーラ及び新マキラドーラプログラム

1994年1月からのNAFTAの発足により、マキラドーラも重要な影響を受け

ることとなった。ここではまず、NAFTAによって定められている規則のもと

でマキラドーラがどのような取り扱いになるかについて述べ、その後で最近発

表されている新マキラドーラプログラム等について言及することとしたい。

(a) NAFTAとマキラドーラ

NAFTAの規定によれば、経過措置としてNAFTA発足後の最初の7年間はマ

キラドーラのシステムは影響を受けないこととなっている。したがって、マキ

ラドーラ産業が用いる投入財（原材料、部品）や機械類の一時的輸入の無税に

よる優遇措置は継続されることとなった。しかしながら、この期間の終了後に

おいては、取り扱いはNAFTA域内からの輸入であるか、域外からの輸入であ

るかによって異なることとなる。域内からの投入財及び機械類の輸入について

は当然課税されない。これに対して、NAFTA域外からの輸入に対しては、輪
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入関税が課されることとなり、それは域外からの部品輸入の多い（特に東アジ

ア諸国からの）電気・電子製品のマキラドーラにおける生産等に影響を与える

ことが懸念されてきた。

一方、マキラドーラ制度のもとで、メキシコ国内向けの販売に対して課され

ていた制限が段階的に緩和され、2001年には100%可能となることとなってい

る。

一方、アメリカ側の優遇措置としての806.30及び807.00 (それぞれ9802.00.60

及び9802.00.80 )の利用については、メキシコからの輸出の場合、NAFTAの

もとで定められた原産地規則を満たしている場合には、無税で輸出することが

可能となるため、これらの優遇措置を利用する必要が失われる。しかしながら、

原産地規則を満たさない物については、従来通りの優遇措置が適用される。す

なわち、マキラドーラで生産された付加価値分のみに対して課税が行われるこ

とは従来通りである。

また、NAFTAの発足により米国とメキシコの二国間の繊維協定が撤廃とな

り、従来行われていたメキシコのマキラドーラ産業及びメキシコのそれ以外の

産業による繊維品及び衣料品の米国向け輸出の割り当ては廃止される。マキラ

ドーラにおける繊維産業の場合、米国資本の企業が多く、また米国内で生産さ

れた投入財を用いている場合が多いことから、マキラドーラの繊維品や衣料品

の多くはほとんど関税を免除されることとなると考えられる。

以上のように、NAFTAの発足後経過期間を経て条件が変化するが、NAFT

Aの原産地規則を満たす場合には、域内の自由化のメリットを享受できること

から域外国からの部品の輸入よりも、NAFTA域内、特にメキシコにおいて投

資を行い現地で生産することが有利になる場合も考えられる。また、メキシコ

国内での販売が完全に自由となることも分野によっては重要なメリットとなろ

う。これらは、国境地帯のマキラドーラにおける投資の拡大を促す可能性が高

い。一方で、国境から離れたメキシコの国内の各地では、それぞれ各州の政府
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が投資の誘致に熱心なこと、内陸部の賃金がより低いことなどがあり、しかも

条件が従来のマキラドーラが主として立地していた国境地帯と殆ど変わらない

こととなることから、内陸地域へのマキラドーラ企業の移転や、新たな立地が

増加することも考えられる。

(b)新マキラドーラ･プログラム

こうしたなかで注目されるのが、新たに発表された新マキラドーラ・プログ
（8）

ラムである。これは、1998年11月13日官報で正式に発表されたもので主要な

変更点は以下の点である。

－保税輸入される部材のうち、NAFTA域内への再輸出については、完成

品輸出後60日以内に関税を支払う。

－生産設備、金型等は輸入時にメキシコ関税を支払う（付加価値税は免除

される）

一マキラドーラ登録要件として年間生産30%以上を輸出することが必要で

ある。

－新たに設置される産業別促進プログラムと併用することが可能である。

これに対して変更されない点としては、域外への再輸出分については、部材

の保税輸入制度が継続される。

－導入済みの生産設備、金型等は保税継続が可能である。

－部材、生産設備、金型等の輸入に対しては、付加価値税は課税されない

（ただし部材については完成品が国内向けに販売される場合は別途支払

いが必要)。

(8)この部分及びこれに関連する部分については、1999年3月に東京で行われたエルミ
ニオ・ブランコ・メキシコ商工大臣を団長とする代表団による、メキシコ，マキラドー

ラ制度セミナーにおける説明に基づいている。
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換言すれば、この新マキラドーラプログラムは、NAFTA域内向けへの輸出

に限定されるものであり、2000年11月1日から実施されることとなっている。

一方、NAFTA域外への輸出については、従来のマキラドーラ制度が適用され

る。

新マキラドーラプログラムの変更点の一つとして言及されている産業別促進

プログラム( Programa Sectorial, Prosec )は、新たに設けられたもので、

1998年11月14日官報において正式に発表されたものである。そのプログラムの

内容は、以下のとおりである。

対 象：自動車、電気・電子産業(HTSコードで指定）

特 典：部品、生産設備などを優遇関税で輸入出来る。

優遇税率：リストアップされている品目について適用される。

自動車／電気産業では概ね5％（一部0%あり）。

電子産業では概ね0％（一部5％あり)。

リストにない部材等には通常の関税が適用される。

(4)マキラドーラの発展の概要

(a)マキラドーラの規模の拡大と産業別動向

マキラドーラの規模は、発足当初は、非常に小さなものであったが、その後

順調に発展し、特に1980年代から90年代においては、その発展がめざましかっ

た。その状況をマキラドーラの事業所数で見ると、1974年の455から80年には

620に増加し、85年には760,90年には1,938,96年には2398,99年には3,294に
（9）

着実に増加を続けている。

一方、就業者数は、1974年の76,000人から、80年には120,000人に増加し、

その後、85年には、212,000人、90年には、460,000人、96年には、751,000人と

(9)マキラドーラの事業所数および次のパラグラフで述べる就業者数は、CEPAL,1995、
及び谷浦妙子、2000年による。
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なり、99年には、100万人を越えて、1,136,000に増加した。

このように、事業所数も、就業者数も増加しているが、この間、事業所あた

り就業者数も増加しており、1974年の167人から、85年には、279人となり、さ

らに、99年には、345人に増加している。これは、事業所の規模の拡大を示す

とともに、マキラドーラが、労働集約的生産に特化している事を反映するもの

でもあると言える。

また、既述の通り、マキラドーラ企業の就業者数は、100万人を越えたが、

これは、マキラドーラとして認定された企業の直接雇用者をしめすものであり、

これに関連する、様々なサービス業、金融、通信、輸送を含めれば、直接雇用

の数倍の人々の雇用機会が、マキラドーラの発展で創出されたこととなる。

次に、マキラドーラはどのような産業を中心に発展してきたかををみると、

1999年においては、就業者数では、電気・電子材料の割合が最も高く、全体の

25.8％を占めており、繊維・衣服の22.1％、輸送機械の18.0%、電気機器の8.1%

がこれについでいる。したがって、電気・電子、輸送機械、繊維・衣服の3つ

の分野で、全体の74％とほぼ3分の1を占めていることがわかる。これら以外

の産業としては、木製・金属製家具（4.7％)、化学製品（1.9％)、玩具・スポー
00）

ツ用品（1.2％)、食品加工(1.0% )、靴・皮革(0.8% )などがある。

また、マキラドーラがスタートしてから、産業別の就業者の割合には、かな

りの変化が見られている（表3－1参照)。電気・電子材料は、1981年に、32.7％

を占め全体の3割を占めるに至ったが、その後、80年代半ば以降25%程度に低

下してきている。電気機器も1982年には、26．1％を占めたが、その後、一貫し

て低下してきた。一方、輸送機械は、1980年の、6.3%と低い割合から拡大し、

いったん1991年には、24.9％に達したが、その後再び低下し、1999年には、

18.0％となった。これに対し、繊維・衣服は、1980年の14.7％から、1989年に

(10)マキラドーラ就業者の産業別状況とその変化については、表3-1のほか、谷浦妙子、
2000年による。
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表3－1 マキラドーラ就業者数の産業別構成の推移
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出所：1974-93年はCEPAL, 1995 ; 1999年は、星野、2000年の268ページ及び290ページより作成。
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は、9.1％へといったん低下した後回復し、1999年には、22.1％となった。

(b)マキラドーラの地理的分布と主要マキラドーラ地域の特徴

マキラドーラは一般に米国とメキシコの国境を隔てて向かい合う形で立地し

ている二つずつの都市（トウイン・シティーズと呼ばれる）に立地している。

その立地の特徴や拡大のプロセスは、米国とメキシコの経済の一体化や両国の

産業の立地の地理的特徴を反映するものであり、今後の米国、メキシコ、日本

の関係を考える上でも非常に重要である。

マキラドーラの立地は鎖のように繋がる多数のトゥイン・シティーズにおい

て行われているが、それは大きく分ければ3つの地区に区別することができる。

事業所数や就業者数からして最も重要であると考えられるのは、メキシコ湾

岸に近いラレド、ヌエボ・ラレド、ブラウンズビル、マタモロス等からなる地

域と、太平洋岸に近いサンデイエゴとテイファナとその周辺の都市から形成さ

れている部分である。さらに中央部のエル・パソとシウダー・ファレスを中心

とする部分が第三の地域として重要である。このそれぞれは多くの注目すべき

相互に異なる特徴を有している。

まず、ラレド及びヌエボラレドを中心とする地域は、米国のテキサス州を経

て、高速道路網などによって中西部からデトロイトをはじめとする米国自動車

産業の中心地にいたる諸州（テネシー州、オハイオ州、インディアナ州、イリ

ノイ州、ネブラスカ州等）の諸都市に連なっている。一方、メキシコ側ではヌ

エボ・ラレド、レイノサさらにマタモロスは、メキシコ有数の工業都市モンテ

レイ及びサルティジョに近い。このように国境地帯のトゥイン・シティーズは

その後背地に米国側にもメキシコ側にも重要な産業拠点を有している。

一方、トゥイン・シテイーズとしての組み合わせで最も重要な組み合わせの

一つが、テキサス州の西端に位置するエル・パソとその向かい側のメキシコの

チワワ州の北端に位置するシウダー・ファレスである。この2都市は、メキシ
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．湾岸のトゥイン・シティーズと同様に米国側では、高速道路網等を用いて自

動車産業を中心とした米国の産業拠点につながっている。

エル．パソとシウダー．ファレスからなるトウイン・シテイーズには多様な

産業が立地しており、事業所の平均規模も相対的に大きい。また、マキラドー

ラ制度の発足後、比較的早い時期からインフラの整備が民間セクターによって

行われてきており、この地域での産業の立地を容易にし、また効率的なサポー

ト（サービス産業など）が可能であるとされている。

これに対して先に述べたマタモロス、レイノサ及びヌエボ・ラレドは、イン

フラの整備が不十分で、特に上下水道や道路の整備が悪く、また公共輸送サー

ビス等サービスも不足しているとされている。輸送機器産業の分野でのマキラ

ドーラの事業所数は、シウダー・ファレスが最も多く、就業者数、付加価値額

ともにシウダー・ファレスが高い割合を占めている。

輸送機器産業では、これに次いでマタモロス、ヌエボ・ラレド及びレイノサ

が重要である。したがってシウダー・ファレス及びこれら3都市を加えるとマ

キラドーラにおける輸送機器産業の殆どが、これらの都市に集中していると見

ることが出来る。これに対して、最も西側に位置するテイファナの輸送機器産

業における比重は相対的に低い。メヒカリも同様である。

一方、電気・電子機器の産業においては、マキラドーラの立地は特にテイファ

ナ及びシウダー・ファレスに集中している。テイファナに集中している背景は、

その国境を隔てたサンデイエゴからロス・アンジェルス、サンフランシスコへ

と続く地域の存在が重要である。そして、その周辺にシリコン・バレーが存在

し、またアジア諸国からの輸入を行うための米国の港湾が位置している。した

がって、これらアジア諸国から輸入した部品・機械等を用い、またシリコン・

バレーに関係の深い技術者や経営者等の存在によってテイファナとサンディエ

ゴのトゥイン・シティーズにおけるマキラドーラの操業が有利になっていると

考えられる。
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一方、テイファナから188km離れたメヒカリも同様な特徴を有している。し

かしながらメヒカリの場合には、太平洋岸から遠く、またインフラの整備がや

や遅れ、サービスの供給も不十分であるとの指摘がある。それがメヒカリのマ

キラドーラとしての発展の制約要因となっているとされている。また、シウダー・

ファレスは輸送機器及び電子機器のいずれについても重要な産業の集積が見ら

れる地域であるということができる。

以上に述べた3つの地域の他、ソノラ州に位置するノガレス、アグア・プリ

エタも相対的に重要である。この2都市はシウダー・ファレスとティファナの

中間に位置し、米国側の都市としてはツーソンが最も近く、さらにその北にフェ

ニックスが位置している。ノガレスはかつてマキラドーラ産業の立地では重要

な地位を占めていたが、次第にその地位が低下してきているとされる。

日本の企業は、前節でも述べた通り、マキラドーラの制度を用いた投資を積

極的に行ってきているが、電気・電子産業に多く、その結果、テイフアナなど

の都市のある、バハ・カリフォルニア州に最も多く、1999年までに69社、76事

業所（工場）が立地しており、これについでシウダー・フアレスなどのある、

チワワ州（14社、30工場)、ヌエボ・レオン州(17社、18工場）への、マキラ
（11）

ドーラとしての立地が多い。

4．日本のFTA締結の相手国としてのメキシコの重要性

日本のFTA締結相手国としてメキシコは、多くの重要な条件を備えている

と考えられる。ここでは、このことを(a)メキシコ経済が有する特徴に基づくこ

の国の重要性、(b)メキシコの貿易政策、対外経済政策が持っている特徴に基づ

くこの国の重要性、及び(c)日本の経済にとっての、メキシコとFTAを締結す

(11)在メキシコ日本国大使館、JETROメキシコセンター、メキシコ日本商工会議所、
2000年による。
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ることの意義という3つの観点から考察することとしたい。

第一に、メキシコは本章の第一節でも述べたとおり、既に10年を超える構造

改革と経済の自由化を実施してきており、NAFTAの効果もあって成長を実現

してきている。従って、メキシコは中南米地域の中でも特に今後の発展が期待

される国の一つであり、メキシコとの経済関係の一層の強化は、我が国にとっ

て非常に重要な意義を有している。

第二に、上記の点とも深く関係しているが、メキシコは既に90年代半ば以降

のNAFTAのもとでの米国との経済関係の一体化を進めており、日本にとって

最も重要な貿易相手国である米国との経済関係の発展を考える際にも、メキシ

コとの経済関係の緊密化はきわめて重要な意味を有している。このことに関連

して、さらに指摘すべきは、マキラドーラを中心として日本企業が行ってきて

いる米国市場を視野に入れた多額のメキシコにおける投資である。NAFTAの

もとで従来からのマキラドーラ制度は廃止され、マキラドーラ産業は転換期に

あるが、この新しい状況に対応するためには、メキシコとのFTA締結はきわ

めて重要である。

第三に、メキシコはメキシコ以南の中南米諸国へのゲートウェーイとしても

重要な国である。既にメキシコはNAFTA以外にも中南米諸国とのFTAを進め

てきており、いわばメキシコをハブとしたFTAのネットワークが形成されつ

つある。メキシコの米州における生産や輸出の拠点としての重要性は、この結

果非常に高まっている。さらに、今日交渉が行われている米州自由貿易地域

( FTAA )がいずれ実現することとなれば、メキシコのこの役割はさらに強ま

る可能性もある。以上の点に加えて、メキシコがNAFTAを通じて米国と、ま

たメキシコEU自由貿易協定を通じてヨーロッパ諸国と自由貿易の枠組みを確

立したことから、世界の主要国のなかで日本はメキシコとそうした関係を構築

していない数少ない国となっており、この結果、多くの点で日本企業が欧米企

業と比較して不利な立場を強いられていることから、メキシコとのFTAはこ
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⑫

うした状況を改善する効果のあることも指摘しなければならない。

例えば、メキシコの日本商工会議所が現地企業にアンケートをとった結果に

よれば、日墨FTAが無いことによってデメリットがあるかという質問に対し

て、80%の企業がデメリットがあると答えている。

具体的には次のようなデメリットが特に重要である。

第一は、当然のことながら、NAFTA諸国、EU諸国のような、自由貿易協

定を結んでいる国との間の、メキシコへの輸出における関税面での著しい格差

である。隣接する米国との関係で不利になっているだけでなく、2000年に発効

した、メキシコEU自由貿易協定により、EUからの輸入品に対する関税率を、

日本からの輸入品に対する関税率と比較すると、最も多く生ずる、関税格差は
⑬

10%及び15%ポイント、最大で20%ポイントとなるとされる。メキシコEU自

由貿易協定の発効により、輸送機器・同部品企業の74％、電気・電子機器企業

の65％が競争上不利に作用すると回答している。特に競争が激しく迅速な対応

を求められるハイテク分野では、日本から部品を持っていくしかないため、欧

米企業に対するハンディキャップが強まるとされている。また鉄鋼メーカーか
（l』

らも日本からの輸出に影響が出たとの報告がある。

第二は、NAFTA諸国やEUと比べ、貿易政策面での不確実性が高いことで

ある。たとえば、自由貿易協定を締結していない国に適用される関税の多くが、

99年1月より一律3％ポイント引き上げられた。さらに、今後も同様な、メキ

シコ側の決定で、自由貿易協定を締結していない国にとって不利な状況が生ず
⑮

るおそれがある。1999年の措置は、メキシコ政府が財政赤字への対応などを

理由に、自由貿易協定を締結している相手国以外の諸国からの輸入に対する関

(1勘 経済団体連合会・日本メキシコ経済委員会、1999年4月20日参照
(13 朝倉・松村、2000年10月による。同論文によれば、日本のメキシコへの主要輸出品
は、機械類であり、メキシコEU自由貿易協定の影響は、日本の場合、機械輸出が最
も大きな影響を受ける可能性がある。

(14 在メキシコの日本商工会議所のアンケート結果については、経済団体連合会、2000
年10月、11-12頁
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税率引き上げをGATT讓許関税の範囲内でほぼ一律に課したものであり、第6

章で述べる通り、メキシコEU自由貿易協定により、EUに対しては、適用され
（10

ないこととなった。さらに、このことは、この3％ポイントの関税負担に関

して、当面、NAFTA諸国、EU諸国に対して、日本が不利になるだけでなく、

今後、このように、メキシコが、何らかの理由で関税率を引き上げるようなこ

とが起こりうるため、日本を含む自由貿易協定を結んでいない国にとってのメ

キシコへの輸出が、何時影響を受けるか分からないと言う点で、それを結んで

いる国と比べ、長期的にも不利な状態に置かれる事を意味している。
（l力

第三は、先に述べたマキラドーラや輸出品製造のために一時輸入制度( PIT
（l3

EX)が廃止されることである。（マキラドーラについては前節を参照）これに

かわってメキシコ政府は既述のセクター別の生産振興プログラム( Prosec )と

呼ばれるインセンティブを与えているが、半数以上の企業がこうした措置だけ

に頼る訳にはいかないと答えている。

第四は、政府調達や民活インフラ・プロジェクトへの参入の際、日本から資

材調達をする場合が多いため、FTAを締結している欧米企業との競争上、関

税差による不利が存在していることである。

以上の他、日本のFTA締結の相手国としてのメキシコの重要性として、例
（1，

えば、「日墨経済関係緊密化委員会報告書』は、1998年11月の訪日の際に同国

(13 朝倉・松村、2000年10月によれば、HS分類8桁ベースで全体の約85%、約1万品目
が引き上げの対象となっており、中間財、資本財のほとんどが、3％ポイント引き上
げられ、消費財のなかには、10%ポイント引き上げられたものもあるとされる。

(10 GATT讓許税率は、実行税率よりも高いので、この引き上げは、その讓許税率の範
囲内で引き上げられたものである。

(1ガ マキラドーラに関しては、NAFTAの第303条が、NAFTAの域外国から原料を輸
入して組み立てなどを行い、それを他のNAFTA諸国に輸出する場合適用されてきた
関税の免除などの優遇措置を廃止する事をさだめている。NAFTAの加盟国は、一定
の原産地規則を満たせば、域内貿易が自由化されるため、マキラドーラの優遇措置は
必要がなくなるからである。マキラドーラの優遇措置に関する詳細については、本章
の第3節参照。

(13 PITEXについては、本章の第3節の(2)参照
(19 日本貿易振興会、2000年4月、2頁
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のセデイージョ大統領は、両国間の経済関係の緊密化に向けた具体的方策を考

えるべきだと提案しており、メキシコからこのように対日FTAに向けての前

向きなシグナルが送られてきており、日本も真筆にこれを検討していくことが

重要であると指摘している。

一方、経団連報告書は、メキシコと日本との間には長年にわたり歴史的・社

会的にきわめて良好な関係が続いており、政治的に複雑な問題を抱えておらず、

メキシコ側は総じて親日的である。とりわけメキシコ政府が我が国と貿易・投

資協定締結に積極的な姿勢を示していることは、交渉を円滑に進めていく上で

重要な要因となると思われると指摘している。さらに、同報告書は、我が国は

諸外国と自由貿易協定を締結した経験がなく、今後の推進にあたっては強い政

治的なリーダーシップが必要である。そのような観点からは、日本とメキシコ

の産業は基本的に競合関係が少なく、国内から強い反対の出る可能性が小さい
⑩

と言うことも重要な点と言えようと指摘している。

5．日墨FTAの可能性に関する検討

日本とメキシコのFTAの可能性に関する検討が1999年2月に日本貿易振興

会( JETRO )内に設置された日墨経済関係緊密化委員会によって検討されて

きた。この委員会では日墨間の貿易・投資の現状と問題・阻害要因、日墨自由

貿易協定が直接投資に及ぼす効果、メキシコ金融市場の問題、日墨関税撤廃効

果、日墨自由貿易協定と我が国の産業、日墨協定問題の総合評価等についての
⑳

討議が行われた。この報告は、後に述べる経済団体連合会の報告書等ととも

に、現在のところ日墨FTAの可能性について総合的に検討した重要な成果の

剛 経済団体連合会、1999年4月、3頁
(21)この日本貿易振興会の研究会の報告書、経済団体連合会の報告書のほかに、朝倉
松村、2000年12月が、日墨FTAの可能性などについて論じている。
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一つであり、この報告書がまとめられ日本とメキシコで発表されたことは、今

後のFTA実現に向けての重要なステップとなろう。本書では、その内容を繰

り返すことはしないが、その結論のみを引用しておくこととしたい。

「FTAは日墨の一層の経済緊密化に有効な手段である｡」

「日墨FTAの推進は、WTOなどマルチ交渉での貿易・投資ルールの確立へ

の貢献のみならず、日本の通商政策における選択肢の多様化、北米・欧州・ア

ジアにおける地域経済ブロック化の防止などにおいて、その果たす役割は大き

い｡」

「日墨FTAの推進にあたって貿易・投資の自由化のみならず、知的所有権、

基準認証、政府調達、紛争処理等を含むよりレベルの高い包括的な協定を目指

すべきであり、国内産業に与える影響に配慮しながら、その実現に向けて基本

的な枠組みづくりを早期に行うよう最大限の努力を行うべきであろう｡」

一方、経済団体連合会の日本・メキシコ経済委員会のもとにも「日墨協定に

関する懇談会」が1999年1月設置され、日墨間にFTAが締結された場合の我

が国産業界への影響について検討を重ね、同年4月20日に「日墨自由貿易協定

の我が国産業界への影響に関する報告書」を提出している。検討の結果「協定

は日本、メキシコ双方に様々なメリットをもたらす可能性が大きいとの結論が

得られた」と述べている。さらに、「NAFTAに続きメキシコは中南米諸国、E

Uとの自由貿易協定を着々と進めており、我が国としても協定締結に向けた検

討を加速していく必要がある｡」「なお、貿易と投資は互いに密接に影響しあい

ながら拡大していくものである｡」「従って、日墨間の協定を考える上で自由貿

易協定と投資協定を一体として締結することによる相乗効果を重視すべきであ

る」と指摘した上で、「日本・メキシコの双方の政府、民間の努力を通じ、双

方に最大限のメリットをもたらすような形で日墨協定が可能な限り、早期に実

現することを強く期待する」と結んでいる。さらに、この報告書の付属資料と

して、日墨自由貿易協定（仮案）も提案している。
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第4章 チリにおけるFTAの進展と日智FTA

1．チリの経済改革と貿易・投資の自由化

(1)チリの経済改革

チリの対外貿易政策とそのもとでのFTAの推進は、チリの経済・貿易およ

び投資の自由化を含む経済改革と切り離して考えることは出来ない。

そこで4つの段階に分けてチリの経済改革について検討することとしたい。

チリの改革プロセスについてはさまざまな見方があるが、ここでは70年代半ば

頃から債務危機後までを第1期とし、82年もしくは83年頃から80年代末までを

第2期、90年代を第3期、そして2000年のラゴス新政権発足後を第4期と見て

検討したい。

チリでは、1970年に社会主義を標傍するアジェンデ政権が成立したが、1973

年9月、同政権を倒す軍事クーデターにより、ピノチェット政権が発足し、そ

の後16年間にわたる長期政権となった。同政権の調整･改革政策は、二つの時

期に分けて考えることが出来る。第一は、政権発足後81年までの時期であり、

まずアジェンデ政権末期に生じた高いインフレを抑制する厳しい総需要抑制策

が行なわれた。同政権が、本格的な自由化政策や規制緩和政策など、構造改革

に着手したのは、安定化政策に概ね成功した1977年以降であった。

このピノチェット政権の第一次の構造改革とも言うべき政策の主な内容は、

(1)関税率を、79年までに段階的に一律10%までに引き下げる貿易自由化政策、

(2)為替の自由化政策、(3)外国からの直接投資を促す外資政策、(4)国内の各種規

制の緩和（特に価格統制の撤廃、金利の自由化など)、(5)経済活動に対する政

府介入の縮小と、公営企業の活動の縮小、公営企業の民営化、などであった。

さらに1979年からは、以上の政策に加え、為替レートを固定化する政策を実施
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した。これによって物価上昇率はさらに低下し、1981年には9.5 %と最も低い

水準となった。

しかしこの間、国内通貨が著しく過大評価となる一方、内外の金利差が広が

り、これによって民間銀行が海外からの多額の資金の導入を行ない、それが不

動産投資などに用いられて、チリの対外債務が急増した。一方、割高な為替レー

トと貿易の自由化のために輸入が増加し、輸出は伸び悩んだ。このような状況

から、1981年から82年にかけてピノチェット政権は深刻な危機に直面し、すで

に引下げていた関税率を35％に引き上げたり、為替レートの大幅切り下げを行

なうなどの政策変更を行なった。しかしながら、こうした緊急措置は比較的短

期間に終わった。以上の軍政下の第1次の改革は、シカゴ大学の大学院への留

学から帰国した、若き経済学者からなるチームが、政府の経済分野での要職に

就き推進した事から、「シカゴボーイズの改革」としてよく知られている。

債務危機後、特に80年代半ば以降の軍政下の第2次期の改革期は、シカゴボー

イズが作った第1期の改革のベースを引き継ぎつつ、現実的な種々の制度的構

築が行われた時期であった。それが、当時のエルナン・ビュッヒ大蔵大臣のリー

ダーシップのもとで行われた一連の改革であった。

ビュッヒ蔵相のもとで開始されたこの時期の改革は以下のように要約するこ

とが出来よう。(1)貿易自由化については、関税率が35%から88年までに15%に

引下げられた。(2)外資政策については、先に述べた外資法がさらに改善された。

また、債務の資本化（デット・エクイテイ・スワップ）も85年6月に法制化さ

れ、割り引いた価格でドルで購入された債権が中央銀行で額面全額のペソと交

換され、それを国内企業に投資することが可能となった。これもこの時期の外

国からの投資の拡大を促した。(3)公営企業の民営化については、85年以降は主

要な基幹産業の民営化が進められた。特にチリの電力配給会社(CHILECTRA )、

太平洋製鉄所(CAP)、砂糖公社( IANSA )、電力公社( ENDESA )、国営航

空会社( LANCHILE )、通信公社( ENTEL)などの十数社が100%民営化され、
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また電話会社(CTC)も85.8%民営化された。(4)為替レートは、既述のように

一旦切り下げられた後、変動相場制に移行し、安定した実質為替レート水準を

維持する現実的政策がとられた。(5)また、84年以降、投資及び輸出を促進する

ための税制改革が行なわれた。

この時期に行われた上記の改革は、今日のチリを考える上できわめて重要で

ある。例えば、それ以前からスタートしていた民営化が、主要分野において本

格的に行われたのがこの時期であった。電力の民営化に関しては、イギリスよ

りも早く本格的な推進が行われている。既述の債務の資本化もチリで他の諸国

に先駆けてこの時期に行われた。また、年金制度の民営化プロセスが始まった

が、確定拠出型年金を導入したのは世界でもチリが最も早かったとされる。A

FPと呼ばれる、年金基金の管理会社による運用に基づく確定拠出型の新制度

が着実に定着し、今日、年金基金の総額はGDPと比較しても非常に大きな規

模に達しており、これによって資本市場が強化・拡充された。

また、その後、強制預託制度（リザーブ・リクワイアメン卜、またはスペイ

ン語でエンカヘ）と呼ばれる外国からの大量の短期資金の流入を防ぐユニーク

な制度が中央銀行により導入された。これは、短期資金流入を抑制することに

より、アジア危機のような通貨危機を回避することを目的として予め用意され

た制度であり、国際的にも注目された。中小企業振興制度も徐々に強化されて

いった。自由化をめざす経済改革に加え、こうした種々の現実的な制度を導入

することで、今日のチリの長期的で安定した発展の基礎が築かれていったとい

えよう。

1990年3月には、軍政から民政への移行が実現し、キリスト教民主党を中心

とする中道・左派連合の候補であるエイルウィン氏が大統領に就任した。エイ

ルウィン、プレイ、ラゴスと続いた民政移行後の政権は、軍政時代の構造調整・

構造改革のもとで実現した自由市場経済や、経済の対外開放政策を継承するこ

とを経済政策の基本方針としている。
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この民政移行後に行われたのが、FTAを通じて一層の貿易．投資の自由化

を進める政策であった。こうして、エルウイン政権の下で第3の改革期を迎え

る。同政権下では、社会政策が重視され、労働法改正により労働者の権利が徐々
（1）

に回復され、貧困層への対策も行われた。一方、自由貿易協定(FTA)を拡

大することを通じ、従来からの一方的なユニラテラルな自由化から、バイラテ

ラル、あるいはリージョナルな自由化へと貿易政策の重点を移したのもこの時

期である。このことについては後に詳述する。

最後にラゴス政権は、分配の改善や地方分権による地域的にバランスのとれ

た発展、さらに社会政策、教育改革、ITの推進など、一連の新しい政策に取り

組みつつある。

以上の4つの段階の改革のなかでFTAが開始されたのは第3期であり、第

4期にはそれまではほぼ米州のみに限られていたFTAを米州以外の地域へも

拡大するに至った。

(2)貿易・投資の自由化とその効果

チリはメキシコと並び、中南米の中で特に輸出成長率が高い国であるが、そ

の背景となっているのが、自由化とFTAである。ユニラテラルな自由化は、

既述の改革の第1段階、第2段階で行われ、一律関税方式を導入し、かつ、大

幅に関税率を引き下げた。すなわち70年代半ばに大幅な関税の引き下げを行う

と同時に、品目による関税率の差をなくし1977年には10%の一律関税となった。

82年の債務危機後には関税率を一旦引き上げた（1984年までに35％に引き上げ

る）が、再び下げ、90年代には11％の水準が続いた。さらに99年からは再びユ

ニラテラルな引き下げを開始し、毎年1％ポイント下げて、2003年までに6%

に下げることとなっている。

(1)これら、70年代、80年代、90年代のさまざまな改革については、細野昭雄、松下洋
滝本道生編著、1999年参照
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この結果、国内総生産に対する輸出入の割合が著しく上昇した。財の輸出の

対GDP比は、1980･81年の16.6%から、1999年の34.8 %へと大幅に上昇してい
（2）

る。輸入については25.9％から、1997.98年に3().5％に上昇した。（但し、1999年

は26.7％に低下）サービス貿易を含めれば更に高まる。このように、着実に

輸出入のGDPに対する比率が大きくなってきたことが、改革と自由化の効果

としてまず挙げられる。

同時に、チリの輸出構造も大きく変化してきている｡70年代には80%を占め

ていた銅は、96年に38％へと低下し大幅に割合を下げた。それ以外の品目の比

率は60％に上昇した。非伝統的輸出品、特に一次産品の加工品の割合の増加に

よるものである。しかも、高付加価値品の輸出が次第に増加した。非伝統的輸

出品の割合は、73年の7.9％から43％へと拡大している。これらの効果は日本
（3）

とチリの貿易にも反映している。

次に、「貿易・外国直接投資の自由化」のプロセスを検討したい。（表4－1

参照）

(2)いずれも、1995年コンスタント・プライスで算出された比率。CEPAL, 2001による。
(3)細野昭雄、1997年(a)参照
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表4－1．チリの対外経済政策推進のためのアプローチとその組み合わせ

アプローチ これまでの状況 現状と展望

70年代前半までの高関税

傾斜関税から

(1)低関税(現在8％）

(2)一律関税

に変更

さらに関税率を2003年まで

に6％に引き下げる

ユニラテラル

(1) WTO

(2) APECへの参加

FEALACにおけるラテン・

アメリカ側のコーディネー

ターとしてアジアとの経済

関係等拡大を一層推進する

マルティラテラル

(及び準マルティ

ラテラル）

(1) ACE型からスタート

(2)包括的FTA ( NAFTA

型）推進に転換

(3)他にメルコスールとの

協定(メルコスールヘの

準加盟)を実現(表4－

2参照）

FTAA交渉参加

米国とFTA交渉中

EUとFTA交渉中

韓国とFTA交渉中

シンガポール、ニュー

ジーランドとのFTAも

推進

中米諸国及びパナマと

枠組み協定

日本とFTAの可能性検

討

ｊ
ｌ
ｊ

ｌ
ｊ

ｌ
２

３
４

５
ｉ
ｉ
ｉ
ｉ

ｉ

バイラテラル

リージョナル

(6）

(7）

投資協定(注）

(バイラテラル）

50ケ国との投資協定

(30ケ国については批准済）

今後も拡大の方向

出所：本文に基づき筆者作成

(注）チリの投資協定については、第7章参照

チリはWTOのもとでマルティラテラルな自由化を推進すべきだとの立場を

堅持している。また、APECに参加しオープン・リジョナリズムのもとでの自

由化にも積極的である。さらに、APECの下でマニラ・アクションプランが策

定されたが、チリの発表したインデイビジユアル・アクション・プランにはF
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TAを中心に自由化を推進することが躯われていた。当時、それは必ずしもAP

ECのアプローチに合致していないという意見もあったが、最近では、APEC

の中でもFTAを見直す考えが出てきており、むしろ、チリの考え方が次第に

有力となってきているといえよう。

同時に、チリは中南米とアジア諸国の関係強化をめざす、東アジア・ラテン

アメリカ協力フォーラム( FEALAC)において、主導的な役割を担っており、

現在中南米側のコーディネーターとなっている。アジアではシンガポールがコー

ディネーターであり、99年10月に第1回会合がシンガポールで行われ、続いて

2001年3月にチリで閣僚会議が開催された。さらに、2004年にはAPECの会合

がチリで行われる。以上のようにユニラテラルな自由化に加え、WHOのもと

でのマルティラテラルな自由化、さらに、準マルティラテラルなオープン・リー

ジヨナリズムを原則とするAPECにも参加し、チリはこれらを推進する立場を

明確にしている。

2．チリにおけるFTAの進展

(1)チリによるFTAの推進とその要因

チリのバイラテラル／リージョナルのレベルの自由化は、まず、90年代初頭

に中南米のいくつかの国との、非常に限定的なFTAを締結することからスター

トし、その後、カナダ、メキシコと北米自由貿易協定( NAFTA )型の協定を

結んだ（メキシコとは、92年に締結したFTAを、その後NAFTA型に改訂した)。

一方、メルコスールとの協定はこれらとは異なる内容となっている。

最近は、こうした自由化をさらに推進する動きがある。まず、チリは米州自

由貿易地域(FTAA )構想に向けた交渉に参加し、米州全体の自由化に貢献す

る意向を表明している。特に注目されるのは、2000年12月に発表された米国と

のFTA交渉を開始する合意である。現在、米国のほか、EU及び韓国とFTAを
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交渉中であり、中米諸国およびパナマとの枠組み協定についても合意が成立し

ている。さらに、チリはヨーロッパ自由貿易連合( EFTA)、オーストラリア、

ニュージーランドへもFTAを広げていきたいという考えを有している。

このように、チリはFTAをほぼ全ての米州諸国と締結済みであるだけでな

く、米州域外の諸国とも締結する動きを強めている。さらに、投資協定も、欧

州のほぼ全ての国と結んでいる。まず、スペインと投資協定を結び、その後、

他の欧州諸国と次々に締結していった。その結果、現在世界の主要国で投資協

定を結んでいないのは、米国と日本のみになったと言っても過言ではない。チ

リは、今後も投資協定を拡大していく方針で、現在約20カ国と交渉中である。

投資協定も含め考察すると、2国間協定を通じて自由化を進めていくというチ

リの対外経済政策のアプローチによる積極的な動きが、非常にユニークである

ことが一層明らかとなる。

チリは、対外共通関税を有するような地域統合には参加せず、独自に、米国

を除く米州のほとんど全ての国とFTAを結んでいる。チリは、他の国のよう

に狭い地域で周辺国との統合を目指すよりも、FTAを通じたバイラテラル、

あるいはリージョナルな自由化を多数の国と進めていくアプローチを積極的に

打ち出している。こうした戦略を取っているのは南米ではチリだけである。

現在、共通対外関税を有するMERCOSUR、アンデス共同体(CAN )、中米

共同市場による統合が進んでいる。このような状況下、これらの市場からチリ

の輸出品が閉め出されるのを防ぐために、FTAを次々と結ぶことでそれを回

避していくという狙いがあるということも指摘すべきであろう。

以上のように、チリはメキシコと並んで中南米でもっとも早くからFTAを

推進した国であるということが出来、かつ、その結果、今日中南米諸国の中で

最も多くの国と積極的にFTAを結んでいる国の一つとなっている。チリの場

合、一般的にFTAを推進するに至った理由として、次のような点が挙げられ

る。
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第1に指摘すべきは、ユニラテラルな自由化、あるいはマルティラテラルな

自由化で実現できないことを、FTAを通じて可能にするという点である。特

にマルティラテラルな自由化は、ウルグアイラウンド以降は進展しておらず、

チリとしてはバイラテラルな自由化を通じ、一層の自由化を実現する狙いがあっ

たと考えられる。

第2に、バイラテラルな自由化はレシープロカル（双務的）であるから、ユ

ニラテラルな自由化と比較して、自らの自由化とともに相手国への有利な市場

アクセスを同時に確保できるというメリットがある。これは、FTAの当然の

特徴であるとは言え、軍政下でユニラテラルな自由化に多大な努力を行ってき

たチリとしては、一層の自由化を進めるには、輸出市場へのアクセスを改善出

来るというメリットと、それと引き換えにということで、一層の自由化を行っ

ていく事について国内の利害関係者に説得出来るという点でのメリットがあり、

民政下ではFTAによる自由化は非常に好都合であったと考えられる。FTAは

第三期の改革の時期以降に開始されている。すなわち、民政への移行以後行わ

れているが、民主主義のもとではもはや権威主義的な自由化や改革の強行は不

可能であったことも想起する必要があろう。

第3に、米州各国が進めている多くの地域統合、すなわち、NAFTA、メル

コスール、アンデス共同体、中米共同市場等の、チリが参加してない地域統合

におけるチリへの差別を回避するという効果がある。

第4に指摘すべきは、最近特に重視されているFTAの包括性である。つま

り、包括的なFTAを結ぶことにより、サービス貿易、投資、政府調達、紛争

解決など多様な分野をカバーした、経済関係緊密化の枠組をつくることを目指

すことが可能となる。この点においても、チリの自由化政策にとってFTAは

非常に重要となっていったと考えられる。包括的にすることで投資を含めると、

市場アクセスのみならず、チリが積極的に投資を行っている中南米諸国（特に

チリの周辺国）への対外投資がより有利になったり、あいは保護されるように
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なるといった効果があることも指摘すべきであろう。チリは90年代において、

中南米最大の対外投資国の一つであった。

さらに、以上のような意義を持つFTAを、90年代に入ってチリが推進する

に至った特別な要因がいくつかあった。まず第1に、軍政下で非常に孤立した

状況にあったチリは、民政に移行し孤立状態からの脱却を行っていく必要に迫

られ、また、冷戦終了後の世界で周辺国との国境紛争の解決などを目指し、安

全保障を実現していくためにも、FTAを結ぶことには重要な意義があった。

つまり、民政移行後の外交関係の改善ということが1つの背景にある。

第2は、70年代、80年代に1期目、2期目の改革を行い、ユニラテラルある

いはマルティラテラルな通商関係を目指した自由化が順調に進んでおり、チリ

の産業は既にかなりの自由化への対応を行ってきていたことから、多くの国と

2国間FTAを締結してもその調整コストが低いという背景があった。FTAを

結べば、得るものは多くコストは低いという有利な状況が既にできていたため、

FTAを推進し易かったといえよう。

第3に指摘すべき点は、チリがFTAを結ぶ際のGATT第24条への対応である。

このことについては、少なくとも主要ラテンアメリカ諸国とFTAを結ぶ場合

には、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)によってクリアできたという有利
（4）

な状況があった。すなわち、ALADIの傘の下で行うFTAは、まさにALADIの

一部であるため、GATTの違反になることを免れるという利点がある。加えて、

80年代に入ってALALC ( LAFTA )からALADIに再編成された際に、従来存

在していた、加盟国間で行うバイラテラルな自由化は他の国に均需しなければ

ならない、というルールが変更され均落しなくてもよくなったという経緯があ

る。したがって、ALADI加盟国は、ALADIという広い傘のもとで、自由に2

国間FTAを締結できるようになった。これは、後述するALADIの経済補完協

(4)細野昭雄、1995年参照
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E (ACE)と呼ばれているものであり、チリも初期のFTAはALADIの枠組み

の中で行った。いずれにしても、この枠組みがあったことがFTAの締結をよ
（5）

り容易にしたといえよう。

第4に指摘すべきは、一律関税を採用しているチリにとっては、傾斜関税で

あるメルコスールやアンデス共同体に完全加盟するよりも、これらとFTAを

結ぶ形で自由なアクセスを確保していった方が得策であったと考えられること

である。こうして、一律関税のメリットを失わずに市場アクセスを確保できる

というFTAを、手段として用いる政策を採用するに至ったと言ってよい。

90年代にチリがFTAを推進した背景として以上の点を挙げることが出来よう。

(2)チリの締結したFTAの類型と推移

以上のように、90年代初めから米州の諸国とのFTAを積極的に推進してき

たチリは、90年代の後半頃より、米州以外の国々とのFTAを推進するという、

新しい動きを見せ始めた。以下、この新しい動きを含めチリの結んだFTAの

類型とその推移について検討したい。

最初に用いられたのは、既述のALADI方式、すなわちACEによって行うと

いう方式である（表4－2の(1)参照)。

(5) ALADIの自由貿易地域完成の時期を設定していないこと、及び優遇関税を加盟国
に無差別に適用する必要のないことの2点が、ALADIのもとのACEによって中南米
諸国間での各種のFTAが、事実上網の目のように結ばれる事を可能にしている。これ
は、GATTの観点からは、GATT東京ラウンド期間中の1979年の締約国団決定（授
権条項）が、ALADIを設立した1980年モンテビデオ条約に適用されたため可能となっ
たものである。GATTの授権条項は先進国が途卜圃に対し、他よりも低率の関税を適
用する事を許している。（日本経済新聞5月31日による）
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表4－2．チリの締結しているFTAの3つの類型と比較

紛争解決に

関する規定

対象となる

自由化の分類
包 括 性

｜類 型
非常に限定的 規定は存在する

が十分なもので

はない

商品貿易のみ

(ただし将来の他

の分野を含める

可能性は残され

ている）

(1) ACEに基づく

FTA

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■－ ■一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 司 一 一 一 一 一 一 一 一 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■ー ■一 言 ■ー ■ー ■ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 一 ー ー ー ー _ _ ー ー

ポジティブリス

トによる自由化

( 1-a)

(第一世代FTA )

ネガティブリス

トによる自由化

(1-b)

(第二世代FTA )

商品貿易の他に

サービス貿易等

を含む

包括性高〈、 投

資分野・知的所

有権等の規定も

含む

十分検討された

内容の規定が存

在する

(2) NAFTA型

（カナダとのFT

A及びメキシコ

との新FTA )

(第三世代FTA )

物理的統合、そ

の他の各種の協

力に関する分野

を含むが、規則

面ではNAFTA型

ほどの包括性は

ない

NAFTA型と比較

し不十分

国境貿易に関す

る規定等を含む

(3) MERCOSUR

との協定

出所：本文及びSaez,S., 1999に基づき筆者作成

表4－2のように(1)をさらに分類し、第一世代、第二世代を区別し、(2)の

第三世代及び(3)を加えて、チリで呼ばれている3つの類型に分類することが

可能である。まず、第一世代FTAは、自由化する対象品目のみを決め、それ

以外の自由化は認めないというポジティブ・リスト方式で、次に、第二世代F
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TAは、特定の例外品目だけを除きあとは自由化を行うネガティブ・リスト方

式である。ベネズエラ、コロンビア、エクアドルとのFTAは比較的早く締結

されており、現在関税引き下げが終了したところである。ペルーとのFTAは

比較的新しく、98年に発効している。第三世代FTAは、貿易自由化のみなら

ずその他の分野をも含めたFTAとなっている。

NAFTA型である第三世代FTAは、カナダとのFTAではじめて実現している。

さらに、メキシコとは92年のFTAを改定し、99年にNAFTA型の新協定を結ん

でいる。これらのFTAは、包括性が非常に高く、サービス貿易、投資、知的

所有権などに関する規定が含まれており、紛争解決に関する規定も十分に検討

され含まれている。このように、最近のチリは包括的なFTAを結ぶ方向を前

面に打ち出している。

さらに、カナダとのFTA交渉においては、アンチ・ダンピングは相互に適

用しないという非常に重要な譲歩を確保している。また、メキシコとは、99年

の新協定からさらに進んだ協定を結ぼうという意向が確認されており、例えば、

政府調達や金融サービスを入れることも議論されている。

メルコスールとの協定は、以上に述べたFTAとは大きく異なっており、物

理的統合を含む様々な協力が定められているものの、NAFTA型のような包括

性には欠けている。紛争解決に関する規定も不十分で、国境貿易に関する規定

はあるがNAFTA型ほどの自由化を実現するものではない。

以上の経緯を経て締結されたチリのFTAの現状は表4－3の通りである。

なお、上記の第一世代、第二世代及び第三世代という表現であるが、これは便

宜上使われているものであり、必ずしも定着している呼び方ではない。チリで

は、上記第三世代FTAを新世代FTAと呼ぶ事もある。また、最近、出版され

た、IDBの研究では、ここで述べた、第一世代および第二世代をあわせて、第
（6）

一世代と呼び、第三世代を第二世代とよんでいる。

なお、チリは、FTAを締結していない国とも、かなり有効な投資協定を締
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結している。2000年までに、欧州諸国を始めとする50カ国と署名済みで、その

うち30カ国とは既に議会の承認が行われており、さらに他の国々とも交渉中で

ある。またNAFTA型のFTAには投資保護に関する規定が含まれており、した

がって、投資協定がなくとも、実質的には通常の投資協定以上の内容が盛り込

まれている。（投資協定に関する詳細については、第7章参照）

(6) Iglesias, Enrique,2001, p.43参照



表4－3． チリのFTAの現状と特徴

包括性と現状

NAFTA型の商品・サービス貿易、投資。
関税引き下げプログラムは進行中で、2014年に完了。
金融サービスの交渉は、1999年中に開始されるであろう。

旧協定ALADI枠内での規定。新協定はNAFTA型。
商品貿易：関税引き下げプログラムは完了。
新 協 定：サービス・投資。NAFTA-WTOをモデルとした
知的所有権の規定、技術的な障害、検疫・植物検疫措置を
含む。航空輸送。

1999年中に、金融サービス、アンチダンピングの措置、政
府調達の交渉が開始される。

関税引き下げと原産地規則

チリ側の18の関税引き下げプログラムは、2013年
までに完了。
原産地規則: NAFTA型だが要求は少ない

発効日協定相手国

1997年7月5日カ ナ ダ

謡
《
側

串
｝
三
い
就
寺
か
司
弓
ン
Ｓ
庶
淑
庁
、
哨
吋
目
ン

関税引き下げプログラムは2種類で、それぞれ
4年と5年である。（原産地規則: ALADI)

新協定はNAFTA型の包括的FTA

1992年1月1日メ キ シ コ

(ACE No.17)

新 協 定 1999年8月1日

関税引き下げプログラムは2種類で、それぞれ
4年と6年である。
原産地規則: ALADIの第78決議文に基づく

ベネズエラ
(ACE No.23)

1993年7月1日

コ ロ ン ビ ア

(ACE No.24)
1994年1月1日

ALADI枠内での一般規定

商品貿易：関税引き下げプログラ
サービス貿易への拡充を検討中

エクア ドル

( ACE No32)
ムは1999年1月1日に完了。1995年1月1日

ベ ル －

(ACE No.38)
1998年7月1日

関税引き下げプログラムは12種類で、1997年に
発効、2013年に完了。

メルコスール

(ACE No.35)
1996年10月1日

ポ リ ビ ア

(ACE No.22)
1992年4月6日

、
「

出所：チリ外務省国際経済関係総局( Direcon )の資料に基づき作成
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(3)チリの締結したFTAの効果

FTAの効果一般については、理論的には貿易転換効果、貿易創出効果など

の観点からの検討が必要であり、それに加え、投資に関する効果など多くの検

討すべき点がある。ここでは、チリが期待していたような効果があったのかど

うかを確認する意味で簡潔にどのような効果があったのかを見ておくこととし

たい。

まず、中南米諸国の中ではメルコスール、メキシコ、コロンビア、ベネズエ

ラとのFTAがチリが締結してきたFTAの中でも特に重要であると思われるが、

これらについて転換効果はほとんどなかったという報告が、実証的研究により
（7）

なされている。一方、創出効果が非常に大きかったことは明らかで、特に、

メキシコとのFTAにおいてはそれが顕著であった。

第2に指摘すべきは、中南米域内国間の場合、資源輸出よりも工業品輸出が

FTAによって拡大しており、輸出構造の高度化という面で顕著な効果があっ

たといえる。

3番目に重要なのは、投資の効果である。FTAを結ぶことで手続きなどの

安定性と透明性が確保され、トランスアクション・コストが低下すると考えら

れチリの対外直接投資の拡大に寄与した可能性が高い。

今後期待される効果について最近行われた研究によれば、NAFTA、EU、

メルコスル、それ以外の南米諸国にFTAを広げていった場合には、例外品目

なしであれば、GDP比8.4%という相当大きな効果があると試算されている。

しかし、例外品目が設けられることを考慮すると、GDP比で約2.48%の効果
（8）

となるとされる。

チリが目指しているのは、実質的にマルティラテラルな自由化に近いものを、

FTAを通じて実現するということであり、APECのマニラ会合でチリ政府が正

Sa@z, Sebastian, 1999, p. 180参照
同上書(pl81)がHarrison等の行った研究結果として引用している試算である。

１
１

７
８

１
１
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式にこのような方針を表明していることは既に述べた。それが順調に実現した

場合には、このような効果が期待できると言うことが出来よう。

ただし、以上の試算はあくまで参考資料にとどまるものであり、今後さらに

詳細な研究が必要であると考えられる。

3．日本のFTA締結相手国としてのチリの重要性

前章のメキシコについては、同国が、日本のFTA締結相手国として何故重

要であるかについては、かなり広く知られている。これに対して、チリに関し

ては、この国とFTAを結ぶことに高いプライオリティを与えるべき理由につ

いて、必ずしもわが国で広く認識されているとは言いがたい。

そこで、このことについては、やや詳細に本章で検討しておくこととしたい。

第1に、チリ経済が有する特徴から、第2に、チリの通商政策が持っている特

徴から、第3に、日本経済にとっての効果、意義という3つの観点から考察を
（9）

行うこととしたい。

(1)チリ経済が有する特徴に根ざす重要性

チリは、一般に「チリ・モデル」と呼ばれる自由・開放的経済システムを構

築してきている。この自由・開放的システムは、まさにWTOの原則を尊重す

るマルテイラテラリズムをベースとしており、かつ開放的な経済システムであ

る。これに基づいて、小さな政府、貿易・投資の自由化、低関税率、開放的通

商政策、民間企業による年金の運用や、インフラストラクチャーのコンセッショ

ン・ビジネスにみられる民活の推進、および国営企業の民営化などが進められ

てきた。チリは、これら経済の自由化政策を中南米で最初に推進した国である

(9)本節執筆にあたっては、JETROによって設けられた日智自由貿易協定研究会で行
われた議論および日下部英紀、2000年を参考にした。
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ことは、本章の第1節で詳細にのべた通りであり、その下で産業の再編が早く

から進み、競争力のある産業が育成されてきている。同時に、輸出志向型の経
（10

済産業構造への転換が進んでいる。

第2に、チリは南米の中でも太平洋に向かって開かれた国であり、APECの

加盟国でもある。中南米のAPEC加盟国は、メキシコ、チリ、ペルーの3国で

あり、特にチリは非常に重要なAPECメンバー国である。また、チリの貿易に

おける日本のウェイトは、他の中南米諸国を圧倒しており、人口1人当たりの

対日輸出額は中南米最大で、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの10倍以

上となっている。チリの日本への輸出額は、人口一人当たり171.6ドルで、ブ

ラジルの16.3ドル、メキシコの17.0ドル、アルゼンチンの14.7ドルと比較して

はるかに高い水準にある（1999年)。対日輸入額は、パナマ、メキシコに次い

で3位であるが、パナマの場合、コロン・フリーゾーンと便宜置籍船制度があ

るために高くなっている。メキシコの場合には、マキラドーラという特殊要因

があるために高くなっており、それぞれの通常の国内市場にかかわる対日輸入

額では、チリが大幅に勝っているといえよう。

また、経済規模からみても、チリの対日輸出額は中南米の中で突出している。

EUが38億ドル、米国が26億ドル、日本が21億ドルとなっており、日本の割合

が非常に高い。対日輸出の規模が大きいということは、FTA相手国として非

常に重要な意味を持っていることを意味しているといえる。これは、日本が必

要とする貿易財をチリが有していることが大きな理由である。加えて、チリの

企業が、日本企業にとってのビジネスパートナーとして非常に信頼されている

(10)この「チリ・モデル」については、2000年12月半ば、チリの大蔵大臣経験者2名、
国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会( ECLAC )の研究者およびチリ大学の教授
が来日し、東京では経済企画庁（現内閣府)、神戸では神戸大学において詳細にわた
る議論が行われた。このセミナーの際に提出された論文(神戸大学経済経営研究所で
保存)などにより、上記のようなチリ経済の特徴を一層詳しく知ることが可能である。
また、チリの第2期の改革を担当した、ビユヒ蔵相等の来日の際に行ったセミナーを
基に編集した、細野、松下、滝本編著、1999参照
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ということも重要である。このことは、「日智経済委員会」が長年にわたり信

頼を醸成してきて、その下で長期的な協力関係が構築され、新しいビジネスが

次々と開発されてきていることによるとの解釈もできよう。

中南米諸国からの輸出入額をGDP比でみても、チリ経済がいかに開放的で

あるかが明らかである。チリの輸出のGDP比は既述のとおり、1999年で34.8

％で、マキラドーラ企業を擁するメキシコ、産油国であるベネズエラに次いで

高い比率となっている。ブラジルの8.0%、アルゼンチンの10.9%、ペルーの

13.4％と比べると3倍以上に達しており、輸入についても26.7％と、パナマ、

メキシコに次いで高く、ブラジル、アルゼンチン、ペルーの2.5倍の水準になっ

ている。

チリ企業の国際化が進んでいる事も指摘すべきであろう。チリは中南米諸国
01）

の中でも最も対外投資額の高い国の一つとなっている。これは、チリが小国

であるため、国際的に活躍しないと国内市場のみに頼っていては発展できない

という事実を、特に80年代頃から企業や国民が強く認識し始めたということが

背景にある。その他にもさまざまな背景があるが、基本的には、この国際化が

チリ企業や国民をしてグローバル・スタンダードを尊重する考え方を強めさせ

た、という面を指摘することができる。この国際性、あるいはグローバル．ス

タンダードの尊重は、日本が、チリ企業を、協力し易いビジネスパートナーで

あると認識している大きな要因であろう。

さらに、チリは中南米のIT先進国であるため、中南米全体とITに関する協力

に取り組んでいく際にも、同国が重要な役割を果たすという指摘がなされてい
（図

る°

ITに関連するデータによると、中南米諸国平均が1,000人当たりのコンピュー

ターの台数が40以下であるのに対してチリは50台以上であり、インターネット

(11)堀坂、細野他（編)、1997参照
(13 2000年末、チリのラゴス大統領が訪米の際に、シリコンバレーを訪問し、マイクロ
ソフト社社長のビル．ゲイッ氏と会談し、さらにシリコンバレーのベンチャー企業を
多数集めた場で、米国とのFTA交渉開始を発表している。



米州におけるリジョナリズムとFTA72

のアクセス人口では、チリは3.1％であるのに対してブラジルは1.6%、アルゼ

ンチンは1.4％、コロンビアは0.9%、メキシコは0.5%、というように大きな開

きがある。IT関連の企業には、例えばソング社というソフトウェア企業があり、

銀行システムなどのソフトウェアを中南米諸国にも輸出している。同社は、年
（13

金システムのソフトウェアを開発し、業績を飛躍的に伸ばした企業である。

こうした中、ラゴス政権は2000年5月21日にスピーチを行った際、デジタル．

エコノミーとITの積極的な推進を行う方針を発表し、さまざまな政策を実施し

ている。

(2)チリの通商政策からみたチリの重要性

第1に、チリ政府は、貿易自由化政策をユニラテラリズム、マルテイラテラ

リズム、バイラテラリズムの3つに分類し、それぞれの分野で努力してきてい

る。ユニラテラリズムについては、現在の一律9％の関税率を、2003年までに

6％まで下げる予定になっている事は既に述べた。

また、特に留意すべきは、チリは、一方でFTAネットワークを着実に構築

しているFTA先発国であり、同時に、あくまでも貿易自由化の基本はマルティ

ラテラリズムである、ということを堅持している国でもあるという点である。

次回のWTO閣僚会議の候補地の1つとして、チリ（サンティアゴ）が立候

補したこともあり（最終的にはカタールに決定)、マルティラテラリズムを基

本としている点では日本の考え方との共通性が高いと考えられる。つまりチリ

は、あくまでもマルティラテラリズムが最善であって、FTAはこれを補完す

るものである、という考え方に立脚している。そうした政策を持つチリと合意

できるFTAは、WTOに十分にコンシステントな内容のものになり得るという

ことを考慮に入れると、チリの通商政策という観点からも、日本のFTAの交

(13 堀坂、細野他（編)、1 998
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渉相手国としてチリがふさわしいことが確認される。

(3)日本の経済･貿易にとってのチリの重要性

米州においては、キユーバを除くすべての北米、中南米の国を含む米州自由

貿易地域( FTAA )の交渉が進んでおり、一方では、チリと米国とのFTA交渉

が開始されている。そうした中で、マルティラテラリズムに寄与するバイラテ

ラリズムの推進という考え方に立つチリとのFTAは、FTAAの構築されつつあ

る中南米と日本の関係を強めていくための主要なケートウェイの一つになり得

るという、重要な意味を有していると考えられる。

2000年12月初頭にチリが米国とのFTA交渉の開始を発表したことは重要な

意義を有している。この発表の中で、チリ・米国FTAは、電子商取引のルー

ルなどを盛り込むなど、NAFTA型を超えた「NAFTAプラス」を目指してい

ることが確認された。これより先、チリ政府は2000年4月にEUとのFTA交渉

を開始している。さらに、既述の通り、ニュージーランド、オーストラリア、

シンガポールなどとのFTAも模索しており、韓国とのFTA交渉も進めている。

また、EUの他に、欧州自由貿易連合( EFTA)ともFTA交渉を行っており、

これらの交渉がすべて進展すると、チリの主要貿易国の中では日本だけが、対

チリFTAを持たないことになる。チリはメルコスールの準加盟国であり、米

国やEUとFTAを締結した場合、日本とチリは、貿易額では高い水準に達する

にもかかわらず、日本だけがチリのFTAネットワークから排除されることに

なるおそれがある。

さらに重要なのは、チリがメルコスールヘのゲートウェイとして機能し得る

可能性が高いということである。チリは、日本が南米市場にアプローチする拠

点としての意味を兼ね備えているといえよう。しかも、現在日本にFTAの締

結を働きかけているのは、南米の中ではチリだけであり、その意味でも、チリ
（14

は日本にとって重要な国であると考えられる。
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4．日智FTAの可能性に関する検討

1999年11月に当時のチリのバルデス外相が来日した際に、JETRO理事長に

対して日本チリ両国間のFTAに関する共同研究を実施することについて提案

が行われた。そこでこの提案を受けて、JETROに日智自由貿易協定研究会が

設置されることとなり、2000年5月に発足し、2001年6月にその報告書が発表

された。一方、チリにおいては外務省国際経済関係総局( DIRECON )が研究

会を組織し、報告書を発表した。
（13

日智自由貿易協定研究会報告書は、日智FTAの可能性に関して総合的に検

討しており、この報告書が取りまとめられ、日本とチリで発表されたことは、

今後のFTA実現に向けての重要なステップとなろう。本書では、その内容を

繰り返すことはしないが、その結論のみを引用しておくこととしたい。

「国内産業への影響、農業の多面的機能、資源の安定的確保を十分に考盧し

つつ、日智FTAの早期実現に向けて最大限努力すべきである｡」

「また、日智間で締結するFTAは包括的なものであることが望まれる。それ

は市場アクセスだけでなく、投資、サービス、政府調達、基準・認証、競争政

策なども盛り込むことにより、単に二国間の貿易促進だけでなく、相互の投資

交流、日智双方の企業が協力しての第3国市場開発なども期待できるからであ

る。さらに、このような動態的効果を上げることにより、両国の間において、

より多層的かつ緊密な経済関係が構築されるのみならず、自由貿易を国是とす

る日智両国が先見性のあるFTAを締結することにより、世界貿易・投資自由

化の推進に貢献することが期待出来る｡」

(14 最近、こうしたゲートウエイの観点も含め、日本とチリ、アジア諸国とチリ、メル
コスルの関係を視野に入れた開発調査が、JICAによって行われた。JICA，2001参照

⑮ JETRO，2001年6月参照
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第5章 包括的FTAの特徴と問題点：
NAFTAを中心に

1．包括的FTAの特徴

(1) GATT/WTOと地域統合

NAFTAを例にとり、包括的FTA ( Comprehensive FTA )の特徴と意義を

考えるに際しては、まずそれが地域統合としてWTO/ GATTの規則に照らし

てどのような特徴を有するかを明らかにする必要がある。そこで、この観点か

らまずGATT/WTOのもとでの地域統合に関する規定等などについて簡単に

検討することとしたい。

地域統合とWTO/GATTのもとでのマルティラテラルな自由化との関係を

考える上で最も重要なのは、財の貿易についてはGATT24条であり、サービス

貿易についてはGATS 5条である。

周知の如くGATT24条はWTO/GATTの目指す多角的貿易システムと両立

しうる地域統合の条件を定めている。しかしながら、これまでGATT24条は世

界における地域主義の進展が、グローバルな自由化を妨げることのないように

するための有効な法的手段としては、十分にその役割を果たしてきたとは言い

難い。ただし、地域統合を行う際の行動規律という観点からは一定の効果を備
（1）

えていることが指摘されている。

GATT24条が有効にその役割を果たしていない理由の一つとして、GATTが

(1)木村福成教授はこの点については、GATT24条は規定そのものが不完全であり、運
用についてはより不完全であり、従って事後的な紛争が発生した後の処理という意味
において全く機能してないと見ている。しかしながら、地域統合を行う際の行動基準
という観点からは事前のある程度の縛りを効かすという効果を備えている点に留意す
べきであると指摘している。木村福成、200 1年6月、p. 61
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設立されたときGATTのもとで今日にように大きな規模の地域統合が実行に移

されることは考えられていなかったことが挙げられる。当時にあってはベネル

クッス諸国のような小さな地域統合だけが想定されていたと思われる。しかる

に今日、NAFTAをはじめEU \ MERCOSURなと÷きわめて規模の大きい地域

機構が存在しており、NAFTA、EUに加盟する諸国のGDPは、世界のGDPの

30％以上を占めている。しかも地域統合やFTAをめざす動きは90年代に入っ

て加速し、今日、既述の通り120を超える地域貿易協定( RTA ( FTAを含む))

が存在しており、主要なWTO加盟国の内、RTAに加わっていないのは日本と

韓国のみになった。こうして今や世界の多くの国がRTAやFTAに加わり、か

つ世界の貿易の非常に多くの部分がRTAやFTAのもとで行われるに至ってい

る。

従って、RTAがWTO/GATTと整合的に機能することはますます重要になっ

てきているが、少なくとも次の4つの点が、GATT24条がその役割を果たすこ

とを困難にしてきたと思われる。

(i)地域統合における自由化は「実質上全ての分野」において行わなければ

ならないとされるが、その「実質上全て」の意味が明瞭でないこと。（この

点は、関税同盟にかんしては、24条の8項(a)、FTAに関しては、同じく8

項(b)で規定している｡）本書で検討しているFTAに関しては、FTAによって

形成される自由貿易地域は、関税や、そのほかの貿易制限が、域内原産品の

実質上全ての貿易について取り除かれる地域と理解されなければならないと

定められている。

(ii)最終的な経済統合に至るまでの過渡的期間が従来必ずしも明確に定めら

れていなかったこと。したがって、完全な経済統合に至るまで何年間でも不

完全の状態が続くことが可能であり、したがって、GATTの規則上必ずしも

適当でないと思われるような中間的状態がいつまでも続くことが可能となっ

てしまったことである。
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(iii)原産地規則、反ダンピング関税、セーフガード条項のような規則に関連

する問題が存在すること。これらは地域統合に加盟しない国々に対して、差

別的な効果を持つ可能性があるが、これらについて明瞭な規定が無いこと。

(iv)また、地域統合が形成されるに際して定められる対外共通関税の一般的

水準は、それが形成される以前よりも高くなってはならないことおよびそれ

以外の貿易に関する規制が、より制限的なものとなってはならないことが定

められているが、ここで一般的な対外共通関税の水準という言葉の内容が、

明確に規定されていなかった等の問題がある。

従来から、こうした問題が存在することは認識されており、このためGATT

のウルグアイラウンドにおいては、これらの問題の一部についてある程度の進

展が見られた。例えば第2の点については、24条第5項(c)において、経済統合

を合理的な期間内で完了させる計画･スケジュールを提示しなければならない

とされているが、ウルグアイ・ラウンド交渉では、完全な経済統合への移行期

間を10年以内と決めた。

次に、第4の点については、24条の第5項(a)、(b)が、統合への移行期間にお

いても、統合の完了後も、域内国による域外国に対する関税や他の貿易障壁が

統合前の水準よりも高くなったり、より制限的になってはならないと定めてい

る。この点についても暖昧な点があったが、ウルグアイ・ラウンドにおいて、

関税の一般的水準については、貿易量に配慮した全ての関税の加重平均によっ

て統合の前と後の比較を行うこととした。

また、第3の点の一部である原産地の認定に関する規定については、WTO

とWCOによって作業が進められている。

しかし第1の点、すなわち、「実質上すべて」の定義については、明瞭とは

なっていない。例えば、第6章で述べるように、EUは域内貿易額の90%の自

由化をそのベンチマークとして示している。また、ラビエWTO事務局次長は

今年3月来日の際、「｢実質上すべての貿易』には業種などの定義はなく、柔軟
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（2）

な対応をしている」と明言した。

一方、今日、バイラテラル、リジョナルなRTA/ FTAがマルティラテラル

な自由化を基本とするWTO/GATTに反するものでなく、むしろそれを補完

または促すものであるとの認識が強まり、日本でも1999年の通商白書以降、次

第にそのような見方が強まってきている。それがWTOの存在にもかかわらず、

RTA/FTAを進めようとする理由の一つとして挙げられている。

しかしながら、両者の整合性をいかに確保するかについては、今日なお多く

の問題点が残されており、RTA/FTAを交渉・締結するに際しては、常にこ

の点に留意する必要があると言えよう。

(2) GATT24条から見たNAFTA

上に述べたような、GATT24条の定める多角的貿易システムと両立しうる地

域グループの条件という観点から、NAFTAはどのような特徴を有しているで

あろうか。NAFTAに関する著名な研究者であるハフバウワーおよびショット

両氏によれば、NAFTAはGATTに報告された他の地域統合のいずれよりもG

ATTの条項に適合していると判断されるという。しがしながら、両氏はNAFT

AにおいてもGATT24条の観点から幾つかの問題点があることを指摘している。

特に産業部門別の原産地規則、特別なセーフガード条項、紛争解決手続きなど
（3）

に関する部分に問題があるとしている。原産地規則に関しては、後にさらに

詳細に検討したい。

また、先にも述べたように地域統合が形成されるに際して定められる対外共

通関税の一般的水準が、それ以前よりも高くなってはならないこと、およびそ

(2)この発言は、2001年3月にJETROが主催したシンポジウムで行われたものである。
（2001年5月21日、日本経済新聞）

(3)ゲーリー･C･ハフバウァー､ジェフリー｡T･ショット（横田一彦訳) 1994年、322-
323頁
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れ以外の貿易に関する規則がより制限的なものとなってはならないことが定め

られているが、NAFTAの場合自由貿易地域であるので、対外共通関税は定め

られず、したがって、関税の水準に変更はない。しかしながら、それ以外の貿

易に関する規則、例えば原産地規則の一部がNAFTA発足以前の状態よりも、

より制限的なものとなっているケースがあることも指摘されている。それは、

例えば、アメリカ・カナダ自由貿易協定における自動車の原産地規則に比べて、

NAFTAの自動車の原産地規則の方が厳しくなっており、したがって、より制

限的なものとなったと考えられるのである。

(3)包括的FTAと原産地規則

特に原産地規則については、ハフバウワーおよびショット両氏は、その著書
（4）

｢NAFTAの評価』の中で、「NAFTAが批判にさらされている主要な分野は、

制限的な原産地規則である」とし、NAFTAの原産地に関する規則は、リスク

をともなうものであると指摘している。

一般的に対外共通関税を設けることをともなう関税同盟の結成による地域統

合と比較して、自由貿易協定は域内の自由化のみを行い、対外関税は従来通り

であるので、自由貿易協定の方が第3国に対する差別が少ないと考える傾向が

ある。しがしながら、自由貿易協定が第三国に対してどのような影響を与える

かは、そのもとで定められる原産地規則が、どのような内容であるか、また後

に述べるように自由貿易協定が、財・サービスの貿易や投資に関連する様々な

側面について、どのような規定や取り決めを行っているか等に大きく影響され

る。

確かに自由貿易協定においては、原産地規則を必要としていることは否定出

来ない。それは関税同盟のように対外共通関税が存在しないため、各国の間で

(4) Hufbauer,G.C. and J.T.Schott, 1993(a)
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域外国に対する関税率は当然異なり、このため安い関税率の国にまず輸入され

て、域内の貿易が自由であるので、より高い関税率の国に移動することが、原

産地規則が存在しない場合には可能となってしまうからである。しかしながら、

それを防ぐのにどれだけの、またどのような内容の原産地規則が適切であるか

ということは、必ずしも明瞭ではない。したがって、原産地規則が非常に窓意

的になる可能性が存在している。

例えば、ASEAN自由貿易地域(AFTA )においては、原産地規則は一律40%

のローカルコンテントが含まれていればよいこととなっている。これに対して、

NAFTAの場合には、非常に複雑である。

NAFTAの原産地規則に様々な問題があることは、先のハフバウワーおよび

ショット両氏の評価からも明らかであり、既にかなり知られているが、その詳

細については本章第3節に述べる通りである。

(4)一般的FTAと包括的FTA

NAFTA型FTAと言う場合のNAFTAの重要な特徴として、NAFTAが極め

て包括的な内容を有するFTAであることを強調しなければならない。

地域経済統合に関しては周知の如く、ヨーロッパにおける経済統合をはじめ

とする当時の地域統合を念頭に、ベラ・バラッサが1961年に発表した「経済統

合の理論」以来、通常、自由貿易地域(FTA)、関税同盟、共同市場、さらに

より進んだ統合、経済同盟、通貨同盟等に分類されることが多い。これらは地

域統合の深化の程度による分類であり、この分類にしたがって現実に進んでい

る統合の特徴を知ることは有意義である。しかし、後に述べるようにこの分類

のみによって実際に進んでいる統合の意義を、十分に理解することは、今日で

はもはや困難になっていること言わなければならない。

特にNAFTAの場合、確かに対外共通関税を持たないので関税同盟ではなく、

また、EUのように通貨の統合や政治的協調を含む完全統合を目指すものでは
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ない。しかし、NAFTAを単なる緩やかな一般的FTA (自由貿易協定）とだけ

捉えることは適切ではない。何故ならば、NAFTAは多くの面でGATTのウル

グアイラウンドで定められた取り決めを、大きく越える貿易・投資に関わる様々

なルール、基準、規則等を定めているからである。それはしばしばGATTプラ

スと呼ばれている。具体的には貿易関連投資に関連する規則や、サービス貿易、

知的所有権に関する規則、実効性の高い紛争解決方式の導入、政府調達の開放

等が定められている。

しかもNAFTAは、上記のような様々なルールに加え、自動車、繊維産業を

はじめとする重要産業分野において、特別な原産地規則を定めている。域内貿

易の自由化に加え、様々なルールが定められていることから、貿易･投資の総

合的枠組みとしてNAFTAを捉える必要がある。NAFTAは、これらにより、

きわめて実効性の高い経済統合の枠組みを構築しているということができる。

したがって、バラッサの分類によるような、単なる緩やかな一般的FTAと見

るのでは、NAFTAの意義を的確に捉えることは出来ない。

この意味でNAFTAを通常の貿易自由化に加え、貿易と投資の殆どあらゆる

分野の取り決めを含む「包括的」自由貿易協定( Comprehensive FTA )とし

て、従来の通常の自由貿易協定と区別することが適切であろう。この種の「包

括的」協定は、NAFTAに先立つ米国・カナダ自由貿易協定にはじまると言っ

てよい。このようにNAFTAはこれまでになかった新しいタイプの地域統合の

一つとみるべきであろう。

このような観点に立ち、貿易のみならず多くの側面を含む貿易・投資の総合

的枠組みとして「包括的」FTAを捉え、それが経済統合の深化の度合として

はどの程度の水準に達しているかを明らかにしようとした試みがある。それは、

主要な地域統合を財・サービスの自由化のみならず、資本移動の自由化、労働

移動の自由化、制度面での整備、通貨面での協調体制、財政面での調整のよう

な様々な角度から地域統合としてどの程度強いものか（統合の深化の度合）を
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比較分析した研究である。これによれば、名称の上では南米南部共同市場と呼

ばれ、対外共通関税を有しているMERCOSURよりもNAFTAの方がはるかに

包括的で深化の度合が高いという結論が導かれているのである。この研究によ

れば、最も深化した状況を5として、上に述べたような主要な要素の平均をとっ

た場合、EUが3.3であるのに対し、NAFTAは2.3とかなり高く、これに対して

MERCOSURは1，ASEAN自由貿易地域( AFTA )は0.8となっている。こう

した評価の方法については議論の余地はあるが、少なくとも最近の地域統合を

比較するに際して参考となる。例えば、単純にFTAよりも関税同盟の方がよ
（5）

り深化した進んだ統合であるとは言えないことを示していると言える。

この評価の中では、特に域内の貿易の自由化とともに、域内の投資をはじめ

とする制度面での整備などが重視されている。制度面での整備という点で特に

重要だと考えられるのは、包括的FTAとしてのNAFTAにおける貿易・投資レ

ジームである。ASEAN自由貿易地域( AFTA )が、概ね、従来から見られた

一般的FTAであるとすれば、NAFTAは明らかに包括的FTAであるといってよ

いであろう。

2．包括的FTAと貿易・投資レジーム構築の進展

(1) GATT/WTOの貿易・投資レジーム

国際政治経済学では、国際レジームとは様々な問題領域におけるルールのセッ

トであると定義され、このような国際レジームは、国家の行動を制約するとさ

れる。さらに国際レジームは抽象度の高い順から原則、規範、ルール、政策決
（6）

定手続きの4つのレベルから構成されると言われる。そしてWTO (世界貿易

機関）等により運営される自由貿易体制は、具体的な国際レジームの例として

(5) Chirathivat, S., 1998、pl9

(6)野林健、大柴亮、納屋政嗣、長尾悟著、1997年、pp .45-46参照。



第5章 包括的FTAの特徴と問題点-NAFTAを中心に 83

挙げられている。

ウルグアイラウンドが終了し、さらにWTOが創設されるに至って、明らか

にマルティラテラルな国際的な貿易システムにおける国際レジームは、より進

んだ段階に到達したということが出来る。

WTOにおいては、この点でGATTと比較して機能が大幅に強化されている。

いうまでなくWTOは正式な国際機関として法人格を有している。また、取り

扱う分野も拡大され、GATTにおいては貿易される財が中心であったのに対し、

WTOにおいてはサービス貿易を始め知的所有権等を含む現実の貿易により適

したルールを定めている。さらに紛争処理機関が強化され、WTOでは、ネガ

ティブコンセンサス方式が採用され、紛争処理に関する機能が大幅に強化され
（7）

た。

しかしながら、それでもなお貿易．投資レジームとしてのWTOは、多くの

国が期待している内容とはかなり遠いと言わなければならない。ここにRTA

/FTAがWTO/GTAAの存在にもかかわらず進められるもう一つの重要な理

由の一つが存在している。すなわち、WTOのもとでは達成困難な貿易・投資

レジームもRTA/FTAにおいては可能な場合が少なくなく、それはWTOプラ

スと呼ばれ、それが広がることにより、WTOをもより高次元なものに導いて

いくとの見方がある。

(2) NAFTAの貿易・投資レジームとしての特徴

NAFTAは貿易・投資の様々な面について広範で詳細なルール・規則を定め

ており、非常に包括的であることを特徴としていることは先に述べた通りであ

るが、このことに加えNAFTAの貿易・投資レジームが、いわゆるGATTプラ

スであることも重要な特徴として強調しなければならない。先にも述べたよう

(7)「前掲書｣、pp. 291-292参照。
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にGATTは世界貿易に関する国際的な規範ないしルールを定めていたが、WT

O発足に至る以前においては、多くの問題点が指摘されていた。ウルグアイラ

ウンドでは、貿易関連投資措置( TRIM )等の規則の抜本的な拡充や、従来G

ATTでは殆どカバーされていなかった知的財産権保護制度( TRIP )、サービ

ス貿易等について新しい規則を導入する交渉が行われた。そして、WTOが設

立されたことは周知の通りである。

そこで、国際的な貿易や投資に関する規範、ルールが、NAFTAにおいてど

のように定められているか、それがGATTのウルグアイラウンドで交渉され、

グローバルなレジームとしてWTOに盛り込まれた合意内容と比較してどのよ

うな意義を有するかを検討する必要がある。

このような観点から貿易・投資に関する国際レジームの一つのケースとして

のNAFTAについて、当面次のようなことを指摘することができよう。NAFT

AはWTO/GATTにおいて、十分に規則が定められていない金融、通信やサー

ビス貿易、知的財産権や海外からの直接投資に関しての規則を詳細に定めてお

り、また加盟国の間での紛争処理の方法についても、GATT /WTOより進ん

だ規則が定められていると考えられる。これは既述のようにGATTプラスと称

されている。これらの分野でのGATTの改善を強く要求してきたのが、米国で

あったことを考えれば、GATTのウルグアイラウンドの交渉が難航するなかで、

NAFTAの交渉を行った米国が、これらの点に関するその立場をNAFTAの規

定に強く反映させようとしたことは当然であり、実際それを反映するものとし

て、包括的FTAとしてのNAFTAが合意されたと言うことができよう。

したがって、NAFTAで合意されたこれらのルールは、今後の貿易・投資の

国際的規則の一つのモデルとしても注目されよう。

しかしながら、その全てがグローバルな自由化に最適であるとは考えられな

い。特にウルグアイラウンドで規則の根本的な拡充を目指していた原産地規則

については、NAFTAにおいては後に述べるように米国、カナダ、メキシコの
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特殊な事情を反映する個別的規則が目立っている。

このような考え方に関しては、例えばNAFTAの批准について米国の議会で

激しい論戦が行われた時期に刊行された1993年版の「通商白書」では次の2点

が指摘されている。第一は「ある地域統合にとって最適なルールが、世界的に

最適であるとは限らない」ことであり、第二は「巨大化した地域統合が域外国

との通商交渉で、自らのルールを押しつける可能性があること」である。

(3) NAFTAの貿易・投資レジームの「国際標準」化の可能性( FTAA、APE

Cとの関係）

貿易．投資の分野における国際レジーム構築の一層の進展は、今後WTO/

G ATTにおいて行われていくと思われる。しかしながら、同時にNAFTAやEU

など地域統合においても貿易・投資に関する様々な分野においてルールや規範

が整備され、また具体的な事例の経験が積み重ねられて、より進んだレジーム

が構築されていくと考えられる。この点で興味深いのは、WTOにおける様々

な貿易・投資分野の議論にほぼ対応する形でNAFTAにおける様々なルール、

規範が定められている点である。

国際レジーム論によれば、国際レジームの形成については、条約や慣行に基

づいて成立するという考え方と覇権国が国際レジームを形成するという二つの

見解が見られる。米国は今日でもその経済力においては金融、貿易、投資、そ

の他多くの分野で圧倒的に優位な地位を占めており、その米国主導で進められ

てきたNAFTAのレジームが、今後長期にわたる実際の適用を経て事例が積み

重ねられ、国際的なモデルとなっていく可能性があることは否定し得ない。

例えばNAFTAのもとでの紛争解決方式の実際への適用については、終結さ

れたもの及び係争中の事件を含め既に多数に上っており、それらはNAFTAの

第19章、第20章、第11章に関わるものが中心となっている。

また、NAFTA加盟国はNAFTAに定められた競争政策及び政府調達に関す
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る規定に従って、国内規則の変更を行っている。今後、NAFTAのもとでの貿

易・投資レジームが、多くの事例の経験を重ねていくなかで、さらに完成の度

合を高めていく可能性が高いと思われる。

今後、米国主導で進められている米州自由貿易地域(FTAA )に向けての交

渉や各分野の協議のなかで、NAFTAの貿易・投資レジームがどの程度反映し

ていくかが注目され、また、同様なことはAPECにおける自由化プロセスと貿

易・投資の円滑化に関わるシステムの構築などに関連しても注目される。

3．包括的FTAとしてのNAFTAにおける主要な貿易・投資規則

(1)貿易と原産地規則

NAFTAにおける原産地規則については、同協定の第4章全体が充てられて

おり、産業分野別に大きく異なる規則が定められている。第4章の最初にNA

FTA原産として認められるための4つの条件が示されており、次いでそのため

に用いられる現地調達比率の規定があり、さらに自動車については別に定めら

れている。まず、NAFTA原産と見なされるための条件として、次の4つの基

準の内のいずれかを満たすことが必要であるとしている。

第一は、当然の事ながら北米において全てが生産されるものであり、動植物

や鉱産物等が含まれている。

第二は、北米に輸入されてから行われる加工によって、関税上の分類が変化

する場合である。これはタリフ･シフト、タリフ・ジャンプと通称され、CTC

( change in tariff classification )ルールと呼ばれている。

第三は、NAFTA原産と見なされたものから生産されたものである。すなわ

ち他のルールのもとでNAFTA原産と見なされたものが材料となって生産され

たものである。

第四は、すでに最終財であって関税分類上の変化が生じない場合でも最低限
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の現地調達比率（ローカルコンテント）が含まれている場合である。これはR

VC (regional value content)と呼ばれている。このような場合取り引き価

格方式による場合60%、ネットコスト（純費用）方式の場合50%以上でなけれ

ばならない。

ハフバウアー、ショット両氏が、NAFTAが批判にさらされている主要な分

野は制限的な原産地規則であると述べていることは、先に述べた通りであるが、

より具体的には、次のような点が指摘されている。まず米国のITCの文書は、

繊維、エロクトロニクス、ホームアプライアンシー、自動車、計量試験機器の

分野の原産地規則は、NAFTAの方が米国・カナダ自由貿易協定よりもより厳
（8）

しいものとなっていることを指摘している。

また、ハフバウアーとショット両氏の評価の中では、彼らが厳しい原産地規

則として憂慮されるとしているのは、繊維、アパレルおよび自動車製品である。

例えば、繊維とアパレルについては糸またはファイバーの段階から北米産であ

ることが求められている。また自動車の場合にはネットコスト方式が採用され、

かつ自動車、軽トラック、エンジンおよびトランスミッションについては62.5％

の付加価値ベースでの原産地基準が定められている。それ以外の自動車と部品

については60%となっている。

(2)外国投資に関する規則

NAFTAの重要な特徴の一つは、詳細な投資及び紛争処理に関する規定が含

まれている事である。NAFTAの包括性を示す重要な側面であると言える。

投資と紛争処理については、NAFTAの第11章で扱われており、とりわけ次の

4つの内容を含んでいる。

1）外国投資家への内国民待遇；2）同じく、最恵国待遇；3）パフオーマンス。

(8) United States lnternational Trade Commission(USITC),1993参照



88 米州におけるリジョナリズムとFTA

リクアイアメン卜の禁止；4）詳細な投資紛争処理規定がそれであり、さらに、

投資に関する、留保･例外規定も含まれている。従って、NAFTAには通常の

投資保護協定と同等ないしそれよりも詳細な規定が盛り込まれていると言える。

NAFTAにおける投資に関する規則のなかで最も重要な原則の一つは、内国

民待遇の原則であり、3ケ国の投資家が全てそれぞれの国内の投資家と同様な

取扱いを受けることが定められている。しかもこの原則は、州政府等地方政府

によって行われる投資に関する行政についても適用される（州レベルの内国民

待遇)。また、言うまでもないことであるが、他の外国からの投資家により有

利な条件が与えられることがあるならば、それと同等の条件が与えられると言

う投資に関する最恵国待遇の原則もNAFTAの協定に含まれている。投資家に

対する待遇としては、内国民待遇または最恵国待遇のいずれかの有利なものが

与えられる。

また、NAFTAにおける投資の規則では、外国投資についてこれまで課され

ていた輸出義務等の条件を課すことを禁じていると言う点でも重要である。す

なわち貿易に関連する各種の条件（パフオーマンス・リクアイアメン卜、現地

化履行要件と呼ばれる）としての一定量の輸出義務、国産品使用義務、貿易収

支均衡の義務、技術移転の義務などがそれである。すでに存在している条件に

ついては、10年以内に消滅することとなっている。しかしながら貿易に関連し

ない条件については、条件を一部付けることは可能である。例えば、一定の雇

用目標を要求すること、労働者に対する訓練を求めること、投資先の現地での

技術開発を求めることなどがそれである。

先に引用した「NAFTAの評価」によれば、ウルグアイ・ラウンドの貿易関

連の投資に関する措置(TRIM )と比べると、NAFTA方がはるかに包括的で

あるとされる。すなわちTRIMの場合国内産品の使用義務や、貿易均衡の義務

等に関しての規制を行うにとどまっているからである。同書はこのNAFTAの

規則が米国がウルグアイ・ラウンドのTRIMの交渉で当初行った提案と同様の



第5章 包括的FTAの特徴と問題点-NA F TAを中心に 89

ものであることを指摘している。

GATTのウルグアイ・ラウンドでは、途上国の抵抗で米国の提案は受け入れ

られなかった経緯がある。このことは言い換えれば、メキシコがこの分野でも

かなりの譲歩を行ったことを意味しているといえる。ただしメキシコはGATT

のウルグアイ・ラウンド交渉開始以降において同国の投資規則を自由化してき

ており、過去の同国の政策が投資を妨げてきたことをメキシコ自身が認めてい

ると考えられる。ハフバウアーとショット両氏は、このような観点から、NA

FTAで定められている投資に関する規則は、将来のWTO/GATTの一つのモ

デルともなり得るし、また米国の今後の二国間自由貿易協定のモデルともなり

うるとの考えを示している。

以上と並んでNAFTAにおける投資に関する規則のなかでもっとも重要だと

思われるもう一つの点は、投資に関する紛争解決の方式である。NAFTAの協

定は、政府がNAFTAの規定に違反する場合に、民間投資家が直接救済を訴え

ることができる権利を与えている。すなわち世界銀行の投資に関する紛争解決

の国際センター(ICSID )、または国連の国際貿易法委員会( UNCITRAL )に

よって定められている規則に従い、投資先の政府の行為について国際的なフオー

ラムに調停を直接求めることが可能なのである。

このNAFTAにおける投資に関する紛争解決の方式は、ラテンアメリカ諸国

が長い間固執してきたいわゆるカルボ条項ないしカルボ・ドクトリン（投資に

関する紛争に対しては、国内法で対処する原則）を否定するものである。その
（9）

重要性については、ハフバウアー、ショット両氏も指摘している。

(3)知的財産権とTRIP

ウルグアイラウンドにおいて、GATTの交渉の新しい分野として、最も重要

(9) Hufbauer, G.C. and J.T.Schott, op. cit., p.82、カルボドクトリンの詳細に
ついては、細野昭雄、1995年の72頁参照。
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視されていた分野の一つが、知的財産権の貿易に関連する側面(Trade Related

Aspects of lntellectual Property Rights, TRIP )である。発明、デザイン、

ノウハウ等を知的財産権として認め、特許、商標、著作権等を国際的に保護す

るための制度を整備することが、その内容となっている。今日、国際競争力や

貿易の拡大における技術の重要性が高まっており、ハイテク産業の輸出を拡大

しようとする米国にとって、TRIPの重要性は高い。

NAFTAにおいては、域内国の国民に対し、知的財産に関しても内国民待遇

を与えること、知的財産権の保護に関する国際的条約を発効させること、著作

権、商標、特許はもとより半導体集積回路のデザイン等も対象となっており、

また、著作権にはコンピューターソフトウエアー、データ・ベースも含まれて

いる。また、営業秘密の保護も含まれている。著作権については、50年間の保

護、特許権については出願から20年間、特許が認められた日から17年間の保護

がさだめられている。

この分野でもNAFTAの合意はこれに関する紛争の解決方式や、すでにメキ

シコで行われた改革（特に1991年6月同国で発効した国際的に見て非常に進ん

でいる知的財産権法）を後戻りさせないようにしている点できわめて重要であ

ると考えられる。NAFTAの合意においては、メキシコが知的財産権を従来と

比較して格段に尊重することを求める内容となっており、薬品なども対象となっ

ている。

ただし、メキシコに関してはバイオテクノロジー分野が含まれていないこと、

およびメキシコが知的財産権関係の法規を効果的に実施することができるかど

うかの問題がある。一方、知的財産権の分野がNAFTAの紛争解決メカニズム
（10）

の対象の分野の一つに加えられたことも重要な意義を有しているとされる。

(10) Hufbauer and Schott, 1993(b)
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(4)政府調達関係

政府調達については､GATTのもとで政府調達コード(Government Procurement

Code)が存在しているが、米国がこれに調印しているのに対しメキシコは行っ

ていない。米国は後にも述べるように多くの分野でメキシコの政府調達の開放

をこれまで強く望んでいたが、NAFTAの交渉によってこの点での重要な進展

が見られている。すなわちメキシコにおける政府調達についての大幅な自由化

が行われた。

NAFTAのもとでは三ケ国の連邦政府の政府調達は、NAFTAの他の加盟国

からの供給者に対し差別を行わずに開放しなければならないとされている。た

だし州政府等の地方政府による調達は含まれていない。連邦政府による調達に

ついては、商品・サービスの場合には5万ドル以上となっている。また建設の

場合には650万ドル以上となっている。政府系企業に対しては商品・サービス

の場合には25万ドル以上、建設の場合には800万ドル以上となっている。また

以上の金額については1996年以降2年毎にインフレスライドが行われることと

なっている。

メキシコはこれまで民営化を行って来ているとはいえ、エネルギー分野等を

中心に今日でもかなりの国営企業が存在しており、しかも特に石油や電力の分

野では今後多額の投資が行われることが予想される。政府調達の開放によって

米国企業がこれらに参加することが可能となるという点で、NAFTAのもとで

の政府調達の合意は重要な意味を有している。この合意のもとでメキシコの政

府調達は、10年以内に米国とカナダの業者に開放されることとなっている。

このように、NAFTAのもとでメキシコ政府の調達については大幅な自由化

が行われることとなったが、これは特に米国にとってのNAFTA交渉の重要な

成果であると言うことができる。その背景として次の点を挙げることができる。

まず、政府調達については、GATTの第8条が定められているが、その内容

は極めて暖昧である。また、GATTのもとで政府調達コード( Government
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Procurement Code)が結ばれているが、メキシコは調印していないことは既

に述べた。このため、米国はメキシコの政府調達の開放を強く望んでいたので

ある。

しかしながら、以上のようなNAFTAの政府調達の規定については、域外国

との関連では、次の3つの問題があると言えよう。第一はGATT第8条が暖昧

であること、第二はメキシコが政府調達コードに加わっていないこと、第三は

GATT24条と政府調達に関する第8条との関係をどう解釈するかという点であ

る。
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第6章 メキシコEU自由貿易協定の特徴と
NAFTAとの比較

1．メキシコEU自由貿易協定の全般的特徴

メキシコEU自由貿易協定の特徴を明らかにするために最も重要だと思われ

るのは、何故このFTAが結ばれたかという視点である。このFTAが締結され

た目的としては、EUがメキシコとの経済関係において、米国がNAFTAの枠

組みを通じて有しているメキシコとの関係と少なくとも同等の関係を構築する

ことが最大の目的であったと考えられる。これは一般にはNAFTA Parityの

確保という言葉で表されている。同時に今一つの視点として、FTAはあくま

でもWTO/GATTのマルティラテラルな貿易体制の枠組みの中で行わなけれ

ばならないことからWTO Consistencyと言う視点も重要である。すなわちEU

メキシコ自由貿易協定がWTO/GATTと整合的であるかどうかという視点で

ある。はじめにこの二つの視点から、メキシコEU自由貿易協定は、全体的に

その特徴をどのように評価出来るかについて考察しておくこととしたい。（図

6－1）
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図6一1 メキシコEU自由貿易協定の特徴を分析するアプローチ㈱
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各種例外措置＊＊

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■

(注）本書の基本的視点を図示したもので厳密なものではない。＊はNAFTA Parityに

関連する部分、＊＊はGATT Consistencyに関連する部分をさす。＊に関しては

図1の付表を参照。

出所：筆者作成
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まず、第一の特徴は、NAFTAの場合と異なり、メキシコEU自由貿易協定

は、より広い総合的な協定( Global AgreementとEUの文書では略称されて

いる）の一環として自由貿易協定が結ばれているという点である。この総合的

協定は1997年12月8日にメキシコとEUの間で締結され、正式には「経済的連

携、政治的調整及び協力協定」と呼ばれている。このGlobal Agreementは、

1991年4月に締結された経済協力協定の内容を拡充したものである( Global

Agreementは、英語ではEconomic Partnership, Political Co-ordination and

Co-operation Agreement,スペイン語ではAcuerdo de Asociaci6n Econ6mica,

Concertaci6n Politica y Cooperaci6n entre los Estados Unidos Mexicanos

y Comunidad Europea y sus Estados Miembros )。

まず、NAFTA parityということに関してであるが、この点でEUの目的は

達成されたとEU自身が公表している。すなわち、2000年1月18日に欧州委員

会から出されたコミュニケでは、行われた交渉の結果は、包括的な性格のもの

であり、EUとメキシコの間の貿易と投資のフローを促進することとなるであ

ろうと表明している。NAFTAの最も重要な特徴は、その包括性にあるが、こ

の点でメキシコEU自由貿易協定は、同様に包括的であり、同等のものである

ことを自ら評価していることを示している。

さらに、FTAの内容自身については、このFTAは、メキシコにおいて、こ

れまでよりはるかに有利な地位で競争できる立場をEUに対して与え、かつ、

これまでに他の相手国に与えたものよりもより速やかに特恵待遇を与えるもの

であると述べている。また工業品について説明している部分では、明瞭にNA

FTA parityが達成されたことを次のような表現で明らかにしている。すなわ

ち、工業品に関しては、現在メキシコとEU間の財の貿易の92.8%を占めてい

るが、FTAの主要な目的は、EUからのメキシコへの輸出の競争力を回復し、

特にNAFTA諸国の原産品が享受しているのと同等の市場アクセスを確保する

ことにあった。この点からすれば、最終的に合意された関税のパッケージは、
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満足すべきものと考慮されるとしてNAFTA parityが達成きれたとの評価を

明らかにしているのである。

図6－1の付表

メキシコEU

自由貿易協定
にはあるが

NAFTAに は

ない。

NAFTAに は

あるが

メキシコ EU

自由貿易協定

にはない。

NAFTA

Paritv

NAFTA

Plus

Plus

( "Global

Agreement ''
あり）

包 括 性

(Com prehensiveness)
Paritv

〃

財 の 貿 易

サービスの貿易

政 府 調 達

アンチダンピング

Paritv
ヅ

Plus

Paritv
苧

メキシコEU自

由貿易協定で

はWTOに依拠

し、 NAFTA

のような詳細

な規定はない。
七 一 フ ガ ー ド

メキシコEU自

由貿易協定で
はセーフ ガー

ドに関する詳

細な規定があ

り、セーフガー

ド実施の際の

補償について

も定めている。

投 資 分 野 2国間の投資

協定が結ばれ

ている。

NAFTA に お

いて詳細な規

定がある。

出所：筆者作成



第6章 メキシコEU自由貿易協定の特徴とNAF TAとの比較 Q7
U I

この他、サービスについてもメキシコの他の特恵的相手国、特に米国及びカ

ナダが現在享受しているよりもよいアクセスをサービス分野においてEUは与

えられたと述べており、サービス分野ではNAFTA parity以上の成果が達成

されたとの見方が示されている。さらに、メキシコにおける政府調達市場にお

いてもNAFTAと同等のアクセスが確保されたことを表明している。

NAFTA Parityと言う観点からは、関税の廃止の時期も重要な意味を持つ。

この点では、EUは当初、NAFTAがその発足後10年目を迎える2003年に一部

センシティブ品目を除き、ほとんど全ての品目で関税を撤廃することから、同

年に米国と同様の条件でメキシコ市場へのアクセスを確保したい（すなわち
（1）

2003年までの関税の廃止）と言う考えがあったとされる。しかしながら、メ

キシコが、経過期間として認められている10年間を十分に利用し、2010年とし

たいと主張したため、結局双方が、2007年で譲歩した経緯がある。

以上のように、当初EUが目的としていた狙いを概ね達成する内容のFTAで

あることが、このような点から確認されるが、本稿では、これらのそれぞれに

ついて後に詳細に検討することとしたい。次に、メキシコEU自由貿易協定の

WTO/GATTとの整合性については、十分な検討が必要であるが、まずEUの

見解を紹介しておくこととしたい。

メキシコEU自由貿易協定がGATT24条に整合的であるかどうかについて、

欧州委員会が、その見解をコミュニケで発表している（先に引用した2000年

1月18日のコミュニケ)。同コミュニケは、「全ての地域貿易協定(RTA)は、

WTOの関連する規定と整合的( compatibility )であるかどうかは、協定がW

TOの規定に基づき通告され審査されてはじめて最終的に確認されるものであ

るが、現在の慣習及び法律上の観点に基づき欧州委員会は公表されたメキシコ

とEUのFTA (貿易パッケージ）は、WTOの該当する規定と整合的であると考

(1) JETRO、2000年3月23日による。
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盧されるとの意見を有している」と明言している。

より具体的には、財の貿易に関しては、メキシコEU自由貿易協定は工業製

品の貿易の100%を完全に自由化することとしており、かつ農産物の貿易の62%、

水産物の貿易の99.5％を自由化することとしている。これはメキシコとEUの

間の現状の貿易額の95％に達する。第5章で述べた通り、GATTの第24条の8

(b)項は、FTAの協定を結ぶ締約国の間での「実質上全ての貿易」に関する関

税及びその他の貿易上の制限的規定が撤廃されなければならないことを求めて

いる。この「実施上全ての貿易」という言葉の厳密な定義は、今日でも定まっ

ていないが、このことについてのEU内部の確立したベンチマークは、完全な

自由化は貿易の少なくとも90%をカーバーしなければならないことであると上

記コミュニケは述べている。メキシコEU自由貿易協定は、このベンチマーク

を満たしており、しかもいかなる貿易の重要なセクターも除外されていないと

して、欧州委員会はGATT24条8 (b)項の「実質上全ての貿易」に関する必要条

件は満たされていると考慮すると言明しているのである。

一方、移行期間（経過措置）に関しては、1994年のGATT24条5項及び同じ

< GATT24条の解釈に関する文書の第三パラグラフに合致しており、自由化は

双方にバランスのとれた形で行われ、かつ最大限10年間の移行期間内に終了す

ることとなっている。またGATT24条の5 (b)項は第三者のWTO締約国の貿易

に対して課される課税水準をRTAの締約国は引き上げてはならないと定めて

いる。このことについてもコンシステントであると考えられる。

またサービス貿易では、実質上全ての差別が取り除かれているとしている。

コミュニケは次のように述べている。「欧州委員会は従って、この協定は関連

するWTOの規定GATT24条及びGATS第5条と整合的であるとの意見である｣。

以上、NAFTA ParityとWTO / GATT / GATS ConSiStencyの視点からメ

キシコEU自由貿易協定の特徴を主として欧州委員会の見解にそって検討した

が、以下の各節ではこうした観点から個々のテーマについて詳細な検討を行う
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こととしたい。

2．メキシコEU自由貿易協定の構成

メキシコEU自由貿易協定の構成は、大きく分けて次の3つからなっている。

第一は包括的協定であり、この文書においてメキシコEU自由貿易協定の原則

的事項が定められている。

第二は、この包括的協定に関わる合同委員会決定であり、この決定には7つ

の項目( Titulo )、3つの付属文書、一つのアペンディックス及び一つの共同

宣言が含まれている。この決定の主たる内容は、一般的事項、サービス貿易、

投資及び投資にかかわる支払い、知的財産権、上記の項目に関わる紛争解決、

貿易及び貿易にかかわる事項に関連する合同委員会の義務等である。

第三は、EU－メキシコ合同委員会決定第2 /2000号であり、8つの項目

( Titulo )、16の付属文書、アペンデイクッス及びいくつかの共同宣言からなっ

ている。この決定に含まれている主たる内容は、一般的事項、財の貿易自由化、

政府調達、競争政策、知的財産権に関する協議メカニズム、紛争解決、貿易及

び貿易に関連する事項に関する合同委員会の義務などである。（以上について

は図6－2及び表6－1参照）

また、以上の多くの文書が合意されてきた経緯については、本章末の参考資

料の1を参照されたい。
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図6－2 メキシ．EU自由貿易協定関係文書の関連

↓

↓

経済的連携、

政治的調整及び

協力協定

（包括的協定）

1997.12. 8締結

2000.10. 1 発効

貿易及び貿易に

関連する事項に

関する暫定的協定

1997.12.8 締結

共同宣言

(サービス・投資、

知的財産権等）

1997.12.8 締結

｜ ’ 乱＊

暫定協定

合同委員会

決定書

(第2 /2000号）

包括的協定

合同委員会

決定書

締結

効

達を除く）

2000. 2 .24締

2001. 3 . 1 発

～
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〆
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／
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／

FTAの

原則的

事 項

サービス・投資

知的財産権等に

関連する事項
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画 SECOFI (メキシコ商工振興省）発行の『メキシコEU自由貿易協定のテキ
スト」と題する1300ページからなる2分冊のテキストに含められている文書

出所：本文内容を分かりやすくするために筆者作成

経済協力協定（1991．4締結）

メキシコEU共同宣言（1995.5締結）
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表6－1． メキシコEU自由貿易協定関連文書と締結、発効の時期

（図6－2参照）

締結 日 発 効 日 ’
1 997年12月8日2000年10月1日’

内 容

FTA の 原 則

協 定 ／ 決

包 括 的 協

｛
疋
一
｛
疋

財の貿易の自由化（関税引

き下げ、非関税障壁の除去)、

政府調達、不公正競争防止

のための協力、紛争処理

(上記に関連する分野）

合同委員会決定

第2 /2000号

(包括的協定と同時

に締結された「暫

定協定」に基づく）

2000年7月1日、

ただし、 政府調

達を除く

2000年2月

23，24日

サービス貿易の自由化

(海上輸送、金融)、投資、

知的所有権、紛争処理

(上記に関連する分野）

合同委員会決定

(包括的協定と同時

に締結された「共

同宣言」に基づく）

2000年2月

23，24日
200 1年3月1日

本表と合わせ図6－2を参照されたい。

出所：ジェトロ・メキシコセンター『メキシコEU自由貿易協定の概要』( 2001年3

月9日）に一部加筆し、作成

メキシコにおいては、EUメキシコ自由貿易協定にかかわる文書は官報で発

表されたが、その後2000年8月にSECOFI (メキシコの商工振興省、現在は経

済省に改組されている）の出版した「EUメキシコ自由貿易協定のテキスト」

と題する2巻の文書（全体で約1300頁に及ぶ文書で2分冊となっている）も、
（2）

上記のような構成となっている。

以上の通り、メキシコEU自由貿易協定文書として最も重要なのは決定第

2 /2000号であり、その構成は表6－2の通りである。

(2)巻末文献リスト参照。なお、包括的協定は、8項( Titulo)、60条(articulo )から
なっているのに対し、暫定協定は4項、19条からなっている。また包括的協定は、上
に述べたようにSECOFIの刊行した2巻にわたるテキストに含められているが、暫定
協定については含められていない。暫定協定は、メキシコにおけるEU代表部がその

原文を包括的協定とともにまとめ刊行している。このことから、SECOFIの刊行した
1300頁にわたる2巻からなるテキストは、やや不備であると言わざるを得ない。何故
ならば、メキシコEU自由貿易協定については、包括的協定の8項、60条のうち第3
項から第5項が該当するが、実質的にFTAの細目にわたる交渉は暫定協定及び共同宣
言に基づくものとなっており、したがってFTAの根拠となっているのは、直接的には
暫定協定であるからである。共同宣言自身にも暫定協定に依拠していることが書かれ
ており、具体的には暫定協定の中で特にその第3条、4条、5条、6条、9条及び12
条に依拠することが明示されている。しかしながら、SECOFIの刊行したテキストに
は、これら共同宣言が依拠している暫定協定の条文は掲載されていないのである。
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表6－2．メキシコEU自由貿易協定：合同委員会決定第2/2000号

（財の貿易自由化）の構成

合同委員会決定書項 目

移行期間・関税引き下げスケジュール

・目的

･10年以内に自由貿易地域を設立

することを明記

・総則

・工業品の自由化

・農水産品の自由化

条
条

１
２

第
第

第3条

第4条～第6条

第7条～第9条

関税引き下げスケジュールは付属書

I、Ⅱによる（下記参照）

見直し条項

数量制限

内国民待遇

アンチダンピング、相殺関税問題

セーフガードとその監視

原産地規則

税関手続き

関税評価

基準認証

動植物検疫

国際収支困難時の緊急制限

一般的例外措置

第10条

第12条

第13条

第14条

第15条

原産地規則は付属書Ⅲによる

第17条

第18条

第19条

第20条

第21条

第22条

EUの対メキシコ関税引き下げスケ

ジュール
付属書 I

メキシコの対EU関税引き下げスケ

ジュール
付属書 Ⅱ

付属書 Ⅲ原産地規則

出所：ジェトロ．メキシコセンター『メキシコEU自由貿易協定の概要』

( 2001年3月9日）に補足、加筆し作成
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3．メキシコEU自由貿易協定とNAFTAの相違の概要

NAFTAとメキシコEU自由貿易協定の最大の相違の一つは、経過期間であ

る。すなわち、撤廃までの引き下げ期間が両FTAで異なっている。この経過

措置を含め、完全即時の自由化への例外に関する部分（例外措置）が両FTA

でかなり異なっている。メキシコ自由貿易協定では3年後に見直すという、ウェ

イテイング・リスト品目があり、これはNAFTAにはない。この他の相違とし

ては、後に詳細に述べるが、アンチダンピングやセーフガードの規定にも大き

な相違が見られる。これらを分かり易く一覧表にしたのが表6－3である。
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表6－3．メキシコーEU・FTAとNAFTAの主要な相違㈱
（イタリックは本章の各節の説明との関連）

NAFTA メキシコーEU ･ FTA

包括的協定、暫定協定、

合同委員会決定（2／2000号）

合同委員会決定（サービス・投

資)など

第4筋（工業品ノ参照

第5節（農水産物ノ参照

自由貿易協定及び労働と

環境に関する補完協定
構 成

自 由 化 と

そのスケジュール

〔完全自由化〕

FTA発効時点で

即 時 自 由 化

表6－4，5及び表6－6参婿

ウェイテイングリストの品目

（3年後の見直しあり第4節の

3及び第5節参照）

第4節の4参照

経過期間を経ての

段階的自由化：特徴

表6－4参婿

15年で自由化の品目あり

自 由 化 の 例 外 本章末の参考資群参照

原 産 地 規 則’第6節参婿 第6節参照

輸入急増への対応

アンチダンピング

及 び 相 殺 関 税

セ ー フ ガ ー ド

政 府 調 達

知 的 財 産 権

詳細な規定あり

（第7筋参照）

第8節参孵

第9節参照

第〃節参照

第7節参照

詳細な規定あり（第8節参照）

第9節参照

第加節参照

第〃節参照

メキシコ-EUの場合、別に各国

別投資協定あり

サ ー ビ ス 貿 易

及 び 投 資 分 野

(注)主要な相違の基本的な部分について表に整理したものであり、厳密なものではない。
出所：筆者作成
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まず、NAFTAの場合、域内貿易に対しては、即時、5年、10年および15年

の期間に関税が撤廃される。このことにより、自動車、繊維、衣料、農産物等

を除き、94年1月から関税が撤廃された。残りの品目についても94年から10年

以内に段階的に関税が引き下げられる。ただし少数の品目については15年間に

撤廃することとなっている。また米国とカナダの二国間の関税については、両

国の自由貿易協定のスケジュールに従って1998年までに撤廃された｡農産物に

ついては、3ケ国での合意を行わず、米国とメキシコ、カナダとメキシコの2

国間での合意が行われた。米国、カナダの貿易については、米国・カナダ自由

貿易協定（米加FTA)が引き続き有効である。

農産物貿易の自由化で特に注目されるのは、米国とメキシコの二国間の農産

物貿易の自由化が15年以内で行われることである。両国の農産物輸入に関する

制限を関税化するか、関税クォータ( TRQs)とすることとなっている。関税

クォータとは、一定の輸入量まで低い関税率で輸入が行われ、その輸入量を超

える場合には、より高い関税率が課されるシステムである。15年の後には、こ

のクォータにかかわる関税率は撤廃されることが定められている。しかし、農

産物貿易にこれまで多くの輸入障壁が存在したことや農産物に対する保護が行

われてきたことを考慮すると、このNAFTAのシステムは画期的な自由化の実

施を意味している。以上のNAFTAの自由化スケジュールと比較する形でメキ

シコEU自由貿易協定のスケジュールを一覧表にまとめたのが表6－4である。

以下、第4節では工業品の自由化スケジュール（経過措置）について詳細に

検討する。第5節においては、農水産品の自由化スケジュール（経過措置）に

ついて検討する。
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表6－4． 経過措置（自由化スケジュール）の比較

’
メキシコEU自由貿易協定

(工業品のみ、農水産品については表6－6参照）
NAFTA

即時

関税 A

撤廃

5年後

毎年引下げる
B

削減率は関税

表に表示

10年後 C

（同上） 例、大部分の鉄鋼製品

C+

例、防水性履物、スポー

ツシューズ､セラミック

15年後 タイル、ガラス、コツ

（同上） プ、腕時計、メキシコ

についてはマグロ、 カ

ツオの加工品及びオレ

ンジジュースのみ

既に無税となっ り
ているもの

付属文書 N

300-1362に基づ 繊維、アパレル製品

き別の交渉によ

り関税削減

A

3年後 B

5年後 B+

（メキシコのみ利用）

10年後 C

（メキシコのみ利用）

特例 D

自動車、メキシコのみ

利用

特徴

最長期間は10年

EUが、メキシコからの輸入に対して適

用するのはA、Bのみ

特徴

経過措置の最長期間が15年となっている

こと（この理由として貿易量のわずかな割
合（1％)に過ぎないためとNAFTA側は主

張しているが、これに対しては疑義が表明

されている)。

なお、A, B, BA, BP, B+、B8、

By、C、cQ，CM、C8、C10、C12，

C+、C15，Nのようにさらに15に分類さ

れている｡

出所：資料『経過措置の実例』に基づき補足、加筆して作成
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4．工業品の自由化と関税引き下げのスケジュール

(1)一般的工業品の自由化スケジュール

エ業品、農水産品を問わず、メキシコとEUの間の輸入関税は決定書第4条

から10条の規定に従って撤廃されることが、決定書第1章の3条3項で定めら

れている。なお、輸出関税については同決定の発効の日から撤廃されることが

定められている。

次に、関税引き下げに関しては、メキシコ原産品にたいするEUの輸入関税

については、工業品、農水産物のいずれについても付属書IのEU関税引き下

げスケジュールに示されている。一方、EU原産品の輸入関税については、工

業品、農水産物のいずれについても付属書Ⅱのメキシコ関税引き下げスケジュー

ルに示されている。

次に、工業品の定義であるが、第4条に示されており、それは第7条で定め

た農産品・水産品の定義（後述）に含まれない全ての製品に適用されるとして

いる。先にも述べたように工業品は、欧州委員会の発表によれば、EU及びメ

キシコの財の貿易総額の92.8％を占めているとされる。

第5条にメキシコ原産品の工業品の輸入関税の引き下げの詳細が定められて

おり、EUは付属書Iの内のカテゴリーAのリストに掲載されるメキシコ原産

品に関わる全ての輸入関税を撤廃するとしている。一方、付属書Iカテゴリー

Bのリストに掲載されているEUが輸入するメキシコ原産品に対する関税につ

いては、段階的にこれを撤廃するとしている。そして、スケジュールとしては

第1回の引き下げを決定書の発効日とし、以降3回は各年1月1日からという

形で4等分し、最終的に2003年1月1日に関税は全て撤廃されると定めている。

一方、EU原産の工業品のメキシコへの輸入関税に関しては、メキシコは付

属書ⅡのカテゴリーAに掲載されるEU原産品に対する輸入関税を全て撤廃す

ると述べている。さらに、付属書ⅡのカテゴリーBに掲載されるEU原産品に
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対する関税については、段階的にこれを撤廃するとし、その撤廃のスケジュー

ルは第1回を決定書の発効日とし、以降3回は各年1月1日からという要領で

4等分し、最終的に2003年1月1日に関税が全て撤廃されるとしている。さら

に付属書Ⅱ、カテゴリーB+に掲載されるEU原産品に対する関税については、

第6条、3項に定められた関税率表に従って2005年1月1日までにこれを撤廃

するとしている。最後に付属書ⅡカテゴリーCに掲載されているEU原産品の

関税については、第6条、4項に記されている関税率表に従って最終的に2007

年1月1日までにこれを全て撤廃するとしている。

以上の工業品の自由化スケジュールを比較したのが表6－5である。

表6－5． 工業品の自由化スケジュール

( HS25～99類ただしWTO「農業に関する協定」で定められた品目を除く）

メキシコ→EU

付属書I

EU→メキシコ

付属書Ⅱ

協定発効時(2000. 7.1)撤廃 A A

4段階（25％ずつ）で2003年1月1に撤廃

第1回協定発効時( 2000年7月1日）、

第2－4回、2001年～2003年の各年1月1日

B B

2005年1月1日に撤廃（自由化スケジュールはメ

キシコの基本税率5，7，10，15，20%の5分類

で定められている）

B+

2007年1月1日に撤廃

自動車の関税割当

Ｃｌ叩

出所：表6－1．に同じ

上表のうち、メキシコへの輸入に課される関税の引き下げの分類がおおよそ

どのような分野の工業品であるかをみると、機械・機器（印刷機、繊維機械、

旋盤、フライス盤、コンピュータ、射出成型機）については、直ちに引き下げ
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られるAの分類にふくまれているものが多い。ただし、プレス機械や鍛造機械

はCに分類されている。 また、白物家電製品、通信機器についてもAが多く、

テレビもAに含まれている。電子部品（ブラウン管、PCボード、半導体、集

積回路）についてもAが多い。一方、鉄鋼製品、オーディオ機器については、

Cが多く、発電機は、B+およびCとなっている。また、自動車部品は、Bおよ
（3）

UFB+となっている。

以上の分類に対応する工業品が、どの程度の割合になっているかについてで

あるが、欧州委員会コミュニケは、メキシコに輸入されるEU原産品の工業品

の内、関税が課されている品目の52％が2003年1月1日までに関税が撤廃され

るとしている。内47％は決定書の発効する日に撤廃され、残りの5％は2003年

までに撤廃される。残る48％については、2005年または2007年までに撤廃され

るとしている。これら48％の品目については関税引き下げスケジュールによっ

て2003年までに最高税率が5%にまで引き下げられることが合意されており、

これによって、EUの原産品がメキシコで米国及びカナダの工業品と有効に競

争できるような市場アクセスの条件が確保されるとしている。

一方、EUは決定書が発効する日に工業品の82%に対し関税の撤廃を行い、

残る18％については2003年1月1日までに撤廃することとなっている。この結

果、EUがメキシコから輸入する全ての工業製品は、2003年1月1日までに関

税が撤廃されることとなる。

さらに重要であるのは、いかなる水準の関税率から引き下げが開始されるか

であるが、実際に有効に課税されている水準( effectively applied duty )と
（4）

される。

メキシコの輸入関税については、1999年1月1日に導入された関税の引き上

げ分については、決定言が発効する日に撤廃することとなっている。さらにメ

(3) JETRO、2000年3月23日による。

(4)欧州委員会の2000年1月18日付けコミュニケによる。
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キシコは、履物と一定の繊維製品に対して1995年以来適用している関税部分も

撤廃する(35％となっているものを20%とし、25%となっているものを15%と

する)こととなっている。一方、EUは関税引き下げの開始時の関税率の水準と

しては、一般特恵が適用されている場合には一般特恵の関税率から関税引き下

げが開始され、それ以外については、最恵国待遇の関税率から関税引き下げが
（5）

開始される。

(2)自動車セクターの自由化スケジュール

自動車に関しては、付属書Ⅱのメキシコの関税引き下げスケジュールのセク

ションCにおいて定められている。それを要約すれば、メキシコは2004年1月

1日までに自動車令を廃止し、EU原産の自動車に関する市場アクセスの改善

を行うことを約束することが定められている。EU原産の自動車には関税割当

方式が採用され、割り当て分については、NAFTA原産の自動車と同じ条件で

メキシコへの輸入が可能となる。

まず、関税については決定書が発効する時点(2000年7月1日）で直ちに、

20％から3.3％に引き下げられ、2001年1月1日以降は、2.2%、2002年1月1

日以降は1.1％に引き下げられ、2003年1月1日までに撤廃される。これによっ

てNAFTA Parityが確保されている。しかもNAFTAの場合と異なりメキシ

コに進出していない企業によって輸入されるEU原産の自動車もこの特恵的条

件を享受することが出来る。ただし、この条件は、「前年のメキシコ国内での

販売台数」の15％の関税割当( 2003年末までは14% )の範囲内で適用されるこ

ととなっている。しかしながら、現状のEUからの輸入自動車のメキシコ市場

におけるシェアーは約2％程度にとどまっているので、この関税割り当ては十

分にEUからの輸入を有利にすると考えられる。また、この数量上の制限は、

(5)欧州委員会の2000年1月18日付けコミュニケによる。
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2007年1月1日までに廃止されることとなっている。

なお、上記割り当て以外の自動車については、2000年7月1日以降関税は10

％以下となり、その後関税が引き下げられ2007年7月1日に完全に撤廃される

こととなっている。

以上の他、主要な自動車部品についての非常に有利なアクセスが確保される

ことが定められている。

以上の点は、付属書Ⅱに定められており、かつ付属書Ⅱの中にはメキシコの

自動車産業に関するいわゆる自動車令（自動車産業の振興と近代化のための法

令）に関する言及が行われている。

すなわち、付属書Ⅳの第3項においてメキシコ政府は2003年12月31日まで特

定の品目に対する輸入禁止または制限措置を維持することが出来ると明記され

ており、それら品目とは、品目コード8407.34,8702,8703,8704、8705.20,

8705.40及び8706の自動車及び自動車部品が対象となっていることが定められ

ている。これは上に述べたようにメキシコ国内の自動車産業を保護する自動車

令が2003年12月まで存続されることを意味している。自動車令には、メキシコ

に進出している自動メーカーにそのメーカーが輸出を行った額しか輸入を認め

ないという外貨バランスを義務づける等、いわゆるパフォーマンス・リクイア

メントによって輸入を一部制限するような措置が含まれており、これはWTO

の貿易関連投資措置に違反していると見られている。しかしながら、メキシコ

EU自由貿易協定では、その付属書Ⅳの第3項において、自動車令は2003年12

月31日までの期限付きとされ、2004年以降は輸入禁止及び制限措置が取れない

ことが明記されたこととなる。

いずれにしても、以上により、EUは、自動車については、NAFTA Parity

を確保しただけでなく、一部については、NAFTA Plusを確保したと言える。



米州におけるリジヨナリズムとFTA112

5．農水産品の自由化と関税引き下げスケジュール

(1)一般的農水産品の関税引き下げスケジュール

まず、農水産品の定義であるが、第3節の第7条において明示されており、

商品の共通名称・分類表(HSコード）の第1条から24条に掲載される品目に

適用されるとしている。かつ、WTO農業協定付属書Iに掲載されるいかなる

品目も追加できるものとしている。

農水産品の自由化に関しては、決定書第3節において、その第7条から第10

条にわたって定められている。関税引き下げスケジュールのカテゴリー1に示

された全ての関税は、決定害の発効の日から撤廃されることが定められている。

この直ちに撤廃される農水産物の他に、カテゴリー2からカテゴリー7までの

異なる農水産物について、それぞれ異なるスケジュールでの自由化、または関

税引き下げの方式が定められている。

このうちカテゴリー2，カテゴリー3，カテゴリー4及びカテゴリー4.aに

ついては、表6－6のようなスケジュールで撤廃されることが定められている。
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表6－6． 農水産品の自由化スケジュール（経過措置）

(1～2類及びWTO「農業に関する協定」で定められた品目）

’
EU→メキシコ

付属書 Ⅱ

メキシコ→EU

付属書 I
種 別

【関税撤廃品目】

協定発効時撤廃 「1」｢1」

協定発効時から引き下げを開始、協定発

効後3年で撤廃

協定発効時から引き下げを開始、協定発

効後8年で撤廃

協定発効3年後から引き下げを開始、協

定発効後10年で撤廃

協定発効時から引き下げを開始、協定発

効後9年で撤廃

｢2」 ｢2」

「3」｢3」

｢4」「4」

｢4a」｢4a」

【協定引き下げペンディング品目】（ウェイティング・リストの品目）

協定発効後3年以内に引き下げスケジュー

ルを検討する品目

「Rl
l U 」

「頁’
1 J 」

【関税割当品目】

’
協定発効後3年以内に関税割当を見直す

品目
｢6」

「 ハ

｜b

【その他I

「7」

セクションAに詳細

記載

関税率の従量税が適用される品目

「7」

セクションBに詳細

記載

従量税と従価税の合算など特別な課税が

適用される品目

「EP」の記号が付

されているもの
関税率の従価税の合算のみが適用される。

【未讓許品目】

EUの保護品目と認め、関税譲許（引き

下げ）は行わない品目、ただし、知的所

有権の進展とともに見直しが行われる。

(第10条参照）

｢O」

出所：表6－1に同じ
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上に述べたカテゴリーの内、最も注目されるのは、いわゆるウェイティング・

リストとよばれている、第8条、第6項に定められているカテゴリー5に掲載

されている品目の関税に関する取り扱いである。この取り扱いについては、第

10条の規定に基づいて撤廃されるとしており、第10条の規定は次のように定め

ている。すなわち、合同委員会は決定書の発効日から3年以内に第3条(5)の規

定に従ってメキシコ･EU間の貿易自由化後の措置について検討を行うとして

おり、そのために各段階において付属書I ｢EU関税引き下げスケジュール」

及び付属書Ⅱ「メキシコ関税引き下げスケジユール」のカテゴリー5に記載さ

れている品目に適用される関税の見直しを行うとしている。また必要に応じて

当該原産地規則もあわせて見直すとしている。

(2)ウェイテイング・リスト等の経過措置の品目

従ってこれらのカテゴリー5の品目については、自由化のスケジュールが未

定の状態となっていると言える。すなわち、例外品目という扱いではなく、自

由化のスケジュールの現状は未定であるが、決定書の発効日から3年以内に検

討を行う品目となっているのである。そこで、これらの品目はウェイテイング・

リスト品目(W/L品目と略される）と呼ばれ、上述のように、第10条の第1

項に定められている通り、2000年7月1日の決定書発効後( FTA協定の発効

後）も引き続き自由化について協議される品目である。ウェイテイング・リス

ト品目の自由化の協議については、遅くとも2001年9月1日から開始されるこ

とで合意されており、このことは決定書第10条の検討事項のなかで明記されて

いる。しかしながら、いつまでに自由化交渉を終了しなくてはならないかにつ

いては一切記されていない。

ウェイテイング．リスト以外の農産品については、遅くとも2010年までに関

税が撤廃されることとなっている。

次に、ウェイティング・リストの対象品目がなぜ導入されたかについて検討



第6章 メキシコEU自由貿易協定の特徴とNAFTAとの比較 115

することとしたい。対象品目は主としてEU域内において農業補助金の対象と

なっている農水産品（乳製品、肉類、穀物等）である。メキシコ側が、EUが

農業補助金を支払っているものについては、補助金の撤廃がなければ自由化を

行うことが出来ないとの立場から交渉を行った結果、このような方式が導入さ

れたものである。すなわち、自由貿易協定交渉に際してメキシコ側は、まず、

EUの補助金制度の撤廃を一貫して求めたが、EU側はこれを拒否し、最後まで

決着が付かずに結局輸出補助金対象品目がウェイテイング・リスト品目とされ
（6）

た経緯がある。そのためメキシコ側とEU側でほぼ同じ品目がウェイテイング・

リストとなっている。ただし、農業補助金の対象となっていない品目について

も一部センシテイブなものは交渉が決着せず、ウェイティング・リスト品目と

なっているため、メキシコとEUで異なる品目がウェイティング・リストに入っ

ているケースも少なくない。

具体的なウェイテイング・リスト品目としては、生きている動物、肉類、乳

製品、酪農品、穀物、ジャガイモ、バナナ、一部フルーツ、コーヒー、砂糖、

果物ジュース、一部加工食品などとなっている。メキシコ側ではHSコード8

桁ベースで287品目がW/L品目となっており、EU側では同じく607品目がW

/L品目になっている。EUのW/L品目数はメキシコの約2倍となっているが、

これはHSコードの8桁ベースであるため、下2桁についてはメキシコとEUと

で関税番号の付け方が異なり、EUの方が関税コード上品目数が多くなるため
（7）

であるとJETROの資料では説明されている。従って、EUのW/L品目がメキ

シコよりも多いという訳ではない。むしろコーヒー、動植物の油脂、カカオ、

タバコなどメキシコ側でのみW/L品目にされている品目がある。メキシコの

全農水産品の品目数はHS8桁ベースで約1,208品目であるため、全体の23.8%

がW/L品目になっていることとなる。EUの全農水産品の品目数はHS8桁ベー

(6) JETROメキシコセンター、2000年6月による。
(7) JETROメキシコセンター、2001年3月による。
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スで2,599品目であるため、全体の23.4％となる。

以上のようなカテゴリー5（ウェイテイング・リスト）の品目の他、カテゴ

リー6，カテゴリー7，カテゴリーEPのような、特別経過措置の対象となっ

ている品目と、その具体的例を示したのが表6－7である。

表6－7．メキシコEU自由貿易協定の農水産物自由化のスケジュール

（経過措置）の具体的事例

スケジュール（経過措置）の詳細 対象品目

3年以内見直しを行うカテゴリー

であり、関税削減が義務づけられ

ている。

関税削減のための見直しはケース・

バイ・ケースで行うとされている。

肉類、酪農品、穀物、果

実、切り花、小麦グルテ

ン、糖類及び砂糖菓子、

果実調整品等

(以上全てEU側）

カ テ ゴ リ ー 5

(ウェイテイング

リストの品目）

協定発効後、3年以内に関税割当

数量の見直しを行うこととされて

いる。

フルーツジュース、切り

花等

(以上全てEU側）

カ テ ゴ’ノー 6

MFN税率のうち従価税を除いた関

税(従量税)が課せられることとなっ

ているものや、従価税が半減され

ることとなっているもの等がある。

合同委員会が該当品目のリストの

拡張、税率の削減等を決定するこ

ととなっている。

ヨーグルト、マーガリン、

チューインガム、ホワイ

トチョコレート、コーン

フレーク、インスタント

コーヒーなど

(以上全てEU側）

カ テ ゴ リ ー 71

エントリー・プライス(EP)のレ

ベル以下のものについてはFTAで

定めた関税率でな< MFN税率を適

用する。

柑橘類、アンティチョー

ク等

(以上全てEU側）

カテゴリー EP

出所：表6－4に同じ
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欧州委員会のコミュニケによる発表では、農産物はメキシコとEUの間の財

の貿易額総額の7％（1996年-98年の平均、8億ユーロ）を占めており、その

62％が完全に自由化されると説明されている。そして、EUからメキシコへの

輸出優先度の高いワイン、蒸留酒及びオリーブオイルのような品目については、

完全かつ速やかなアクセスを獲得することとなるとしている。さらに、共|司声

明において、ワインに関する交渉を近く開始することが約束されている。これ

らメキシコ側の讓許の代わりに、EUは一部の農産品が特にセンシテイブであ

ることを十分に考慮した上で、濃縮オレンジジュース、アボカド及び切り花の

ようなメキシコにとっての輸出関心のある一定の品目に対し、部分的な自由化

を行っている。

この関税引き下げのパッケージは、「衛生上及び植物衛生上の措置(SPS)

に関する規定及び、この分野において生ずる可能性のある問題を検討し、解決

するため」の特別委員会の設置によって補完されている。この点でメキシコは

EUからの豚肉の輸入に関連したSPSの未解決の問題を早急に解決することを

約束している。

水産物については、EUの特別なセンシティブな品目について考慮を行った

上で、現在の貿易量（1996年-98年の平均、7400万ユーロ）の99%を越える貿

易の自由化を実現することに合意している。

なお、貿易の実績額でみてW/L品目及び例外品目の割合がどの程度である

かを、メキシコ農業牧畜省(SAGAR )の資料に基づきJETROが試算してい

る。（表6－8参照）この試算によれば貿易実績額に占めるW/L品目及び例

外品目の割合は、メキシコの場合、対EU農水産品輸入実績額( 1995年～98年
（8）

の年平均）のうち56,7％である。一方、EUの場合は、対メキシコ農水産品輸

入実績額（1995年～98年の年平均）のうちW/L品目および例外品目の輸入実

(8)但し、この数字は当然年により、かなり異なり、JETROの試算では、1999年の場
合には、36.9％となっている。
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續額の割合は9.7％である。すなわち、95年から98年の輸入実績額のうち、当

面自由化されるのは、EUの場合は90.3%であるが、メキシコの場合には43.3

％ということになる。

ただし、この数字だけを見るとEUの自由化の度合いが高いように見えるが、

これはW/L品目及び例外品目が過去にどの程度輸入されたかということで大

きくことなるため、自由化の度合いは示していない。

なお、メキシコEU自由貿易協定において、W/Lという方式がとられた背

景には、JETROの資料によれば、WTOの農業交渉の結果を待ってから自由化

の方法を決定すればよいとの考えがあったとされる。すなわち、WTOの交渉

に先駆けて自由化を実施する必要はないという考え方もあったと見られると指

摘されている。

表6－8． 農水産品の自由化スケジュール別の輸入額の割合

（95-98年の年平均輸入額に占める割合）

メ キ シ コ E U

年

(自由化の期限）

自由化対象品目

の輸入額の割合

年

(自由化の期限）

自由化対象品目

の輸入額の割合

０
３

８
０

０
０

０
１

０
０

０
０

２
２

２
２

恥
－
３
｜
皿
－
１

恥
一
恥
一
螂
一
蝿

０
３

８
０

０
０

０
１

０
０

０
０

２
２

２
２

％
％

％
％

７
１

７
８

０
６

２
０

７
１

当初から予定され

ている自由化品目

（小 計）

当初から予定され

ている自由化品目

（小 計）

43．3％ 90．3％

ウェイティング・リス

ト品目及び例外品目

ウェイテイング・リス

ト品目及び例外品目
56．7％ 9．7％

＝ ↑
二コ十

口I 100．0%
＝ 『

同丁 100．0%

出所: JETROメキシコ・センター『メキシコが締結するFTAにおける例外措置』
( 2000年6月）に補足加筆して作成
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6．原産地規則

(1)一般的原則

原産地規則は、品目毎に規定されているが、域内産と認められるために達成

しなければならない現地調達率は、多くの品目で60％である。ただし、品目に

よっては、1)現地調達率60%をみたすか;2)タリフ･ジャンプ（域外からの輸

入品を加工し、関税コードが変更される）が行われるか；3)当該製品に組み

込まれている域外産部品・原材料の価格が、域内産部品・原材料の価格を上回

らない；のいずれかを満たせば、域内産と認められるものもある。

原産地規則に関しては、メキシコEU自由貿易協定の原産地規則とNAFTA

のそれとはかなり異なっている。その理由はNAFTAの場合国が隣接していて

かなり厳しい原産地規則をもメキシコが果たすことが可能であるのに対し、E

Uの場合にはそうではないことによるものである。

より具体的には、EU側はNAFTAと同等のレベルの60%の現地調達率（取

引価格方式）を求めたのに対して、メキシコ側は30 - 40%の調達率とすること

を主張した。何故なら、在メキシコ企業は米国と隣接していることなどから、

NAFTA域内で60%の現地調達率を達成することは可能であるが、EUとのFT

Aの場合には、メキシコ国内だけで60％の調達率を達成することは一般に非常

に困難だからである。

NAFTAの規則の中で最も問題点が多いとされている分野の一つが、原産地

規則であることは良く知られている。NAFTAに関する最も代表的な研究者と

して知られるハフバウアーとショット両氏の『NAFTAの評価」と題する本で

も、NAFTAが批判に晒されている主要な分野は制限的な原産地規則であると

述べていることは、本書の第5章で引用した通りである。両氏はNAFTAの原

産地に関する規則は二つの危険を伴うものであるとしている。第一は、域内の

生産者が、効率の悪い域内の供給者から調達をしなければならないことによっ
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て生ずるマイナスである。これによってこの生産者は、国際的な競争で不利に

なるからである。第二はNAFTAの原産地規則が他の地域貿易協定の前例とな

るかも知れないということである。

NAFTAにおける一般的な原産地規則については、NAFTA協定文書の第4

章全体があてられており、その最初にNAFTA原産の4つの条件が示され（第

401条)、次いでそのために用いられる原産地調達比率の規定（第402条）があ

り、さらに自動車については、別に定めている（第403条)。

まず、NAFTA原産と見なされるための条件は、次の四つの基準の内のいず

れかを満たすことであるとしている。これらについては、本書の第5章で述べ

たが、メキシコEU自由貿易協定の原産地規則との比較を行うために再び言及

しておきたい。

第一は、当然のことながら北米において全てが生産されるものであり、動植

物や鉱産物等が含まれている。

第二は、北米に輸入されてから行われる加工によって、関税上の分類が変化

する場合である。これはタリフ･シフト、タリフ・ジャンプと通称され、CTC

( change in tariff classification )ルールと呼ばれている。

第三は、NAFTA原産と見なされたものから生産されたものである。すなわ

ち他のルールのもとでNAFTA原産と見なされたものが材料となって生産され

たものである。

第四は、すでに最終財であって関税分類上の変化が生じない場合でも最低限

の現地調達比率（ローカルコンテント）が含まれている場合である。これはR

VC ( regional value content )と呼ばれている。このような場合402条に定め

る取り引き価格方式による場合60%、ネツトコスト（純費用）方式の場合50%

以上でなければならない。

米国のITCの文書によれば繊維、エレクトロニクス、ホーム・アブライアン

シー、自動車、計量試験機器の分野の原産地規則はNAFTAの場合の方が、米
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国・カナダ自由貿易協定よりもより厳しいものとなっていることを指摘してい

る。

ハフバウアーとショット両氏の評価の中で、彼らが厳しい原産地規則として

憂慮されるとしているのは、繊維、アパレルおよび自動車製品である。個別の

産業の場合の詳細についてはそれぞれ検討する必要があるが、例えば、繊維と

アパレルについては糸またはファイバーの段階から北米産であること（ヤーン・

フォワード）が求められている。また自動車の場合にはネットコスト方式が採

用され、かつ自動車、軽トラック、エンジンおよびトランスミッションについ

ては62．5％の原産地基準が定められている。それ以外の自動車と部品につい

ては60%となっている。

一方、メキシコEU自由貿易協定においては、まず決定書の第1章、第1節

の第3条において、原産地規則に関しては、付属書Ⅲで定めることが規定され

ている。すなわち、第3条の第1項は、輸入関税の撤廃に関する本章の規定は、

EUとメキシコの原産品に対して適用されるとし、本章の解釈において「原産」

とは付属書Ⅲで定める原産地規則を満たすことを意味するとしている。

その付属書Ⅲにおいては、第2条で、域内産(EU産あるいはメキシコ産）

すなわち「原産」として認められるのは、次の二つの場合であるとされている。

そのひとつは、EUあるいはメキシコで製品の全てが入手できたもの、もう一

つはEUあるいはメキシコで入手できない原材料を含む場合には、第5条で規

定されている条件で加工されたものであるとし、関税番号別に満たすべき加工
（9）

条件が定められている。

欧州委員会の発表によれば、原産地規則に関しては、EUの共通原産地規則

(9)この第2条で言及されている第5条の規定は次の通り定めている。「付属書Ⅲのアベ
ンデイクッスⅡで規定されている関税番号別に定められた加工条件を満たすものであ
る｣。また暫定措置がアペンデイクッスⅡ－aで定められている。しかしアペンデイ
クッスⅡあるいはアペンデイクッスⅡ－aの条件のもとで使用ができないとされてい
る域外の原材料でも次の条件を満たせば使用できるとされている。その条件とは、製
品の純生産価格の10%に達していないということである。ただし、この条項はHS50
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が工業品の大部分(90%以上）に適用されるとしている6しかしながら少数の

ケースにおいては、EUとメキシコの特別な関心に対応するために必要な妥協

的解決が行われ、満足すべき市場アクセスパッケージが合意されたと説明して

いる。そして、この目的のために異なる方式が用いられたとしてセクター別に

次のような説明が行われている。

「自動車やエンジン、車のシャーシーのような複雑に構成されている自動車部

品及び衣料のような特定の分野においては、メキシコの産業がヨーロッパの標

準に適応出来る時間を与えるために、EUの共通ルールを緩和することが合意さ

れた。単純な組み立てを含むことを回避する（例えば特定の自動車部品や電気

機械機器等）ことを行いつつ、簡素化することを目指して他の一部の規則につ

いては変更が行われた。変更が行われた原産地規則の大部分のケースでは、メ

キシコにおいて原材料や部品が存在していないことを考慮した（例えば特定化

学品、自動車部品、機械等)。一部のケースでは（一部の繊維品、靴)、特恵的な

関税の取り扱いのもとで、有効な継続的市場アクセスに適合するようなアドホッ

クな解決を行うことにより、原産地規則の厳格化が行われた（例えばEUに対し
（10）

てメキシコが行った関税割当の対象となっている綿及び人工繊維や靴)｣。

より具体的には、自動車の原産地規則における現地調達率は、2000年7月1

日以降は45％で、2002年1月1日以降は50%に引き上げられ、2005年からは60

％となることとなっている。また、繊維・縫製品では、NAFTAにおけるヤー
（11）

ン・フォワードと同様に域内産の糸の使用を義務付けている。

から63類（紡織用繊維及びその製品）には適用されないとされる。また、アペンディ
クッスⅡあるいはアペンディクッスⅡ－aにおいて規定されている域外産原材料の使
用限度額を上回ってはならないとされている。

さらに第6条では保存、水抜き、マーク付け、洗浄など、簡単な作業は第5条で規
定されている加工とは見なされないと定められている。

(10)先に引用した欧州委員会のコミュニケによる。

(11) JETRO、2000年3月23日号による。
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（2）メキシコEU自由貿易協定の原産地規則の特徴とNAFTAとの比較

原産地規則そのものとしては、NAFTAの原産地規則の方が優れていると考

えられている。それはNAFTAの方が透明性が高く、異なった解釈が生ずるお

それがより少ないからである。したがって、一般的にはNAFTAの原産地規則

の方がより進んだ規則であるということできよう。もともとNAFTAの原産地

規則はカナダと米国の二国間自由貿易協定を受け継いだ形となっているが、カ

ナダと米国の二国間自由貿易協定交渉に際しては、当初EUの原産地規則を参

考にしていた。しかしながら、EUの原産地規則が異なった解釈を可能にする

ため、カナダ一米国の自由貿易協定でもホンダのケースのような問題が生じた
（過

経緯がある。この結果NAFTAにおいてはこうした反省に基づきより進んだ原

産地規則を導入することとした経緯がある。

メキシコとEUの交渉においては、交渉期間が1年間に過ぎなかったことも

あり、原産地規則を含め交渉はきわめて変則的な形で行われることとなった。

ヨーロッパにおいては原産地規則の整備は遅れているが、時間の制約からこの

原産地規則に合わせざるを得ない状況が生じたといわれる。しかも原産地規則

の交渉担当者は税関の関係者が多く柔軟性を欠いていた面もあるとされる。E

Uは通常は協定に4～5年という十分な時間をかけて協定を結んでいるが、メ

キシコの場合には先に述べたように事実上1年しかなかったためである。メキ

シコからの輸出に際して原産地規則に関わる問題の存在しない部分が40%あり、

残りの60%の内その約90%すなわち全体の55%について変更が行われたとされ

る。

メキシコは自国に有利な原産地規則の変更を確保するために、加速的に自由

化を行うことなどが代償として行われた。しかしながら例えば、エレクトロニ

クスについては変更を行うことは出来なかった（ごく少数のものに変更を行う

(12この間題の詳細については、例えば、Mathieson, R.(ed.), 1993のCh. 2参照
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ことが出来たが、これはあまり重要でない品目である)。メキシコが望んでい

て原産地規則の変更を導入出来なかったのは、テレビ、ビデオ、自動車用以外

のラジオ、DVD等である。これには60%の原産地規則が課されている。それ

はこの分野では米国には有力企業が存在していない状況を背景として交渉の行

われたNAFTAの場合と異なり、この分野でヨーロッパにはフィリップスやト

ムソン等、まだ競争力を有している企業が存在するからである。

一方、ヨーロッパはWTOのITA ( APECがイニシャティブをとって実現した

IT分野の協定）に加わっており、メキシコは加わっていない（メキシコはAP

EC加盟国であるがITAには賛成しなかった）ためコンピューターや電話など

については、ヨーロッパは既に完全に関税ゼロでどこからでも輸入可能な状況

となっていた。これに対しメキシコはこれに参加していないため、関税を課し

ている状態が存在した。メキシコとしてはヨーロッパへの無税での輸出が可能

であるため、これらにかかわる原産地規則を変更する必要はなかったのである

が、この部分を変更することにより、先に述べたテレビ、ビデオ、自動車用以

外のラジオ、DVD等の原産地規則をより緩やかなものにするテコとして使い

たいと考えていた経緯がある。

しかしそれは受け入れられなかったのである。この結果ヨーロッパのこの分

野(IT分野）の企業例えばノキアは損をしたと言える。メキシコでの有利なア

クセスを獲得しなかったからである。

一方メキシコは、上記のようなテレビ、ビデオなどエレクトロニクス製品に

ついてはより低い現地調達比率を獲得できなかったが、60%であっても例えば

ソニーのテレビ生産などはブラウン管をメキシコで作ることなどにより、EU

とのFTAの原産地規則を満たすことが出来、これによって対EUへの無税での

輸出が可能であると考えられる。すなわち、ブラウン管をメキシコで作ること

によりNAFTAの原産地規則もメキシコEU自由貿易協定の原産地規則も満た

すことが出来、非常に有利になるのである。
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ヨーロッパのエレクトロニクスや自動車の分野の対外関税率は高く、原産地

規則を満たすことで非常に有利になると考えられる。しかしエレクトロニクス

については先に述べたように変更が出来なかったため60％となっており、これ

を満たすのは必ずしも容易ではない。しかしながら、上記のように部品工業を

メキシコで立地させることにより、例えばテレビの場合などはメキシコEU自

由貿易協定の原産地規則を満たすことは可能になると考えられる。

また、メキシコEU自由貿易協定で注目される特徴の一つは、一部の産品に

対し一定の限度まで緩やかな原産地規則を適用し、それを超えた場合により厳

しい原産地規則を適用するという方式が採用されたことである。例えば靴の場

合ヨーロッパでは、靴の甲の部分と靴底の部分を張り合わせて輸出することが

行われているが、そのような形での靴の輸出について緩やかな原産地規則を20

万足について適用し、20万足を超える部分についてはより厳しい原産地規則を

適用することが行われている。同様に衣料の場合布を輸入してきてブリーチイ

ングとペインティング（スペイン語ではエスタンパード）を行うことで原産地

規則を満たすことが可能かどうかについては一定の限度まで緩やかな規則が用

いられ、それを超えた場合により厳しい規則が用いられている。ただしNAFT

Aの場合にも同様なタリフ・プリステレンス・レベル(TPL)が適用されている

部分が存在している。

産業別のスペシフイックな原産地規則に関しては、一部、例えば繊維や靴に

ついては、メキシコEU自由貿易協定はNAFTAの原産地規則を用いているこ

とは既に述べた。

一方、自動車の分野などのように原産地規則の計算の仕方がメキシコEU自

由貿易協定の場合とNAFTAの場合ではかなり異なっている分野がある。

次に原産地証明にかかわる税関の手続きの分野では、NAFTAとメキシコE

U自由貿易協定とは大きく異なっている。NAFTAにおいては原産地規則の証

明は企業自らが証明し、それに関するモニタリングを政府が行うこととなって
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いる。これに対して、メキシコEU自由貿易協定においては、EUからの輸入に

ついてメキシコ政府はその証明書が正確かどうかについて、その証明書を発行

した相手国政府と協議を行わなければならない。すなわち、二つのFTAの違

いはNAFTAの場合には政府が企業のモニタリングをするのに対して、EUの

場合には政府に対して正確な証明を行ったかどうかの情報を取り、それに基づ

いて判断する形をとっている。NAFTA方式の方が優れていると考えられるが、

この方式は隣接している国とのFTAの場合により適切な方式である。その理

由は企業の提出する証明書が正しいかどうかをモーターするために、相手国に

まで行く必要があるからである。EUとメキシコのように離れている国の間で

はそれは必ずしも容易ではなく、従ってNAFTA型よりもEU型の方が現実的

にはより適当であると言うこともできる。例えば政府が発行する証明書がきち

んと書き込まれていないような場合、それは企業に責任があるのではなく、そ

のような証明書を出した政府に責任があることとなる。従ってこれは一種の非

関税障壁と見なされる可能性もある。

7．アンチダンピング及び相殺関税

(1) NAFTAとメキシコEU自由貿易協定の相違

メキシコEU自由貿易協定とNAFTAとが大きく異なっている分野の一つが、

アンチダンピング、相殺関税に関する部分である。同様にセーフガードに関す

る部分も大きく両者は異なっており、この二つの分野は相互に関連している。

まず、メキシコEU自由貿易協定においては、「アンチダンピング及び相殺関

税措置」については第14条が次のように定めているにとどまっている。「メキ

シコ及びEUは1994年の関税及び貿易に関する一般協定の第6条の適用に関す

る協定及びWTOの補助金及び相殺措置に関する協定から生ずる権利と義務を

確認する｡」これに対してNAFTAにおいては詳細なアンチダンピングに関す
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る規則が定められている。

このことを検討するためには、まずGATTの第6条（ダンピング防止税及び

相殺関税）に関する簡単な検討を行っておく必要がある。ダンピングは不当廉

売のことであり、外国からのダンピングによる輸入品の流入が、国内の同種産

品を生産している輸入競合産業に実質的な損害（企業倒産、失業者の発生等）

を与えたり、あるいは与えるおそれがあり、国内産業の育成を阻止したり、遅
（13

延させることもあり得る場合がアンチダンピング措置に該当する。そのよう

な場合GATT第6条は、ダンピングに相当する金額までの関税（アンチダンピ

ング税またはダンピング防止税と呼ばれる）の賦課を認めている。また、第6

条の運用上ダンピングの判定基準は、ある産品が国内消費と輸出の双方に向け

られる場合には、輸出価格が輸出国の国内価格より低いこと、国内消費がない

場合には、(1)同種産品の第三者向け輸出より低いこと、または(2)生産費、管理

費、販売経費、その他の経費、利潤の合計により算出される価格より輸出価格
（14

が低いことであると第6条に定められている。

一方、相殺関税については、GATT第6条、第3項においていずれかの締約

国の産品で他の締約国の領域に輸入されたものに対しては、原産国または輸出

国において、その産品の製造、生産または輸出について直接にまたは間接に与

えられていると確定されている奨励金または補助金（特定の産品の輸送に対す

る特別の補助を含む）の推定額に等しい金額を超える相殺関税を課してはなら

ないとしている。また、相殺関税とは商品の製造・生産または輸出について直

接にまたは間接に与えられた奨励金または補助金を相殺する目的で課す特別の

関税を言うとしている。

さて、以上のようなアンチダンピング防止税及び相殺関税に関して、NAFT

Aにおいては「アンチダンピング税及び相殺関税問題についての審査及び紛争

(13）川田侃、大畠英樹（編）1995年、p､410による。
(14）川田侃、大畠英樹（編）1995年、p.410による。
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解決」と題する第19章において、第1901条から第1911条にわたる詳細な規則が

定められている。

この点がメキシコEU自由貿易協定の場合と非常に異なる点である。しかも

NAFTAにはこれらの問題に関わる紛争解決のためのパネルが設置されると定

められていることも重要である。すなわち、この第19章において最も重要な点

は、第1904条のアンチダンピング及び相殺関税措置に関わる最終決定の審査及

び第1903条の法規修正の審査のために、付属文書1901.2の規定に従ってパネル

が設置されると定められている点である。

NAFTAはこの第19章により、アンチダンピング税および相殺関税に関して、

GATTによる紛争解決方式よりも、より効果的な解決方式を導入していると言

える。すなわち、GATTの場合第6条に基づきダンピングが行われていること

を主張する国において、実際にそれによる被害が生じていることを証明しなけ

ればならない。さらに、GATT加盟国代表からなるパネルが、ダンピングに係

わる決定を行うことになっているが、その検討には非常に長い時間が必要であ

る。その検討が終了するまでに、ダンピングにより多大の被害が生じてしまう

おそれがある。

これに対してNAFTAにおいては、米国、カナダ自由貿易協定において導入

された方式が採用された。それは二国間のパネル（バイナショナルパネルズ）

を通じて行う方式である。メキシコはNAFTAにおけるこの方式の採用により

国内のアンティダンピングに関する法律の改正を行った。これは、NAFTAの

枠組みに基づく紛争解決を国内法が阻害する可能性があることから、NAFTA

による紛争解決を実効あるものとするためにNAFTAに設けられた規定に従っ

て実施されたものである。

以上のようなアンチダンピングに関する規定は、NAFTAの第19章に定めら

れているが、このような規定があるのはNAFTAのみである。また米国は、こ

のような規定を今後もNAFTA以外には認めることはないと考えられている。
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これは米国が行ったメキシコに対する大きな譲歩であったとされる。またそれ

はカナダに対して米国が行った譲歩をNAFTAで継承するものでもあった。何

故第19章が含められたかの理由であるが、米国もまたメキシコもアンチダンピ

ングの事例が非常に多いという背景が第一に挙げられる（これに対してEUの

場合にはメキシコに対する3つの事例しか存在していない)。第二により重要

な理由であるが、このアンチダンピングを定めたNAFTAの第19章はGATTの

ウルグアイラウンド以前に交渉を行ったという点である。

いずれにしてもこの第19章によって参加国（特に米国）の内、異議が唱えら

れた国は審査結果に拒否権を発動することが出来なくなったという点が重要な

のである。

このことは、その後WTOにおいても含められることとなり、米国はもはや

WTOの規定による場合にも拒否が出来ないこととなった。

したがって、今日メキシコはWTOのアンチダンピング規定とNAFTAの第

19章の規定のいずれをも米国に対して適用することが可能である。しかしなが

ら第19章の重要性はメキシコにとって失われてはいない。第19章に基づくスタ

ンダード．レビューはWTOにおけるそれとは異なるからである。まず、NAF

TAのパネルは各国の国内法の適用についてモニター（スペイン語ではVigilar)

することとなっているが、これに対しWTOにおいてはWTOのアンチダンピン

グコードに基づきモーターすることとなっているからである。

さらに重要な相違として挙げなければならないのは、WTOの場合には政府

が政府に対して異議を唱えることとなっているのに対し、NAFTA第19章にお

いては民間が政府（例えば米国）に異議を唱えることとなっていることである。

なお、アンチダンピング措置に関する紛争解決方式は、NAFTAが第20章で

定めている紛争解決手続きとは大きく異なることに注意する必要がある。
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(2) NAFTAとメキシコEU自由貿易協定におけるアンチダンピング措置の相

違の要因

従来、米国がアンチダンピング措置をセーフガードよりもより使う理由とし

て、第一にセーフガードを用いることは衰退産業を保護するという印象を与え、

政府が保護主義的政策を実施しているかのような印象を与えることを米国政府

が好まないこと、第二にセーフガードを用いた場合には、これに代わる代償を

出す必要があることの二点が、米国がセーフガードよりもアンチダンピング措

置を用いる理由となったと考えられる（なお、セーフガード措置適用に際して

代償を出す必要に関してはWTOにおいては必ずしもその必要がないことが定

められた。セーフガードについては本章の第8節参照)。さらに、セーフガー

ドの場合の方が、その必要性を示す証拠に関する規定が、アンチダンピングよ

りも厳しいこともアンチダンピング措置を適用する方式を選んだ理由と考えら

れる。

一方、メキシコとEUのFTAにおいてアンチダンピングの詳細な規定がない

ことの背景であるが、その理由として3つの点が挙げられる。その第一はWT

Oが成立した後であるという点である。第二は既に述べたようにEUとの間に

はアンチダンピング措置の適用の事例が少ないということである。第三に重要

な点は、政府機関が行った決定を超国家的な機関が審査するということはアム

ステルダム条約の規定に違反し、従ってヨーロッパ諸国の憲法に違反すること

を意味するからである。

ただし、鉄鋼の分野に関しては、特別な検討グループが設けられることとなっ

た。

他方、NAFTAのもとでアンチダンピング税及び相殺関税問題についての審

査及び紛争解決（第19章）が定められた背景には、先にも述べた通り、従来カ

ナダが、米国がアンチダンピング措置を多用する傾向があることを懸念し、米

国一カナダ自由貿易協定において、アンチダンピング税についての審査及び紛
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争解決を行うことができるようにした経緯がある。従って、NAFTAにおいて

もこれを継承し、第19章は米国一カナダ自由貿易協定の第19章「アンチダンピ

ング及び相殺関税問題についての二国間パネルでの紛争解決」に類似した内容

となった経緯がある。

ただし、NAFTAにおいては、米国一カナダ自由貿易協定の場合と異なり、

締約国が3カ国となったことから、その観点からの修正が加えられている。す

なわち、3カ国が参加する場合には、紛争には直接関係しない締約国が生ずる

ためである。従って、NAFTA第19章では紛争に関与する締約国（当事国）と

非当事締約国とを区別して取り扱っている、ただし、締約国3カ国がいずれも

当事国となるケースも想定し、その手続きも定めている。

第二に、NAFTAにおいては、記述の通りNAFTAに基づく紛争解決を阻害

する国内法を規制する規定が新設されている。

すなわち、NAFTAで、二国間パネルへの「特別異議申立て」等の紛争解決

方式が規定されたのは、米国一カナダ自由貿易協定と同様であるが、それに加

え締約国の国内法が協定の枠組みに基づく紛争解決を阻害する可能性を想定し、

NAFTAによる紛争解決を実効あるものにするための規定を新たに設けた（第

1905条等）ことも重要であった。これは特にメキシコの国内法を想定したもの

とされている。この最後の点については既にのべた。
（l3

NAFTA第19章の規定は、次の4点に集約されると考えられる。

1．締約国はアンチダンピング税及び相殺関税関連の国内法を保持する。

2・ある締約国がアンチダンピング税及び相殺関税関連法を改正した場合、

またはアンチダンピング税及び相殺関税措置に関し、最終決定を下した

場合、二国間パネルの審査を要請できる。

3．パネルは所定の審査の結果、パネル委員の多数決で裁定を下す。この

⑮ 日本貿易振興会、1993年、109頁参照
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裁定に対し当事締約国は異議を申し立てることができる（特別異議申し

立て制度)。

4．締約国の国内法がパネル裁定結果の実施を阻害した場合、「特別委員

会を通じこれを修正するよう求めることができる。」

以上はNAFTAで定められた規定であるが、アンチダンピングの手続きの実

際については、この分野のメキシコに関する研究者の研究によれば、次のよう
（lO

な点が明らかである。

本来、例えばメキシコにおいてはSECOFI (商工振興省、フォックス新政権

で経済省に名称変更が行われている）が最終決定( Resoluci6 n definitiva )

を行い、ダンピングを相殺するような措置を定めた場合、当事者はこれに対し

て異議を申し立てることができる。ここで当事者とは、輸出業者（外国の)、

輸入業者、生産者等である。

いうまでもなくこの最終決定は、メキシコ政府がダンピングや補助金の存在

を認めてアンチダンピングまたは補助金に対する相殺措置を認めたことによっ

て行われるものである。この最終決定に対する異議申し立ては、メキシコにお

いては次の二つの方法で行うことが出来る。そのうちの一つはSECOFIにその

決定を変更させる( Revocaci6n )を求めることである。第二は、裁判所に異

議を申し立てることである。

メキシコの場合、このような形でアンチダンピング税及び相殺関税について

の適用が行われるが、NAFTAの手続きは、二国間パネルによってこの異議申

し立ての手続きを代替することを目的とするものである。そして二国間パネル

は、メキシコ政府が行った最終決定に関する審査を行うこととなっている。す

なわち、NAFTAの第19章1904条には、NAFTA締約国間ではアンチダンピン

グ税及び相殺関税賦課に対する最終決定に対する司法審査は、二国間パネルの

(10 Leycegui, Beatriz y Rafael Fernandez de Castro, 2000参照
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審査に代えることが出来ることが定められ、かつ、そのパネルの審査の手続き
（1》

が定められている。

米国の場合には、メキシコのようにSECOFIのみでなく、ITA及びITCの決

定についてパネルによる審査が行われる。商務省のITA (International Trade

Administration )がダンピングが存在するかどうかについての判断を行い、

ITC ( International Trade Commission )が損害が生じたかと・うかの判断を

行っている。メキシコは従来から米国における司法審査に強い不満を有してい

た経緯がある。従って、この第19章によりNAFTAにおいて、詳細な規定が行

われたことはメキシコにとって大きな成果であったと考えられている。実際、

NAFTA発足後当局がその決定を行うに際し、より慎重に決定を行う努力をす

るようになった点が大きな前進であると評価されている。

しかしながら、周知の通りアンチダンピングを乱用することに対しては国際

的に強い批判がある。このため、例えばEU内においても、またオーストラリ

ア、ニュージーランドの間の協定でも、さらにチリとカナダのFTAにおいて

もアンチダンピングに関わる措置に関する規定は除外されている。

以上に述べた点は、関税引き下げ等に関するEUの基本方針であるNAFTA

と同等の取り扱いを確保するとの方針と異なるように見えるが、EUは最初か

らアンチダンピング措置に関しては詳細な規定を行うことは望んでいなかった

経緯がある。それは実質上EU、メキシコ双方とも相互にはアンチダンピング

措置を従来から殆ど用いていなかったからである。

8．セーフガードとその監視

アンチダンピング及び相殺関税問題については、上に述べたようにNAFTA

(1"この実際の適用の詳細についてはLeycegui, Beatriz y Rafael Fernandez de
Castro, 2000参照
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では全20章のうち一つの章を割き詳細に定めている。セーフガードについては、

NAFTAの場合には、第7章「農業」のところなどで、その産業に関わるセー

フガードという形で規定が行われている。これに対しメキシコEU自由貿易協

定においては、合同委員会決定第2 /2000号の第15条においてセーフガードと

その監視に関する一般的規定がある。

すなわち、NAFTAの第7章においては、その第704条、第4項において農

業部門の特別セーフガードが定められている。この中では締約国は移行期間中、

特定農産物について関税割当の形でセーフガードを維持、採用できるとされて

いる。そして、その場合の税率はNAFTA協定発効時の輸入国の関税率または

最恵国税率の低い方になると定められている。

さらに、この特定農産物としては、米国はトマト、タマネギ、スイカ等、メ

キシコはハム、卵、ジャガイモ、リンゴ等、カナダは切り花、トマト、キュー

リ、カリフラワー、イチゴとなっている。

この他NAFTAにおいては緊急措置と題して第8章が設けられており、この

中で第801条二国間の措置、第802条グローバルな措置、第803条緊急措置に関

する手続き、第804条緊急措置に関する紛争解決が定められている。

繊維及び衣料に関しては、付属文書(Annex )の300- Bにおいて、その

Section 4で二国間緊急措置（関税セーフガード）が定められている。さらに、

これに関連して先に述べた801条とこの繊維・衣料に関するセーフガードの関

連も定められている。また、Section 5においては、二国間緊急措置としての

数量制限に関して定められている。

一方、メキシコEU自由貿易協定においては、先に述べたようにアンチダン

ピング、相殺関税問題に関しては、きわめて簡単にWTOの規定に従うという

ことだけが定められているに過ぎない（第14条）のに対し、セーフガードとそ

の監視については第15条で9項目にわたり詳細に定められている。この規定の

中では、代償措置についても規定が行われていることが、メキシコEU自由貿
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易協定の一つの重要な特徴となっている。ただし、どの程度の代償が相当なの

かについては、必ずしも明確ではない。セーフガードが発動された品目とは全

く異なる品目に関して、代償措置を行うことが出来、または、異なる品目の自

由化の加速による等の代償も可能であるとされる。

メキシコEU自由貿易協定において、EUが初めて代償措置の義務を負う形で

のセーフガード条項を二国間FTAで交渉するに至ったという点で、この規定

は重要な意義を有している。

このメキシコとEUのセーフガードは、WTOのセーフガードとは異なってい

る。WTOのセーフガードは一般には保護を行うことを目的としているからで

ある。またメキシコEU自由貿易協定のセーフガードの条項がWTOの規定と比

較して優れている点は、二国間の協議を行うことができるという点にあり、従っ
（13

て、WTOの場合よりもより早く効果的に行うことができる点にある。

また、既述のようにEUはこの協定において初めて代償を義務づけることを

含むセーフガード条項を導入した経緯があるが、これは非常に重要な意義を有

しており、代償を行うことはセーフガード条項を適用する際にその乱用(Abuse)

を防ぐ効果がある。既述の通り、代償としては関税引き下げのスケジュールを

変更させることが一般には考えられ、目的は双方のオファーを常にバランスの

とれた状態にしておくということにある。

9．政府調達、競争政策等

以上の各節では、合同委員会決定第2 /2000号における「タイトルI･総則」

(13メキシコにおいては、国際貿易プラクティスユニット(UPCIと略されている）が
あり、この組織が非常に効率的にセーフガード等に関する担当をする部署となってい
る。この部署は商工振興省（現在の経済省）のもとに置かれている。EUにおけるセー
フガード条項は、パーマネントなものと考えられている。セーフガード条項に関連す
る措置についてはUPCIが提案し、商工振興省が決定を行うこととなっている。
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及び「タイトルⅡ・財の貿易の自由化」に関する説明を行ってきたが、この決

定2 /2000号においては、この他4つの重要事項が定められている。それらは

｢タイトルⅢ．政府調達｣、「タイトルⅣ・競争政策｣、「タイトルV･知的所有

権に関する協議のメカニズム｣、「タイトルⅥ・一般的紛争解決」である。なお、

このうち知的所有権については、サービス貿易に関する決定（後述）において

も定められている。

以下、これらのうち政府調達、競争政策、一般的紛争解決についてNAFTA

との比較を行うこととしたい。

(1)政府調達関係

政府調達については、GATTのもとで政府調達コード( Government Pro-

curement Code)が存在しているが、米国がこれに調印しているのに対しメキ

シコは行っていない。米国は後にも述べるように多くの分野でメキシコの政府

調達の開放を従来強く望んでいたが、NAFTAの交渉によってこの点での重要

な進展が見られた。すなわちメキシコにおける政府調達についての、大幅な自

由化が行われることとなったからである。

NAFTAにおける政府調達の規定に関しては第5章ですでに述べたが、メキ

シコEU自由貿易協定との比較を行なうために以下再び言及しておくこととし

たい。

NAFTAのもとでは三ケ国の連邦政府の政府調達は、NAFTAの他の加盟国

からの供給者に対し差別を行わずに開放しなければならないとされている。た

だし州政府等の地方政府による調達は含まれていない。連邦政府による調達に

ついては、商品・サービスの場合には5万ドル以上となっている。また建設の

場合には650万ドル以上となっている。政府系企業に対しては商品・サービス

の場合には25万ドル以上、建設の場合には800万ドル以上となっている。また

以上の金額については1996年以降2年毎にインフレスライドが行われることと
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なっている。

メキシコはこれまで民営化を行って来ているとはいえ、エネルギー分野等を

中心に今日でもかなりの公営企業が存在しており、しかも特に石油や電力の分

野では今後多額の投資が行われることが予想される。政府調達の開放によって

米国企業がこれらに参加することが可能となるという点で、NAFTAのもとで

の政府調達の合意は重要な意味を有していた。この合意のもとでメキシコの政

府調達は、10年以内に米国とカナダの業者に開放されることとなっている。

このように、NAFTAのもとでメキシコ政府の調達については大幅な自由化

が行われることとなったが、これは特に米国にとってのNAFTA交渉の重要な

成果であると言うことができる。その背景として次の点を挙げることができる。

まず、政府調達については、GATTの第8条が定められているが、その内容

は極めて暖昧である。また、GATTのもとで政府調達コード( Government

Procurement Code )が結ばれているが、メキシコは調印していないことは既

に述べた。このため、米国はメキシコの政府調達の開放を強く望んでいたので

ある。

一方、開放されたメキシコの政府調達が、域外国に対してどの程度適用され

ることとなったかは、必ずしも明かでない｡ GATT24条によって認められた地

域統合加盟国が、他のGATTの規定にどの程度抱束されるかは明確でない。例

えばGATT24条により第1条の最恵国待遇については、域内自由化のための関

税讓許は、他の締結国に均霜する必要はないとされている。第1条のようなG

ATTの最も重要な原則についてそうであるならば、第8条についても当然同

様な扱いとなるとの解釈も成立するのである。

従って政府調達については、NAFTAによりメキシコの開放が行われたが、

域外国との関連では、次の3つの問題があると言えよう。上に述べたように第

一はGATT第8条が暖昧であること、第二はメキシコが政府調達コードに加わっ

ていないこと、第三にはGATT24条と政府調達に関する第8条との関係をどう
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解釈するかという点である。

政府調達に関しては、上記のようにNAFTAは非常に詳細に定めているが、

内容としてはNAFTAとメキシコEU自由貿易協定は非常に類似しているとい

うことができる。欧州委員会のコミュニケは、メキシコの政府調達市場へのア

クセスに関し、協定はEUに対し基本的にNAFTAと同等のアクセスを提供し

ていると述べている。EUにとってPEMEXに関する石油化学や連邦電力委員

会（電力庁、CFE)に関する電力及び建設業のような優先順位の高い重要な分

野については、実質上非常に良くカバーされていると同委員会は述べている。

これに対し、EUはWTOの政府調達協定の枠組みの中で相手国に提供するのと

同様なアクセスをメキシコに対して与えたとしている。当面協定には中央政府

レベル以外の地方政府に関する調達については含まれていない。統計上の情報

については、公共サービスのリストに関し情報を交換することに合意している。

この情報の交換が行われた後に政府調達に関する部分は有効となることとなっ

ている。以上が欧州委員会のコミュニケで述べられている内容である。

要するに政府調達に関しては、メキシコがWTOの協定(GPA)に加わって

いないのに対して、EUが加わっていることから次のような対応を行う形となっ

た。メキシコはNAFTAと同様なものをEUに与え、EUはGPAと同様なものを

メキシコに与える形となった。ただし、メキシコのPEMEX (石油公社)、CF

E等に関しては、7年間の暫定的留保分野及びパーマネントな留保分野が設け
（l’

られている。しかしながら、一般的には、政府調達に関しては、欧州委員会

のコミュニケが主張する通り、NAFTAと同様な内容であると言うことが出来

よう。

09 SECOFI, 2000, p.378
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(2)競争政策等

競争政策に関しては、NAFTAよりもメキシコEU自由貿易協定の方が詳細

に定められている。これは競争政策に関する協力を行うことが盛り込まれてい

ることによるものであり、NAFTAにはこのような規定は含まれていない。

このことについて欧州委員会のコミュニケは、協定は両当事国のそれぞれの

競争に関する法律の実施を確実にし、円滑にするための協力のメカニズムを含

めているとしている。

最後に一般的紛争解決の内容に関しては、メキシコEU自由貿易協定の方が

NAFTAよりも優れていると考えられる。それは、メキシコEU自由貿易協定

の方がNAFTAより遵守義務を強く定めており、条文のなかでは遅滞なく最終

報告の遵守を行わなければならないと定めているからである。このことについ

て欧州委員会のコミュニケは、WTOのフレームワークのもとに両締約国が有

するそれぞれの権利を損なうことがない形で、協定の定めるところを実施する

ことを保証するために紛争解決の有効なメカニズムが含まれているとしている。

10．知的財産権とTRIP

ウルグアイラウンドにおいて、GATTの交渉の新しい分野として、最も重要

視されていた分野の一つが、知的財産権の貿易に関連する側面(Trade Related

Aspects of Intellectual Property Rights, TRIP )である。発明、デザイン、

ノウハウ等を知的財産権として認め、特許、商標、著作権等を国際的に保護す

るための制度を整備することが、その内容となっている。今日、国際競争力や

貿易の拡大における技術の重要性が高まっており、ハイテク産業の輸出を拡大

しようとする米国にとって、TRIPの重要性は高い。

NAFTAにおける知的財産権に関する規定については、第5章で述べたが、

ここでは、メキシコEU自由貿易協定との比較を行う観点から再び言及してお
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くこととしたい。NAFTAにおいては、知的財産に関しても内国民待遇を与え

ること、知的財産権の保護に関する国際的条約を発効させることが定められて

いる。著作権、商標、特許はもとより半導体集積回路のデザイン等も対象となっ

ており、また、著作権にはコンピューターソフトウエアー、データ・ベースも

含まれている。また、営業秘密の保護も含まれている。著作権については、50

年間の保護、特許権については出願から20年間、特許が認められた日から17年

間の保護が定められている。

この分野でもNAFTAの合意はこれに関する紛争の解決方式や、すでにメキ

シコで行われた改革（特に1991年6月同国で発効した国際的に見て非常に進ん

でいる知的財産権法）を後戻りさせないようにしている点で極めて重要である

と考えられる。NAFTAの合意においては、メキシコが知的財産権を従来と比

較して格段に尊重することを求める内容となっており、薬品なと・も対象となっ

ている。

ただし、メキシコに関してはバイオテクノロジー分野が含まれていないこと、

およびメキシコが知的財産権関係の法規を効果的に実施することができるかとﾞ

うかの問題がある。一方、知的財産権の分野がNAFTAの紛争解決メカニズム

の対象の分野の一つに加えられたことも重要な意義を有しているとされる。

知的財産権に関しては、NAFTAの規定はWTO以前のものであったため、

それに先駆けてNAFTAにおいて規定が行われた経緯があり、結果的には事実

上WTOで定められている知的財産権の内容とほぼ同じものとなっている。こ

れに対して、メキシコEU自由貿易協定はWTOで定められた知的財産権に関す

る規定を確認する形となっている。

このことについては、欧州委員会のコミュニケでは、特許、商標、著作権等

のような知的財産権の保護は、最も高い国際的スタンダードにあわせて規定さ

れているとしている。さらに、これら知的財産権に関する保護の効果的な実施

に関わる諸問題を検討するために、特別委員会が設置されることとなっている。
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11．サービス貿易及び投資

メキシコEU自由貿易協定ではサービス貿易及び投資分野については、合同

委員会決定がこれら分野に関わる事項について定めている。この決定には前文

の後、「タイトルI･総則」があり、タイトルⅡにおいてサービス貿易が定め

られており、さらにタイトルⅢにおいて投資及び関連する支払いについて定め

られており、タイトルⅣにおいて知的財産権において定められており、タイト

ルVにおいて紛争解決について定められている。さらにタイトルⅥにおいては、

貿易及びその他関連事項に関する共同委員会の特別任務、タイトルⅦにおいて

は最終規定が定められている。このなかで特に重要なのは、タイトルⅡ、タイ

トルⅢ、タイトルⅣ、タイトルVの四つの部分である。

NAFTAにおける投資に関する規則については、第5章でふれたが、メキシ

コEU自由貿易協定の場合との比較を行う観点から、ここで再び言及しておく

こととしたい。NAFTAの投資に関する規則のなかで最も重要な原則の一つは、

内国民待遇の原則で3ケ国の投資家が全てそれぞれの国内の投資家と同様な取

り扱いを受けることが定められたことである。しかもこの原則は、州政府等、

地方政府によって行われる投資に関する行政についても適用される。また、言

うまでもないことであるが、他の外国からの投資家により有利な条件が与えら

れることがあるならば、それと同等の条件が与えられると言う投資に関する最

恵国待遇の原則もNAFTAの協定に含まれている。

また、NAFTAにおける投資の規則では、外国投資についてこれまで課され

ていた輸出義務等の条件を課すことを禁じていると言う点でも重要である。す

なわち貿易に関連する各種の条件（パフォーマンス・リクアイアメン卜と呼ば

れる）としての一定量の輸出義務、国産品使用義務、貿易収支均衡の義務、技

術移転の義務などがそれである。すでに存在している条件については、10年以

内に消滅することとなっている。しかしながら貿易に関連しない条件について
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は、条件を一部付けることは可能である。例えば、一定の雇用目標を要求する

こと、労働者に対する訓練を求めること、投資先の現地での技術開発を求める

ことなどがそれである。

先に引用したハフバウァー・ショット「NAFTAの評価』によれば、ウルグ

アイ・ラウンドの貿易関連の投資に関する措置(TRIM )と比べると、NAFT

A方がはるかに包括的であるとされる。すなわちTRIMの場合国内産品の使用

義務や、貿易均衡の義務等に関しての規制を行うにとどまっているからである。

同書はこのNAFTAの規則が米国がウルグアイ・ラウンドのTRIMの交渉で当

初行った提案と同様のものであることを指摘している。

GATTのウルグアイ・ラウンドでは、i余卜国の抵抗で米国の提案は受け入れ

られなかった経緯がある。このことは言い換えれば、メキシコがこの分野でも

かなりの譲歩を行ったことを意味しているといえる。ただしメキシコはGATT

のウルグアイ・ラウンド交渉開始以降において同国の投資規則を自由化してき

ており、メキシコ自身が過去の同国の政策が投資を妨げてきたことを認めてい

ると考えられる。ハフバウアーとショット両氏は、このような観点から、NA

FTAで定められている投資に関する規則は、将来のGATTの一つのモデルとも

なり得るし、また米国の今後の二国間自由貿易協定のモデルともなるとの考え

を示している。

米国とメキシコとの関係においては、メキシコによる米国企業の国有化（例

えば石油）が歴史的に両国間の深刻な問題を巻き起こしたが、この点からもN

AFTAは重要なことを定めている。すなわち国有化を違法なものとしているの

である。ただし公的な目的で行われるものであって、しかも差別的に行われる

ものでないこと、公的な手順を踏むこと、適正な額の補償が速やかに支払われ

ることを条件として例外が認められている。

以上と並んでNAFTAにおける投資に関する規則のなかでもっとも重要だと

思われるもう一つの点は、投資に関連する紛争解決の方式である。NAFTAの



第6章 メキシコEU自由貿易協定の特徴とNAFTAとの比較 143

協定は、政府がNAFTAの規定に違反する場合に、民間投資家が直接救済を訴

えることができる権利を与えている。すなわち世界銀行の投資に関する紛争解

決の国際センター( ICSID )、または国連の国際貿易法委員会( UNCIERAL )

によって定められている規則に従い、投資先の政府の行為について国際的なフオー

ラムに調停を直接求めることが可能なのである。

またNAFTAの規則に違反した場合の補償の方法として、補償金を支払う方

法と資産を返還する方法とが含まれている。ただし調停を行うパネル自身は、

これらのことを実行することは出来ない。投資家はこの仲裁結果をNAFTA加

盟の三ケ国のいずれかの裁判所に持ち込み、調停の実行を求めることとなって

いる。

このNAFTAにおける投資に関する紛争解決の方式は、ラテンアメリカ諸国

が長い間固執してきた、いわゆるカルボ条項ないしカルボ・ドクトリン（カル

ボ主義）を否認するものである。その重要性については、ハフバウアーとショッ

ト両氏も指摘している。

カルボドクトリン（カルボ主義）は本来は、かつて先進諸国が自国の権益保

護のために外交的保護権を乱用したことに対抗するために主張された思想であ

るとされている。

アルゼンチンの国際法学者であったカルロス・カルボの思想を具体化したも

のであり、主権国家は他の国からのいかなる干渉も受けない権利を有すること、

および外国人は自国民に賦与されない権利・特権を享受しないという二つの原

則からなるものである。これはラテンアメリカの多くの諸国で従来強く支持さ

れてきた思想であり、外国人との間で締結される契約には、多くの場合この主

旨を内容とする条項（カルボ条項）が挿入されることが一般であった。

これに対してNAFTAにおいては外国投資家が直接に国際的な調停機関に訴

えることが可能となっており、これまでのメキシコを始めとするラテンアメリ

カ諸国の基本的立場と比較して、画期的な変更を意味していると考えられる。
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すなわち、上記のようにNAFTAの投資に関する規定が守られないことから生

ずる投資先の国の政府によって引き起こされた損害に関する、紛争の調停を国

際調停機関に委ねることが可能となっているのである。

サービスと投資の分野のNAFTAとメキシコEU自由貿易協定の違いは、基

本的にはEU側の制度的な理由によって生じたものである。すなわちローマ条

約、マーストリスト条約、アムステルダム条約のいずれもこれら条約は、ブリュッ

セルの欧州委員会に対し投資やサービスについて交渉する権限を与えていない

からである（ニース条約については後述)。

メキシコとEUのサービス及び投資分野については、この分野にかかわる両

国の現状を凍結（ステイタス・クオ）とすることがメキシコとEUの協定の内

容となった。現状を凍結するとともに3年後に自由化についての交渉を行うこ

とが定められている。

しかしながら、既述の通りメキシコはNAFTAでこの分野で大きな変更を既

に行っており、それが国内法に盛り込まれ、その国内法が存在していることに

より、既にNAFTA当時と比べてメキシコにおける投資やサービス分野の自由

化は大きく進んでいると言うことが出来る。従ってNAFTAにおけるサービス

分野の内容に、さらにその後の自由化が加わった形でのメキシコ国内法を凍結

するということは、まさにNAFTAプラスの内容を相互に認め合い、それを後

戻りさせないと言う重要な意義を有していると言える。

すなわち、欧州委員会は広範な自由化が行われた上でのサービスに関するメ

キシコ国内法をそのままステイタス・クオとしていわば凍結することは、WT

OのGATS第5条に当てはまるものであるとしている。いずれにしても交渉時、

ローマ条約、マーストリスト条約、アムステルダム条約によっては、欧州委員

会はサービス及び投資に関する交渉を行う権限を与えられていないという状況

があった（ニース条約はこの権限を与えているが、2000年12月に署名されたも

のであり、この批准はまだ行われておらず、いずれにしても交渉の時点では有
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効ではなかった)。従ってメキシコが国内で自由化したものを後戻りしないと

いう形でコミットしたことはGATS 5条のサービス分野の実際上全て

( Substancialy all)の自由化の条件に合っているというのが欧州委員会及びメ

キシコ政府の見解である。

一方、何故NAFTAにおいてはメキシコは米国の要望に合わせる形でサービ

ス分野の自由化を受け入れたのかについては、次のような背景がある。メキシ

コはこの時点でサービスセクターの近代化と財のセクターの近代化は不可分の

ものであり、財のセクターが競争力を持つためには、サービスセクターの自由

化が必要であると考えたからである。当然米国の要望によるものではあったが、

メキシコは次のような一般的な原則に基づいてサービス分野の自由化を行った。

それらは内国民待遇の原則、最恵国待遇の原則、ローカル・プレゼンス

( Presencia Localすなわち投資)、透明性及び自由化の際の留保はネガティブ

リストをもって行うという点である（これに対しWTOはポジティブリスト)。

従ってNAFTA交渉後、以上の点は全てメキシコ国内法に含められて実施に移

されており、さらにメキシコにおいては、NAFTAの交渉時点で自由化した分

野にその後も新たにサービス分野の自由化を加えており、従って現在の国内法

のもとでEUとの交渉においてサービス分野のステイタス・クオを約束するこ

とはまさにNAFTAプラスといえるのである。

投資に関しては、NAFTAの第11章に当たるものはメキシコEU自由貿易協

定には存在していない。メキシコは13のEU各国との投資協定を有しており、

これらはAPRIと呼ばれている。カルボ条項を認めないかどうかが重要な問題

であるが、国によって異なっている。例えばドイツとの協定（1997年10月）で

はそれが含まれているが、1995年のスペインとの協定では含まれていない。

メキシコEU自由貿易協定では、投資に関しては投資分野での協力に関する章
⑩

が設けられている。

なお、投資協定と自由貿易協定の関係に関しては、次の第7章で詳細に考察
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することとしたい。

（21）

参 考 資 料

1．メキシコEU自由貿易協定の合意に至る経緯

NAFTAと異なり、メキシコーEU自由貿易協定の協定文の構成は、FTAを

総合的なメキシコーEUの間の政治経済協力の枠組みの中に位置づけるという

意向やEU側の様々な事情から、NAFTAの協定文の構成とは大きく異なり非

常に複雑な構成となっている。

メキシコEU自由貿易協定の交渉に向けての最初のステップは、1995年5月

2日に締結されたメキシコとEUの二つの共同宣言であった。この宣言は、1991年

4月に締結された経済協力協定の拡充をめざしたものであり、この宣言によっ

て、両者は相互の段階的な自由化を含む財及びサービスの貿易の拡大と投資の

拡大を主たる目的とした枠組みを定めることに合意した。さらに、この共同宣

言に定められた目的を達成することを可能にするため、次の3つの文書が1997
（22）

年12月8日に署名された。

その一つは､｢経済的連携､政治的調整及び協力協定i鯛L呼ばれるもので、
両者の政治的関係の改善をめざすこと、多くの分野での協力の拡大をめざすこ

と、及び異なる分野での貿易交渉の目的を定めることの3つがこの協定に含ま

れていた。この協定は、包括的協定とも呼ばれ、メキシコEU自由貿易協定は、

” メキシコにおいては投資に関する事項は、SECOFIではなく外国投資総局( Di-
recci6n General de lnversi6n Extranjera)が担当している。

(21）この参考資料の執筆に際しては、主としてJETROメキシコセンター、2000年6月
および同200 1年3月参照した。

(23 JETROメキシコセンター、2001年3月による。
(2J 英語、スペイン語の正式名は第1節参照
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基本的にこの協定に基づくものである。

第二の文書は、「貿易及び貿易に関連する事項に関する暫定協定」（以下暫定
（24）

協定と略す）と呼ばれるもので、財の貿易、公的セクターによる購入（政府調

達）及び競争政策のような欧州委員会に交渉権限が委任されている分野につい

ての交渉を開始するための基本的事項を定めたものである。この文書には、上

記の包括的協定がこれらの分野に関して定めた事項が再度収録されている。
（25）

第三の文書は共同宣言であり、これはサービス、資本の移動及び支払い、知

的財産権に関する一部事項のような欧州委員会に交渉権限が委任されておらず、

15のEUの加盟各国が権限を有している事項の交渉に関して定めたものである。

交渉は以上のような文書に基づいて行われたが、メキシコEU自由貿易協定

そのものは、次の二つの「決定書」に含まれる形となっている。そのうちの第

一は、上記包括的協定の合同委員会が行った「決定書」であり、もう一つは、

上記暫定協定の合同委員会が行った「決定書」である。この後者の「決定書」

は、正式にはEU－メキシコ合同委員会決定第2 /2000号と名付けられている。

このような形で交渉が進められた理由は、包括的協定は、EU側については

欧州議会に加え、EU加盟国全ての国会で批准が行わなければ発効しないため、

これを待つことにより交渉が遅れることを防ぐため97年12月8日に包括的協定

と同時に上記のように暫定協定及び共同宣言を締結し、これらに基づいて実質

的交渉が行われることとなった経緯がある。そして双方とも最終的には合同委

員会決定として細目が規定され、2000年2月23日、24日に締結された。

f4) AcUerdo lnterino sobre Comercio y Cuestiones Relacionados con el
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea

(23 Declaraci6n Conjunta
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2．メキシコEU自由貿易協定における工業品の例外措置

決定書の第12条の第1項で輸入禁止措置並びに輸入許可(I/L)、輸出許可

(E/L)、輸入割当、その他、それに類する全ての輸入制限措置は、協定発効

と同時に撤廃し、かつ新たにこうした類の措置を設けてはならないと規定して

いる。しかしながら、第12条、第2項では第1項の規定は付属書Ⅳに定められ

ている措置に関しては適用されないと規定している。この付属書Ⅳに定められ

ている措置は、1．石油．石油派生品、2．自動車・自動車部品、3．中古機

械、4．中古衣類、5．中古自動車であり、これらが例外措置の認められてい

る品目であると言える。ただし、付属書Ⅳはメキシコのみに適用され、EUに

は輸入制限や輸入禁止措置の例外的措置は認められていない。
（26）

例外措置の具体的内容について以下に検討することとする。

(a)石油・石油派生品

産油国であるメキシコでは憲法において石油セクターは「国家留保産業」と

定められており、同セクターの品目は輸入許可(I/L)規制品目となっている。

これを尊重し、以下の品目についてメキシコ政府はI/Lの供与を制限すること

が認められている。

関 税 コ ー ド

2707.50

2707.99

2709

2710

2711

2712.90

2713.11

2713.20

2713.90

2714

2901.10

品

芳香族単価水素混合物

名目

ナフサ

原油

ガソリン

石油ガス

パラフィン

コークス

石油アスファルト

その他の石油

天然アスフアルト

ェタン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン
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(b)自動車・自動車部品

自動車・自動車部品については、付属書Ⅳの第3項に定められているが、こ

こに明記されており、かつ、本章第4節2で説明した通り、自動車令が2004年

から廃止されていることになっているので、それ以降は自動車・自動車部品は

自由化の例外品目には含まれないと考えられる。一方、下記の品目に関しては、

同時に関税割当制が採られることが定められているが、この関税割当の規模は

本文で述べたとおり十分にその枠は大きく、この関税割当制は輸入を制限する

ための措置ではなく、割当台数分について逆に自由化を早めるという措置であ

るとされ、決定書の第12条第1項に抵触するものではなく、また例外措置でも

ないと考えられている。また、割当の対象とならない自動車についても、2007

年1月1日以降関税が全て撤廃される。

名

ロ叩

目関 税 コ ー ド

関税コード87の自動車で排気量1 000cc以下のエンジン

に使用されるシリンダー
8407.34

10人乗り以上で総重量8,864kg以下のバス．大型乗用車

8702以外の乗用車（通常の乗用車）

総重量8,864kg以下のトラック

総重量8,864kg以下の探査、掘削用の自動車

総重量8,864kg以下のミキサー車

自動車のシャーシー

０
０

２
４

２
３

４
５

５
６

０
０

０
０

０
０

７
７

７
７

７
７

８
８

８
８

８
８

(c)中古の各種機械

付属書Ⅳの第4項にメキシコ政府は2003年12月31日にまで、下記の品目の中

古品の輸入を禁止、または制限することができると規定されている。ただし、

これも自動車・自動車部品同様、2003年末までの期限付きであるため例外品目

とは言えないと考えられる。

f6）この部分についてはJETROメキシコセンター、2000年6月を参照した。
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関 税 コ ー ド

8426.91

8427.20

8429.20

8452.29

8471

8474.20

8504.40

8701.90

品 目 名

道路走行車両に装備するクレーン

自走式フォークリフト

ブルドーザー

手動ミシン

コンピューター（自動データ処理機械）

破砕機及び粉砕機

スタティック・コンバーター

その他のトラクター

特殊用途自動車

(消防車、コンクリート・ミキサーなど）
8705

皿一弛一恥

オートバイ

自転車

トレーラー

’

1

(d)中古の衣類

付属書Ⅳの第5項に、「メキシコ政府は関税コード6309の中古品の輸入を禁

止または制限することができる」と規定している。6309の品目名は「中古の衣

類及びその他の物品」となっている。その措置の有効期限は明記されていない。

(e)中古自動車・同部品

付属書Ⅳの第6項にメキシコ政府は中古自動車・同部品の輸入を禁止または

制限することができると規定している。この第6項で対象となる品目は、上記

の(b)と同じ品目である。この措置の有効期限は明記されていない。

上記のように、自動車・同部品、各種機械、衣類について中古品力輸入制限・
（27）

禁止の対象となっている。JETROの作成した資料では、中古が規制の対象と

なっている理由に対し、メキシコ商工振興省( SECOFI)通商交渉担当者の．

㈱ JETROメキシコセンター、2000年6月による。
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レージャ課長は、「原産国の確認が困難なため」と説明していることを紹介し

ている。中古品は自動車を除き、中国製の安価なものが他国経由で入ってきて

いるケースも多く、メキシコ政府としては、こうした輸入を防ぎたいとの思惑

もあると見られることがJETROの同資料において指摘されている。

3. NAFTAにおける例外措置とメキシコEU自由貿易協定における例外措置との比較

NAFTAにおいてはメキシコEU自由貿易協定のようにウェイテイング・リ

ストという措置は採られておらず、工業品、農水産品を問わず原則全ての品目

について関税が撤廃される。したがって、明確な例外措置は存在しないが、解

釈によっては例外とみなされる措置が次のとおり存在する。すなわち、(1)一部

品目で関税撤廃期限が15年となっている。(2)一部中古品輸入の制限および禁止

が認められている。(3)一部品目において輸入数量制限および輸入禁止措置の実
（28）

行が認められている。以上3点である。

(1)関税撤廃期限が15年の品目

メキシコにおいては、マグロ・カツオの加工品、オレンジ・ジュースの2品

目のみ、15年の関税撤廃期間が設定されている(2008年1月1日から関税を撤

廃)。なお、HS8ケタ・ベースでみると、1604.14.01-マグロの加工品、1604.

14.99-カツオの加工品、2009.19.01-果汁濃縮度1.5以下のオレンジ・ジユー

ス、2009.19.99-果汁濃縮度1.5以上のオレンジ・ジュースの4品目となる。こ

れら2品目（4品目）以外の品目については、2004年1月1日以降関税が撤廃

される。

(23 この部分は注27と同じ資料に依拠している。
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(2)中古品の輸入制限および禁止措置の実行

エンジン、クレーン、ブルドーザー、コンピューター（自動データ処理機)、

トラック、乗用車については、2003年末まで中古輸入の制限および禁止措置の

実施がメキシコに認められている。

輸入数量制限および禁止措置については、EUとのFTA同様、原則認められ

ていない。NAFTAにおいては協定本文第309条にその旨明確に証われている。

しかし、Annex 301.3－セクションCで、上記品目については309条の例外とな

り、メキシコ政府は2003年末まで輸入数量制限及び輸入禁止措置を採れること

が認められている。同措置はEUとのFTA同様2003年末までの期限付きである

ため、「例外措置」とはいえない。しかしながら、中古の乗用車に限っては、

NAFTAにおいても現在メキシコへの輸入が完全に禁止されており、かつまた

2008年末まで輸入の禁止が継続されることになっている。そのため中古の乗用

車についてはFTAにおける自由化の例外であるとみなされる可能性はある。

なお、メキシコ政府は2000年4月1日から、車齢10年以上のピック・アップ・

トラックについてのみ、NAFTAで規定されているスケジュールを早める形で

米国、カナダからの輸入を解禁した。同時に、過去に米国、カナダから違法に

輸入された車でも、10年以上のピック・アップ・トラックについては合法化す

ることを決定した。ただし、この2つの措置は、政府・与党が2000年7月2日

に実施される大統領選を前にして、農民票を確保したいがために採った措置で

あると一般的には見られている。農業従事者の中古ピック・アップ・トラック

への需要は高く、また、既に違法に中古のピック・アップ・トラックを米国か

ら持ち込んでいる農業従事者も多いためである。

他方、中古の衣類（古着）についても、協定Annex 300-BのAppendix 3.1に、

NAFTA加盟3カ国がそれぞれ輸入制限措置を実行できることが認められてい

る。ただし、同措置は期限付きで、2004年1月1日をもって古着への規制措置

は撤廃される。
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（3）輸入制限及び禁止措置の実行が認められている品目

一部品目について、遅くとも2003年12月末までには完全に撤廃されるものの、

輸入制限や禁止措置の実行が認められている。生きているニワトリ、くず肉、

乳製品、酪農品、一部加工食品などがそれである。

また、EUとのFTA同様、国家留保産業との観点から、メキシコには一部の

石油・同派生品に対して「I/L ( Import Licence、輸入許可）供与を制限す

る」ことが認められている。NAFTA協定Annex 603.6にその旨明記されてい

る。同対象品目は、2707.99 (ナフサ）が含まれていないことを除いて、EUと

のFTAにおいて対象となっている品目と全く同様である。（従って、参考資料

2で示した内容とこの点以外は同じであるのでその詳細は、参考資料2を参照

されたい。） また、同措置の有効期限も、メキシコEU自由貿易協定と同様明

記されていない。
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第7章 FTAと投資協定

1．FTAと投資協定の関係

一般に包括的FTAには投資に関する事項が含まれている。例えば第5章で

見たようにNAFTAにおいては非常に詳細な投資に関する内容が含められてい

る。これに対し第6章で見たようにメキシコEU自由貿易協定においては、EU

側の事情から投資に関する分野は事実上含まれていない。その代わりにEU :f

国は各国が個々にメキシコと二国間投資協定（投資促進保護協定などという名

称も用いられている）が結ばれている。

FTAの締結に至るまでには、その準備段階から交渉を経て署名、批准の全

ての過程を終わるまでかなりの長期間を要することが少なくない。貿易の自由

化より先に投資の自由化を二国間で取り決める投資協定の方が一般的に締結し

やすい。このことから、FTAが結ばれていない場合にも投資協定が先に結ば

れることが多い。少なくともラテンアメリカ諸国の多くではそうした状況が見

られている。

メキシコをめぐる状況については既に第6章及び第7章で関連する事項に言

及したが、本章では、FTAと投資協定についての一般的な検討を行った後、

メキシコとチリの事例を取り上げ、FTAと投資協定の関係をより詳細に検討

することとしたい。

2．ラテンアメリカ諸国における投資協定の進展

本章の第3章及び第4章で検討したように、FTAについてはメキシコやチ

リがラテンアメリカ諸国のなかでは早くからその締結を推進してきており、今

日両国は米州域内のFTAのハブのような地位を得た感さえある。
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これに対して、投資協定についてはFTAよりも早くから締結が始まってお

り、しかも必ずしもメキシコやチリが中心ではなかった。すなわち、両国によ

るFTAの推進が90年代から始められたのに対し、投資協定はそれ以前から始

められており、しかも中米カリブの小国（ドミニカ共和国、エクアドル、ハイ

チ、ホンジュラス、パナマ、グレナダ）やコロンビア、エクアドル、パラグア

イが90年代以前から欧米諸国と投資協定の締結を行っている。

しかしながら、90年代に入ってからこれら以外の国々を含め、ラテンアメリ

カ諸国はより積極的に投資協定を推進するようになった。

このようにFTAと投資協定は、それが締結されるに至った背景や最初に推

進した国々が、かなり異なっていることは興味深い。その背景には中米カリブ

の小国やコロンビア、エクアドル、パラグアイといった国々が早くから外国か

らの直接投資を誘致するため、欧米諸国の投資家に対し、投資協定を通じて安

定した投資環境を約束することをめざしたことによるところが大きいと考えら

れる。しかし、いずれにしてもラテンアメリカ諸国が、80年代後半から90年代

の初めにかけて第3章及び第4章で述べたようなメキシコやチリにおけるのと

同様の経済改革や貿易・投資の自由化を推進し、特に外国からの直接投資を誘

致しようとする意向が強まったことが、その背景にあったということが出来よ

う。

3． 投資協定の主要な内容とFTAとの関係

FTAと投資協定の関連についてチリの事例に則して詳細に検討する前に、

投資協定の基本的内容に関し、簡潔に述べておくこととしたい。NAFTAにお

ける投資および紛争処理に関する規定については、既に第5章の第3節の(2)に

おいて検討した。そこでも指摘したように、投資に関しては、とりわけ、1)最

恵国待遇；2）内国民待遇；3）パフォーマンス・リクアイアメン卜の禁止；4）
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紛争処理の4つの分野が重要である。

投資協定の内容については、さらに詳細に次のように整理する事が出来よう。

l)まず、投資協定において最も重要な点の一つは、外国投資家の投資に対

し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えることを保証することである。

これらの待遇は、一般に投資の許可に関わる部分と投資を行った後の取

り扱いに関わる部分とに分かれる。

前者については、投資をする際の、投資許可における内国民待遇、最恵

国待遇が合意される必要がある。後者については、投資した財産の保護、

投資収益、投資関連事業活動に関する、内国民待遇、最恵国待遇が挙げら

れる。また、収用、国有化の条件及びその補償に関する内国民待遇、最恵

国待遇；緊急事態時の補償に関する内国民待遇、最恵国待遇；裁判を受け

る権利に関する内国民待遇、最恵国待遇が重要である。言うまでも無い事

であるが、投資関連送金の自由の保証も重要である。

2） パフォーマンス・リクアイアメン卜の分野では、現地調達の要求、現地

国籍者雇用に関する要求、技術移転要求、合弁設立要求などの禁止が重要

である。

3）紛争解決処理の分野では、国と国の間の紛争解決手続き（仲裁手続き）

および国と投資家との間の紛争解決手続き（調停、仲裁手続き）に関する

合意が重要である。

4）以上のほか、投資に関する規則、手続きなどの透明性の確保、とくに投

資関係法令、手続き、行政規則などを迅速に公表する義務についての合意

が重要である。また、基準･認証の相互承認や、標準（国際標準）分野の

協力、知的財産権の保護に関する合意なども重要になってきている。
（1）

以下、これらの中の主な点についてより具体的に検討しておく事としたい。

(1)本節の以下の部分の執筆に際しては、日本プラント協会、1999年を参照した。
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まず、投資の許可に関しては、一般にFTAや地域貿易協定(RTA)におい

ては、内国民待遇及び最恵国待遇を認めている。ラテンアメリカ諸国の場合に

も米国と締結している投資協定においては、両者が認められており、またカナ

ダと締結している投資協定においても多くの場合内国民待遇及び最恵国待遇を
（2）

認めている。

これに対して、ラテンアメリカ諸国が米国及びカナダ以外の国々と締結して

いる投資協定においては、投資の許可の段階では内国民待遇、最恵国待遇を与

えることなく国内法の規定するところにより許可するものと規定している。例

えば、コスタリカはカナダとの間で内国民待遇、最恵国待遇を認めているが、

それ以外の国との投資協定では、カナダと締結した以降においても認めていな

い。

次に投資後の外国投資に関する取り扱いについては、殆ど全ての協定におい

て内国民待遇及び最恵国待遇が認められている。ただし、かなり多くの投資協

定や自由貿易協定では、自由貿易地域や関税同盟、共同市場のメンバーである

がゆえに認められている特例や、税に関する国際協定により認められる特例を
（3）

内国民待遇及び最恵国待遇の例外としている。これは、FTAやRTAのメンバー

国とそれ以外の国を投資に関する最恵国待遇で差別する事を意味しており、メ

ンバー国で無い場合は、単に貿易面のみならず、投資面でも不利になりうるこ

とを意味している。

投資協定における内容として重要であるのは、上記の投資に対する取り扱い

の他、パフォーマンス要求及び投資に関わる紛争解決に関する内容である。

(2) NAFTA締結以前にカナダとアルゼンチンが締結した投資協定では、内国民待遇、
最恵国待遇が認められていないが、それ以後のカナダとラテンアメリカ諸国との投資
協定では全て内国民待遇、最恵国待遇が認められている。

(3)日本プラント協会、1999年。なお、この報告書によれば、各国が米国、カナダと締
結している協定や他のいくつかの協定では、別表が掲げられ例外項目が規定されてい
る。また、例外項目として安全保障、公の秩序などが掲げられている協定、当事国と
通常の経済関係を有しない第三国に支配されている会社の恩典を否認する協定等が見
られるとされている。



第7章 FTAと投資協定 159

このうちパフォーマンス要求についは、WTO/GATTにおいても規定が含

まれているが、一般にラテンアメリカ諸国が米国、カナダと締結している投資

協定の多くではパフォーマンス要求が禁止されており、投資の条件として例え

ば一定の国産部品調達要求、国内販売制限、技術移転要求などを行うことが禁

止されている。しかし、それ以外の二国間投資協定ではパフオーマンス要求が

禁止されている協定はエクアドル．ペルー間の協定、ドニミカ共和国．エクア

ドル間の協定のみである。

パフォーマンス要求に関わる内容の他、多くの協定では投資活動のための入

国や滞在、送金や外国直接投資の収用等について定めている。まず、投資活動

のための締約相手国からの国民の入国と滞在については、多くの協定では関係

法令の定めるところにより、これを認めることを規定している。また送金に関

しては、全ての二国間協定において投資に関する資金の移動を保障している。

多くの協定では資金の移動は交換可能な通貨で遅滞なくなされるべきことが規

定されている。

収用については、全ての二国間投資協定が一定の条件を満たさない限り禁止

しており、公共目的で法令に従い保障が行われた上でなされなければならない

としている。公共目的という条件は、全ての投資協定に規定されており、収用

は差別的になされてはならないこととされている。多くの協定は正当な法の手

続きに従うことを要求している。また、全ての協定は収用に際し保障を要求し

ており、かつ、その多くは迅速、適切、実効的な保障を要求している。

次に、紛争解決に関する部分であるが、紛争解決については投資協定を結ん

だ締約国の間での国のレベルの紛争と投資家と国との紛争について区別して検

討する必要がある。

協定を結んだ締約国間の紛争については、全ての投資協定が協定の解釈や適

用に関する紛争について、まず協議や外交交渉により解決すべきことを規定し

ており、協議により解決出来ない場合には、仲裁手続きに移行することを認め
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ている。協議に関する期間としては3ケ月、6ケ月、12ケ月と協定によって異

なっており、また期間について規定のないものもある。一方、仲裁手続きとし

ては、多くの協定では、それぞれの当事国がそれぞれ一名の仲裁人を指名し、

これらの仲裁人が仲裁裁判所の裁判長となる第三国人を選定するというのが一

般的な手続きとなっている。そして仲裁裁判所の裁決は多数決によって決定さ

れ、最終的な決定であり、両締約国を拘束するものとされている。

次に、投資家と国の間の紛争の解決については、全ての二国間投資協定にお

いて締約国と投資家の紛争解決の手段として、投資紛争解決国際センター(IC

SID )等の国際仲裁手続きに付すことを認めている。ICSIDは国家と他の国家

の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に基づいて、外国民間投資家と投

資受け入れ国との紛争を解決するために1966年に設立された機関である。また、

多くの協定において当事者が仲裁に付する前に、協議により解決をめざすべき

ことが示されている。さらに、国内救済手続きを求めている場合は、国際仲裁

にすることは出来ない旨を規定するとともに、国際仲裁を求める場合には、国

内救済手続きを求めることが出来ないことを規定しており、投資家によって一

旦行われたこの選択は、確定的なものとなるとされている。

4．メキシコの締結したFTAと投資協定

NAFTAにおいて含められた、投資および紛争処理に関する規定( NAFTA

第11章）については、先に第5章で検討したが、注目されるのは、メキシコが

締結した、他の国との自由貿易協定においても、NAFTA並の投資及び紛争処

理に関する規定が含まれている事である。

すなわち、メキシコとチリの自由貿易協定（1992年)、コロンビア、ベネズ

エラとのグルーポ.デ.ロス．トウレスの協定(G3と呼ばれる三国間のFTA、

1993年)、コスタリカとのFTA (95年)、ボリビアとのFTA (95年)、ニカラグ
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アとのFTA ( 98年）はNAFTAと類似した内容となっており、投資および紛争

処理に関する規定もNAFTAにおける本書第5章でみた内容と同様な内容となっ

ている。

既に述べたように、メキシコEU自由貿易協定の場合には、FTAに投資の分

野の詳細な規定を含まず、メキシコとEU加盟国の間の2国間投資協定によっ

て定められている。FTAに関する交渉と、2国間投資協定とは、国によって

は、並行して進められた。メキシコEU自由貿易協定には、サービス分野への

投資に関する規定は含められている。それ以外は、紛争解決の分野を含め、2

国間投資協定に含まれている。ただしこれらにも投資前の( pre-establishment

stage)最恵国待遇および内国民待遇については、必ずしも含まれていない。

(例えば、製造業の分野。これに対して、サービス分野についてはこの点が、

メキシコEU自由貿易協定にふくまれている｡）

こうしたコンテクストのもとで、メキシコとFTAを結ばずに、投資協定だ

けを結ぶ場合にNAFTA並の内容の投資と紛争処理に関する規定を含む投資協

定を締結し得るか否かが注目される。その際には、次のような点が特に重要で

あると考えられる。

1） 投資を行う際に投資許可において、内国民待遇及び最恵国待遇が与えられ

るか否か。

2） 投資後の、投資財産保護、投資関連事業活動において、内国民待遇及び最

恵国待遇が与えられるか否か。

この二つの点に関して重要なのは、すでに、いずれか一方の国が、第三国と

締結している自由貿易協定、関税同盟、共同市場などの地域統合に関する、合

意や、二重課税防止に関わる合意を、最恵国待遇の例外とするか否かである。

例えば、日本とメキシコの2国間関係の場合、メキシコは、世界の主要国とFT

Aを締結しているのに対して、日本は全く締結しておらず、最恵国待遇の例外

とされた場合、投資協定では、FTAで確保されると同様の内容の投資保護が
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合意されるとは必ずしもいえない事となる。

3） パフォーマンス・リクアイアメン卜に関して、NAFTA並の内容が、投資

協定で確保しうるか否か。

この点に関しても、合弁の要求や、外国資本の参加比率に関する規制などに

ついて、NAFTA並の合意を、FTAを締結せずに、投資協定のみで達成出来る

か否かが注目される。この事についても、困難であるとの見方が強い。

4） 投資家が損害を被った場合に、投資国の投資保険などの適用が行われる事

が多いが、国や政府機関が、投資家の請求権を代位する事が出来るか否か。

この点も、FTAを締結せず、保護協定だけで合意できるか否かが、重要な

意義を有しているが、この点についても困難であるとの見方が強い。この他、

知的財産権に関わる点や、投資家と投資相手国との紛争処理などについても、

FTAを結んだ場合と、投資協定のみでの合意とでは、異なる内容（投資国に

不利な内容）となる可能性があることは、否定できない。

5．チリにおける外国直接投資の制度と投資協定

(1)チリにおける外国直接投資の制度

チリへの外国直接投資は、次のような制度のいずれかによって行われること

となっている。その一つは、いわゆる「外資法」すなわち法令第600号

( Estatuto del lnversi6 n Extranj eraと呼ばれる）であり、もう一つは外国為

替規則( Compendio de Normas Sobre Cambios lnternacionales )の第14条

によって行われる投資である。前者は、投資家と国が契約を結ぶ形をとり、外

国投資が長期的に安定した取り扱いを受けることが保障されるという投資家に

とって非常に有利な制度とあると言える（そのためEstatutoと呼ばれる)。

一方、チリへの投資を推進させるためのインセンテイブとして次のような点

が法律で定められている。その一つは石油産業への投資のインセンティブであ
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る。また、輸出に対する投資のインセンテイブも存在している。さらにアリカ、

イキケ、プンタアレナスのフリーゾーンでの操業のための投資に対してインセ

ンテイブが与えられている。また、第1地域、第11地域、第12地域及びチロエ

県への投資に対するインセンティブも存在している。

次に外国直接投資に関連してチリへの資本の投機的な流入を抑えるために、

いわゆる強制預託(Reserve Requirement )制度が設けられていることも指摘

をしておく必要がある。これはスペイン語ではEncajeと呼ばれ、1年間にわた

り持ち込んだ外資の一定割合を中央銀行に無利子で預託させる制度である。こ

れは短期的な資金の流入を抑制することを目的としており、これによって内外

経済の状況の変化が生じたときに急激な資金の流出が起こらないようにするこ

とをめざしたものである。この制度がチリの経済の安定に寄与したと見る見方

も強い。但し、アジア危機以降、この制度は継続しているが強制預託は0%と

なっており、停止している状態にある。

以上のように、有利な外国投資に関する制度が整備されており、しかも長期

間にわたって同じ原則が維持されていることに加え、チリは政治的に民主主義

が定着し安定していること、マクロ経済の運営が適切であり、しかも安定して

いることから、チリの投資環境はラテンアメリカのなかでも最も優れたもので

あると考えられている。この結果、例えばスタンダード．アンド・プアーズ社

の格付けはA-となっており、またムーデイーズ社の格付けはBaa lとなってい

る。さらにワールド・エコノミック・フォーラムの競争力指数で見た順位付け

では全世界の第18位となっており、ラテンアメリカで最も競争力のある国と評

価されている。

(2)チリと各国との投資協定

表7－1の通り2000年6月5日現在で、チリが投資協定に署名している国の

数は50カ国に達し、このうち30カ国との投資協定については既に議会による承
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認が行われている。さらに、この30カ国のうち28カ国は、官報において公示さ

れており、完全に投資協定が批准され有効となっている状態にある国々である。

表7－1 チリの諸外国との投資促進保護協定締結の現状

官報に

公示済み

(21カ国）

議 会 で

承認済み

(30カ国）

署 名 済 み 協定について

合 意 済 み

（4カ国）

交 渉 中

(50カ国） (5カ国）

ラテンアメリカ

（8）

ラテンアメリカ

（9）

ラテンアメリカ

（16）

ラテンアメリカ

（2）

ヨーロッパ(131ヨーロツパ(10 ヨーロッパ(22）｜ヨーロッパ（1）｜ヨーロッパ（2）

アジア・中東諸国

（4）

アジア・中東諸国

（4）

アジア・中東諸国

（8）

アジア・中東諸国

（3）

オセアニア(1)｜オセアニア(1)オセアニア(2) |
’ アフリカ(2)｜アフリカ(1）

出所：チリ外資委員会資料に基づき筆者作成(2000年6月5日現在）

この28カ国のうち先進国はヨーロッパ諸国の15カ国とオーストラリアを加え

た16カ国となっている。

1994年4月27日に官報で公示されたスペインとの二国間投資協定は、最も早

い時期に行われた投資協定であり、これがチリの投資協定の一つのモデルとなっ

ている。ヨーロッパではスペインの他主要国ではフランス、イタリア、スウェー

デン、英国、ドイツ、ベルギー等との投資協定が1999年までに批准されている。

一方、アジア諸国の中ではマレーシア、中国、フィリピン、韓国との投資協定

が締結されている。この他、ラテンアメリカ諸国とは、アルゼンチン、ベネズ

エラ、エクアドル、パラグアイ、ボリビア、ウルグアイ、エルサルバドル、パ

ナマとの協定が批准されており、ブラジルについてはまだ批准されていない。

署名が行われている投資協定の数から言えば、アルゼンチンの場合の55カ国

とほぼ近いが、アルゼンチンとの大きな相違は、米国との協定が行われていな
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いことである。

さらに、現在、既に協定文について合意が行われている国が4カ国、また交

渉中である国が5カ国あり、これらに協定の署名が行われている国を加えると

59カ国に達し、かなり多くの国との投資協定が既に批准されているか、または

準備段階にあるということができる。

6．チリにおける投資協定とFTA

(1)各国との投資協定のモテル

既に述べたようにスペインとの投資協定が、最初のものであることから、こ

の協定がチリの各国との投資協定のモデルと考えられている経緯がある。しか

しながら、これにはその後変更が加えられており、最終的に今日チリが投資協

定のモデルとして交渉に際して提示しているものとは多少異なるものとなって

いる。ただし、変更は加えられてはいるが、基本的な考え方については、今日

でも有効なスペインとの協定と同様な内容となっているとされる。

(2)内国民待遇

次にその基本的な内容についてであるが、まずチリの結んでいる投資協定の

背景に、チリの1980年憲法の原則的な理念とそれに基づく法律があることを指

摘する必要がある。

その中でも特に重要なのは、1980年憲法は本来経済活動において国籍による

差別を行わないことを原則としており、したがって、投資協定における内国民

待遇は、基本的に憲法に添ったものであり、チリの憲法及び法体系と矛盾しな

い原則であるということが出来ることである。内国民待遇に関連して、憲法で

は知的財産権の規定も定められている。より具体的には、憲法第19条において、

国籍に関わりなく全ての人に自由な経済活動を保障する規定がある。従って、
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国は国籍による差別を行うことが本来できないのである。また知的財産権の保

護についても強く保障する規定が存在している。

さらに、重要な点として指摘すべきは憲法を修正する要件は、非常に厳しい

ものとなっており、議会において修正が行われるに至るのは容易ではないこと

である。従って、この内国民待遇は憲法で保障され、しかも、容易には変更が

行われないと考えられる。そうした内容の憲法を基本として、それが二国間協

定に反映されているという法的な背景は、チリとの二国間協定を考える際に非

常に重要な意義を有している。言い換えれば、チリの二国間協定は、憲法で定

めた基本的な規定を改めて二国間協定において確認することに他ならないとい

うことができる。

(3)紛争解決

チリの投資協定の内容を考える際に第二の重要な点は、紛争解決にかかわる

部分である。上に述べたように、チリが締結する二国間投資協定は本来憲法の

規定に定められているものであるが、二国間協定によってさらに紛争解決につ

いての詳細な規定が盛り込まれている。

既述の通り、投資に関する紛争解決については、国際機関としてICCIDが存

在している。これはワシントン協定（1965年）によるもので、投資国と投資受

け入れ国との間の国際的な紛争解決について定めている｡しかしながら、この

方式には、一つの重要な特徴がある。それは、締結国に対して訴えが行われて

も当該締結国がその国際的な紛争解決に応じない権利を認めているという点で

ある。したがって、この権利を締結国が行使する場合、ICCIDの国際的紛争解

決の方式は用いることが出来ないこととなるのである。チリ政府は民政に移行

後、外国からの直接投資のための投資環境の改善についての検討を行う中で、

この点を二国間投資協定で改善することを考慮したとされる。そして、この点

が投資協定を締結、批准した国とそれを行っていない国との間の最も重要な相
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連となることが指摘されている。なお、ICCIDにおいて先に述べたような規定

が設けられた背景には、ICCIDの発足の当時にあっては、まだ国際的に外国直

接投資の役割について論争があり、カルボ・ドクトリン的な考え方を有する国

も少なくなかったことによるものであるとされている。

以上のような観点から、メキシコの場合と比較すると、チリの場合には1980

年憲法で既に内国民待遇についての基本的考え方が導入されており、90年代に

入って行われた投資協定は、それを追認する形で国際的な二国間協定に反映さ

せたものであると言うことが出来、したがって、チリの場合には、憲法の規定

が先行しているという点が重要な意義を有している。これに対してメキシコの

場合には、NAFTAを締結批准するに際して、国内法を改正することとなり、

NAFTAに合わせた形で外国直接投資に関する様々な規定が定められていった

という点が異なっている。

しかしながら、チリの場合もNAFTA型の二国間FTAを結んでおり、そのな

かで含まれている投資に関する部分は、二国間投資協定で定められているもの

よりも、より進んだ内容となっていることを指摘しなければならない。この点

は、二国間投資協定とチリがカナダと結んだFTA及びメキシコと結んだFTA

のそれぞれにおける投資にかかわる部分との相違となっており、重要な意義を

有している。

最も重要な相違は、NAFTA及びチリがカナダ及びメキシコと結んだ二国間

FTAにおいては、投資を既に行った企業のみならず、投資を行うためにその

準備期間にFS(フイージビリテイ．スタディ）を行うなと．して、多額の支出

を行った企業が、相手国政府の盗意的な政策や制度の変更により、重大な損害

を与えられた場合にも紛争解決の機関に訴えることができるという内容が含ま

れていることである。ただし、これに基づく紛争ケースはこれまでのところな

く、実際にこうしたケースにおいて、どのような基準が当てはめられるか必ず

しも明確になってはいないとされている。
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このようなケースは、企業のpre-establishmentのケースと呼ばれている。

言い換えれば、一般の投資協定においては、既に投資を行った企業が協定上の

投資家と定められていることから、相手国に対してまだ投資を行っていない段

階での、すなわち準備段階での支出を行ったにも関わらず、まだ投資を行って

いない段階であれば投資家とは認められず、例えば相手国政府がその分野の投

資を認めなくなったことによって被る損害が生ずる時に紛争解決措置に持ち込

むことが出来ないのである。

これに対してNAFTAは、pre-establishmentの場合についても定めており、

NAFTAと同様なFTAを結んだチリとカナダの自由貿易協定およびチリとメキ

シコのFTAにおいても、この規定が盛り込まれている。但し、チリの場合重

要なのは、この規定は外国投資の一般規定と考えられている外国為替管理法の

第14条によって行われる投資に限っていることである。しかしながら、実際に

は法令第600号による投資の占める割合がかなり大きいため、この自由貿易協

定による投資にかかわる規定がなくとも、すなわち一般投資協定のみであって

も実際上非常に重要な相違とはならないと言う点を指摘する必要がある。

さらに重要なことは、一般的投資協定においては、紛争解決に関わる規定に

ついても法令600号による投資も第14条による投資もいずれも対象となってい

るという点である。

(4)パフォーマンス・リクァイアメント

チリの投資に関する規定のなかで、重要な第三の点として検討を有するのが、

パフォーマンス・リクワイアメン卜に関する分野である。

基本的にパフォーマンス・リクワイアメン卜を外資系企業に対して課すこと

はチリの法律には一般的な形では定められてはいない。したがって、例えば特

定の輸出義務を課すとか、ローカル・コンテントを要求するといったようなこ

とは定められていないのである。
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しかしながら、特定の分野の産業に関してパフォーマンス・リクワイアメン

卜に準ずるような規定のある場合がかなり例外的な形ではあるが存在している。

その一つは漁業であり、チリの場合には漁船は漁獲を行う許可を得なければな

らないことを漁業法が定めている。そして、その際許可は、企業ではなくて漁

船に与えられることとなっており、さらに漁船は登録された船でなければなら

ないこととなっている。ところが、その登録に際して、漁船の所有については

チリ人が51％の所有権を持っていなければならないといったような規定が定め

られているのである。しかしながら、こうしたチリの漁業法のような規定は多

くの国で一般に行われているものであるとされている。

同様な状況は、航空会社の国内線の操業に関しても存在しており、国内線に

はチリ以外の企業の参入は許されていない。しかしながら、この状況は米国や

日本でも同様であり、チリだけが特にこれを定めている訳ではないといえる。

(5)チリとの投資協定締結のメリット

以上に検討したところから投資協定を行うことは、多くのメリットがあると

考えられる。まず、第一に一般的にはチリの憲法において内国民待遇が定めら

れているとはいえ、二国間の投資保護協定によって、それを再確認し、国際的

な協定としておくことは、投資環境の改善につながると言える。

第二に重要なのは紛争が生じた場合の解決が、投資協定があった方がはるか

に有利となると考えられることである。その理由は投資協定がない場合ICCID

に提訴することが可能であるとはいえ、それに対してICCIDが定めている規定

に基づいて、チリはwaiver ( ICCIDによる紛争解決を受け入れない権利）を行

使することができる。そして現にチリ政府は一度だけではあるが、waiverを

行使した前例がある。

これに対して、投資協定が行われている場合には、その第10条に定められて

いる通り、まず可能な限り紛争に関して友好的な話し合いによって解決を図る
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こととなっている。しかしながら、6ケ月以内に解決出来ない場合には、投資

家は次の二つのいずれかの方法で解決を求めることが可能である。その一つは、

投資相手国の司法制度（すなわち裁判所）に委ねる方法である。第二は国際仲

裁に委ねる方法である。ただし、ここで重要なのは、このいずれかを一旦選ん

だ場合には、以後、もう一つの方法を選ぶことは出来ないと言う規定があるこ

とである。この点は次のように投資協定が定めている。「投資家が上記のいず

れかに当該紛争を委ねる場合には、その選択は決定的なものとなる」

投資協定がない場合であってしかも投資国と投資相手国がいずれもICCIDの

加盟国であった場合に、投資家が直接ICCIDに紛争解決を委ねることができる

かどうかについては前例がないために、それが可能かどうかは必ずしも明らか

でない。チリがICCIDに対しwaiverを行使したケースは、外国人投資家が国内

司法に一旦委ねたところ司法の決定がその投資家に不利となったことから、そ

の後にICCIDに訴えたため、チリ政府としてはこれに応じられないとの判断か

らwaiverを行使したとされる。

いずれにしても、二国間投資協定では、紛争解決については国際仲裁に委ね

ることが可能となることが明文化されることから、紛争に際しての予知可能性

が高まるという重要なメリットがあることは確実である。

第三のメリットとして指摘すべきは、上に述べたような二つの重要な要因に

基づき、例えば投資保険の保険料率が下がる可能性があるということである。

いいかえれば、予知可能性が高まり、その点でいわばカントリー・リスクが低

下することにより、チリに関わる投資保険の保険料率は低下し、このことによっ

てさらにチリへの投資協定締結国からの投資環境が改善する可能性が高まると

いうことである。なお、このことに関連しては、投資協定において第8条によっ

て代位弁済の原則が定められており、この方式によって投資保険の当事国の政

府機関が賠償金の支払いの直接の受取人となり得ることが定められている。

以上のような3つの観点からFTAを締結しない場合、その代わりに、また
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はFTAを締結するまでの間投資協定を行うメリットは決して少なくないと考

えられる。

この点に関連して、米国とチリのケースが注目される。米国との間には投資

協定は結ばれておらず、また米国との自由貿易協定は現在交渉中である。した

がって米国にとっては、チリにおける米国の投資を保護する法律的な効力を有

する協定が現在のところ存在していない。このことは投資協定または、投資に

関する部分を含めたFTAを結ぶことが、米国にとって重要なメリットとなる

可能性を意味している。

他方、チリは貿易の分野で特に米国とFTAを結ぶことに強い関心を有して

おり、市場開放のみならず、米国が一方的にその法律に基づいて行うようなア

ンティダンピングに関する措置などについて、FTAによって、よりチリの利

益を反映した形での解決をはかることが可能となること力糊待されている。従っ

て、チリは米国とは投資協定よりもFTAを結ぶことを強く期待していると考

えられる。
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終章 米州におけるリジョナリズムと日本

1．マルティラテラリズムと米州のリジョナリズム

(1)マルティラテラリズムとリジョナリズムに関する研究の視座

ウルグアイ．ラウンドが終了し、マラケシュ宣言が採択され、WTO体制に

移るのとほぼ同時に、世界の主要な地域におけるリジョナリズムがいずれも重

要な決定を行い新たな段階に移行している。その中で最も顕著であったのが米

州であった。WTO移行によってグローバルな国際的自由貿易体制を維持・強

化するための本格的な枠組みが整えられたまさにその時期に、そのような決定

が行われたこと自体、今日の国際経済システムにおけるマルテイラテラリズム

ないし、グローバリズムとリジョナリズムの複雑な関連を象徴するものである

と言えよう。

その経緯は、マルテイラテラリズムとリジョナリズムが相互に緊張関係を保

ちながら進んだと見ることが出来る。すなわち、ウルグアイ・ラウンドにおい

て農業やサービス貿易、知的財産権等をはじめとする多くの新たな分野におけ

るグローバルな自由化の進展を強く求めていた米国は、その提案内容に対する

多くの諸国からの強い抵抗にあう中で、ウルグアイ・ラウンド交渉とは別にメ

キシコ、カナダとのNAFTA (北米自由貿易協定）交渉を開始するに至った経

緯がある。

NAFTA交渉の開始はグローバルなシステムを通じての自由化への進展が容

易でないことが強く認識され、かつウルグアイ・ラウンドの完了が危倶される

中で、米国がリジョナリズムをも選択肢に入れたことを意味し、かつ、EUと

並ぶ市場規模を有する地域経済圏が新たに形成されることを意味した。

このような推移は、特にEUを含む世界の多くの国々にウルグアイ・ラウン
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ドが決裂すれば、世界中にリジヨナリズムが広がり、保護主義ないしは第二次

世界大戦前のようなブロック経済さえも進みかねないとの強い懸念を抱かせる

に十分であった。この危機意識がグローバルな自由化の枠組みを何としても確

立しなければリジョナリズムの歯止めが出来ないとの認識を強めさせ、ウルグ

アイ．ラウンドの完了を促して、WTO体制への移行へと導く要因となったと

考える事ができ、この意味でマルテイラテラリズムとリジョナリズムは相互に

影響しあいながら進展してきたと見る事ができる。

従って、ウルグアイ．ラウンドが終了し、WTO発足の行われた1994年から

95年にかけての時期は､リジョナリズムの進展においても画期的な決定の行わ

れた時期であった。すなわち、1993年11月の欧州連合(EU)の正式発足は、

ヨーロッパにおけるEEC (ヨーロッパ経済共同体）にはじまった統合が、い

よいよ最終的な段階に達したことを意味した。一方、同じ93年11月に北米自由

貿易協定(NAFTA)が長い審議の末、米国議会で批准された。これは戦後

の長期間に、一貫してマルテイラテラリズムを堅持してきた米国が、地域的統

合を開始させた重大な決定であった。さらに、その数日後にはクリントン大統

領は、シアトルのアジア太平洋協力(AP EC)会議の非公式首脳会議におい

て「太平洋経済共同体」構築という考え方を提案したのである･･

翌94年には、アジア太平洋地域と米州地域における地域統合に関する、さら

に重要な決定が行われた。すなわち、94年11月にはインドネシアにおけるAP

EC非公式首脳会議において、ボゴール宣言が採択され、同宣言によってアジ

ア太平洋地域での貿易自由化の目標が2010年（途上国にあっては2020年）と定

められた。その翌月の12月には米国フロリダ州マイアミで米州サミットが開催

され、マイアミ宣言が採択された。同宣言により2005年までに米州自由貿易地

域(F TAA)を創設する交渉を終了するという目標が定められた。

以上のような経緯からも明らかなように、今日マルテイラテラリズムないし、

グローバリズムとリジョナリズムは緊張関係を保ちつつ、対立と補完の両面を
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有しつつ進展しつつあると見ることが出来よう。このように、グローバルな自

由化を推進するためのWTO体制が強い国際的支持のもとで成立した後もなお、

リジョナリズムの動きが活発にその拡大と深化を続けている要因を考察しよう

とするのが本節の目的である。本章においては、このような検討を行ったうえ

で、これまでの各章で検討してきた米州におけるリジョナリズムの進展に対し、

日本にとってどのような選択肢があるかを考察することとしたい。

そのためには、少なくとも次の3つの視点からの検討が必要である。第一は、

マルティラテラルな自由化をめざすGATT/WTOにおいて、リジヨナリズム

がどのように位置づけられているか、どのような性格のリジョナリズムであれ

ばグローバリズムのもとで容認されると見ているかを、GATT24条の規定がど

のような実効性を有しているかという視点から検討することである。GATT24

条に関しては、本書の第5章第1節で考察した。本節ではその実効性に焦点を

あて、補足的な検討を行う事としたい。（本節の(2)）

第二は、マルティラテラリズムとリジョナリズムは本来必ずしも同一の目標

を目指すものではなく、従って、ある分野では対立的であるが、他の分野では

補完的であると考えられる。そこで地域統合が果たすことを期待されている機

能という視点から、そのマルテイラテラリズムとの関連を検討することとした

い。（本節の(3)）

第三に、リジョナリズムの実態がきわめて多様であり、かつ重層的、破行的

であること、しかもそれはヨーロッパ、米州、東アジアでは非常に異なった状

況にあることである。そこでリジョナリズムとマルティラテラリズムの関係を

これら各地域における経済関係の緊密化の実態に則して検討することとしたい。

(本節の(4)）

これらを行った上で、米州を初めとする世界の主要地域でのリジョナリズム

の進展の現実に対する日本の「新たなアプローチ」の可能性について一般的に

検討し（本章の第2節)、さらに、米州のリジョナリズムの進展への｢新たなア
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ブローチ｣について検討する（本章の第3節）ことにより、本書の結語に代え

ることとしたい。

(2) GATT/WTO体制のもとでの米州のリジョナリズム

GATTは、その発足当初からマルティラテラルなGATT体制のもとでも一定

の条件の範囲内で地域統合を認める方針を有しており、それを定めたのがGAT

T24条であった。しかしながら、その実質的適用は行われてこなかったとの見

方が強い。すなわち、GATT24条はそれに違反するかどうかの審査の基準と違
（1）

反した場合の措置に関しては、十分に機能して来なかったと考えられている。

GATT24条が有効にその役割を果たしていない理由の一つとして、GATTが

設立されたとき、GATTの下で今日のように大きな規模の地域統合が実現する

ことは考えられていなかったことが挙げられる。当時にあっては、小さな地域

統合だけが想定されていたと思われる。しかし、今日、EUやNAFTAは、き

わめて規模の大きい地域機構であり、いずれも世界のGDPの30%以上を占め

ている。従って、世界経済の6，7割以上を占める地域が、地域統合のプロセ

スにはいっており、むしろ現実には、地域統合のスキームの方が、貿易･投資

レジームとしては、より重要となりつつあるという実態が生じている。

しかも、この他、少なくとも次のような4つの点が、GATT24条がその役割

を果たすことを困難にしてきたと思われる。(a)地域統合における自由化が「実

質上全ての分野」において行なわなければならないとされているが、その意味

が明瞭でないこと。(b)最終的な経済統合に至るまでの過渡的期間が明確に定め

(1) GATT第24条の下で通告された地域協定でGATT違反とされたものはこれまで皆
無である。それどころか、第24条に該当するか否かを審査しているGATT作業部会は、
暖昧な報告書を作成するにとどまっている。またローマ条約が締結された1957年以来、
GATT作業部会はECの地域統合のプロセスに関する合意に達することが出来ない状

況が続いた。しかも、1973年にEECがその加盟国を6ケ国から9ケ国に拡大したとき、
GATT24条作業部会は、報告書を作成することさえ出来なかったのである。第5章の
注(1)も参照。
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られていなかったこと。したがって、完全な経済統合に至るまで何年間でも不

完全の状態が続くことが可能であり、GATTの規則上必ずしも適当でないと思
（2）

われるような中間的状態がいつまでも続くことが可能となっていたこと｡ (c)

また、地域統合が形成されるに際して定められる対外共通関税の一般的水準は、

それが形成される以前よりも高くなってはならないことおよびそれ以外の貿易

に関する規制が、より制限的なものとなってはならないことが定められている

が、ここで一般的な対外共通関税の水準という言葉の内容が、明確に規定され

ていなかったこと。(d)原産地規則、アンチダンピング条項、セーフガード条項、

政府調達などは地域統合に加盟しない国々に対して、差別的な効果を持つ可能

性が高いが、これらについての問題が存在すること。

GATTウルグアイ．ラウンドにおいては、これらの問題の一部についてある

程度の進展が見られるにとどまった。例えば、完全な経済統合への移行期間を

10年以内と決めたことや、対外関税の一般的水準については、貿易量に配慮し

た全ての関税の加重平均としたことなどがそれである。しかし、それでも、上

記のうち、(a)および(d)については、なお、重要な問題が残っている。例えば(a)

については、第5章で述べたように、WTO事務局でもそれを認めており、さ

まざまな解釈が可能である。

GATT24条がその役割を果たすことを困難にしている主要な要因については、

上に述べた通りであるが、そのことを念頭に、上記のWTOに通告されている
（3）

地域統合が、WTO協定と整合的なのかどうかについて、検討する必要がある。

(2)移行期間に関しては、1997年当時にGATT24条に基づいて通告の行われていた協定
の内、19については移行期間が定められていなかった。

(3) GATT24条に基づく通告のほか、ウルグアイ・ラウンド以降、サービス貿易につい
て定めたGATSの第5条のもとでの通告が行われている。ローマ協定、ヨーロッパ経
済領域(ECとアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)、北米自由貿易協定
( NAFTA )、カナダ・チリ二国間協定、オーストラリア．ニュージーランド二国間協
定(ANZCERTA )およびECと東欧諸国（ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、
ポーランド、ルーマニア、スロバック共和国）のそれぞれの国との二国間協定が通告
されている。これらはいずれもGATT24条のもとで通告されている協定と重複してい
る。
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まず、主要な統合の中でもEUについては既に24条との整合性についての多

くの研究が行われ、共通農業政策を始め、差別的な特徴を今日もなお多く有し

ていることが指摘されている。一方、NAFTAに関しては、その発足にあたっ

てGATTと整合的であることが強調されていたが、なお、多くの点で問題があ

ることも指摘されている。NAFTAについては、すでに第5章で詳細に検討し

たが、例えば、NAFTAに関する著名な研究者であるHafbauerおよびScho tt両

氏の研究によれば、NAFTAはGATTに通告されている他の地域統合のいずれ

よりもよりGATTの条項に適合していると結論しているが、それでもなお産業

部門別の原産地規則、特別なセーフガード条項、紛争解決手続き等に関する部

分には、問題のあることを指摘している。HafbauerおよびSchott両氏の研究

で、最もGATTと整合的であるとされるNAFTAでさえ、このような多くの問

題視される規定があるとすれば、他の協定については、そのGATTとの整合性

により多くの問題があると考えざるを得ない。

本書で論じている米州におけるリジヨナリズムとの関連では、上記の他に、

途上国に対する授権条項( Enabling Clause )に関しても言及しておく必要が

ある。授権条項に基づき通告されている協定の中で最も重要だと考えられるの

は、ラテンアメリカの主要11ケ国（南米の10ケ国とメキシコ）からなるラテン

アメリカ統合連合( ALADI)の発足を定めたモンテビデオ条約である。1980

年のモンテビデオ条約（以下、新モンテビデオ条約と呼ぶ）は、1961年にラテ

ンアメリカ自由貿易連合( LAFTA、スペイン語ではALALC )の発足を定め

たモンテビデオ条約をラテンアメリカ統合連合という形で発展させたものであ

る。新モンテビデオ条約は、加盟国間の関税の相互引き下げ、または撤廃のた

めの協定であるとされており、1981年に有効となり、82年にGATTに対し通告

が行われている。統合の完了までの期間については定めがない。これに対して、

この統合連合の準地域協定として結ばれた南米南部共同市場( MERCOSUR )

の発足を定めたアスンシオン条約は関税同盟を目的としており、1991年に有効
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となり、移行期間が定められている。

ラテンアメリカ統合連合( ALADI)自身は、今日、地域統合の推進という

観点からは、必ずしも重要な組織とは考えられていない。既に他の研究で詳細
（4）

に分析したように、その下での関税率の相互引き下げの幅が比較的小さく、

それが有効に域内貿易の拡大につながっていないからである。しかしながら、

ラテンアメリカ統合連合が重要であるのは、それがGATTに正式に通告されて

いることであり、そのもとで、第2章で述べたように、きわめて多数のラテン

アメリカ地域における二国間協定が結ばれ、実質的な経済関係の拡大が進んで
（5）

いるからである。これら多数の二国間協定は、全てラテンアメリカ統合連合

による地域統合の一部と見なされる立場がとられており、それらについてはG

ATT/WTOに対する通告は行われていない。すなわち、ラテンアメリカ統合

連合は、ラテンアメリカ域内における複雑な地域統合のいわばアンブレラー協

定的な存在となっていることに留意する必要がある。

ただし、アンデス・グループの発足を実現するためのカルタヘナ協定は、ラ

テンアメリカ統合連合とは別に通告がなされている。アンデス・グループはラ

テンアメリカ統合連合を形成する諸国の一部であり、本来はアンデス準地域統

合という形でALALCの準地域として発足した経緯あるが、1992年に至って独

立した形での通告が行われているのである。一方、ラテンアメリカ統合連合に

参加していないラテンアメリカ・カリブ諸国の二つの統合は、GATT24条に基

づく通告が行われている。すなわち、1961年に発足し、76年に移行期間を完了

した中米共同市場( CACM )および73年に発足し、81年に移行期間を完了し
（6）

たカリブ共同体(CARICOM )がそれである。

(4)細野昭雄、1995参照
(5)但し、MERCOSURはALADIの準地域であり、ALADIの一部として通告されて
いる。ALADI諸国間の他の協定は通告されていない。

(6)この他、Enabling Clauseのもとで、他の地域の途上国間の協定が結ばれている。
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(3)マルテイラテラリズムとリジョナリズムの目的の多様性

一米州におけるリジョナリズムを中心に

マルテイラテラリズムとリジヨナリズムの相克と補完に関しては、それぞれ

が目指す目標が本来異なることから、その関連性は必ずしも対立的ではなく、

補完的である場合も多いことが指摘されている。

いうまでもなく、今日、世界の国々がWTOに参加する目的と地域統合に参

加する目的とは必ずしも同一ではない。また、WTO自身の設立の目標および

各地域統合において定められているそれぞれ発足の目標も当然異なっている。

一方、共通に目指している目標としては、自由化の推進と、より進んだ貿易．

投資レジームの構築をあげる事が出来よう。この「共通の目標」に関わる点に

ついては後に述べる事としたい。

リジヨナリズムの目標については、経済的目的と政治的目的との二つに大別

することが出来よう。経済的目的については、グローバリズムで目指すのと同

様な貿易の自由化の目標はあるが、それは多くの目標の一つに過ぎない。経済

面での目標としては、とりわけ三つの機能が重要であると考えられる。その第

一は、言うまでもなく域内の国際的経済活動の拡大と多様化を可能にする機能

である。しかし、それは単に貿易量や投資額が拡大することのみを意味する訳

ではない。それ以上に重要なのは、地域統合によって広域経済圏が形成され、

それによる規模の経済が発揮されることが期待される。さらに域内で関連産業

集積のメリットが実現し、多くの場合特定分野のクラスターが形成されていく

可能性も高い。さらに地域統合を通じて参加する近隣諸国相互のエクスターナ

リティーの内部化が一層可能になることも期待される。

すなわち、GOC (Gulf Cooperation Council)の加盟国間の統合経済協定、東・
南アフリカ共同市場( COMESA )、イラン、パキスタン、トルコからなるECO
(Economic Cooperation Organization)の特恵関税協定、南アジア特恵貿易協定
(SAPTA )、ASEAN自由貿易地域( AFTA)等の他、世界の各地域の途上国が多数
参加する形での途上国間の貿易協定も同様である。なお、アラブ共同市場については、
GATT24条のもとでの通告が行われている。
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第二に、近隣国同士の経済相互依存度は一般的に高く、相互に経済的な変化

の影響を受けやすい状況にあることから、経済統合プロセスを通じての近隣国

間のマクロ経済政策の調整や協議等により、統合を行いつつマクロ経済調整、

通貨面での調整などを行い易い体制にすることは、地域内経済の安定等のため

に重要な効果があると考えられる。NAFTA発足後のメキシコにおける1994年

から95年にかけての通貨危機において、米国が積極的な支援を行ったのもその
（7）

一例であるということが出来よう。

第三の重要な機能であると考えられるのは、特に途上国の場合、それぞれの

国が行ういわばユニラテラルな自由化をWTOに対してコミットする以前に、

地域レベルでコミットすることによって自由化を後戻りすることのない継続性

の高い措置とすることが可能となり、国際的な信頼を得ることができることで

ある。このことについては、ラテンアメリカにおける90年代の地域統合の進展

に際して特に強調された点であった。

一方、政治面では、何よりも統合を行う諸国の間での相互依存関係が強まる

ことにより、近隣国相互の対立や戦争を回避する一方、地域全体としての安全

保障のための体制を構築することが出来るという機能がある。このことについ

ては、ヨーロッパにおける統合が、その始めの時期から強く目指していた点で

あった。ヨーロッパにおいては、第二次大戦の苦い経験が、域内統合を強力に

推進する力となったことは言うまでもなく、再度の戦争を回避するための統合

であったと言うことも出来る。また、ヨーロッパ統合がグローバルな貿易体制

であるGATT体制と対立する可能性があるにも関わらず、米国がこれを支援す

る立場をとったのは、旧ソ連圏の存在に対して、当時ヨーロッパ統合とほぼ一

体の形でヨーロッパにおける集団安全保障体制が形成されていたことを強調す

べきであろう。

(7)本書第3章参照。
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今日の地域統合は、必ずしも地域内戦争の回避やその地域の集団的安全保障

を目指すものではないとしても、地域統合を行うことが事実上そのような効果

をもたらすことは否定し得ない。ラテンアメリカにおいてもかつて軍事政権下

では対立することの多かった、例えばアルゼンチンとブラジルが、MERCOSUR

によって統合を行うことを決意したことは、軍政から民政への移行が行われた

直後であり、MERCOSUR形成が政治的、軍事的にも重要な意義を有していた

ことは明らかである。

政治面での地域統合の役割として第二に指摘することが出来るのは、地域統

合を通じての加盟国の対外的交渉力の強化である。単に政治的な交渉力のみな

らず、広域経済圏を作ることによって経済的な交渉力も強まると考えられる。

この点では、例えばMERCOSURが形成されることで、ブラジルまたはアルゼ

ンチンがそれぞれ一国でEUとの交渉を行うよりもはるかに交渉力が強まった

と言えよう。実際EUとMERCOSURの間には、フレームワークアグーリメン

トが結ばれ、関係拡大への協議が行われてきている。同様にMERCOSURの統

合が進展することによって、FTAA交渉においてアルゼンチン、ブラジルが個々

に交渉を行うよりも、両国がより有利な交渉力を有するに至ったと言えよう。

今日、ブラジルはまずMERCOSURにおける統合を実現し、可能であれば

MERCOSURとアンデス諸国との連携などを強め、その上でFTAA内における

交渉を有利に進める戦略を有していると伝えられる。

以上に述べたような地域統合の有する経済的および政治的機能は、個々の加

盟国にとっては、WTOのもとでのマルティラテラルな自由化の進展のもとで

実現するものではない。各加盟国としては、マルティラテラルな自由化にも参

加すると同時に、上に述べたような目標を達成する方法として地域統合を選択

することは、必ずしもマルテイラテラリズムとは矛盾するものではないのであ

る。

これに対して、貿易・投資の自由化や貿易・投資に関するレジームの形成と
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言う、先に述べた「共通の目標」に関しては、リジョナリズムの進め方によっ

ては、マルテイラテラリズムと深刻な対立・矛盾を引き起こす可能性がある。

まず、貿易・投資の自由化に関しては、地域内においてそれを行ってからグロー

バルな自由化に移行するという考え方も可能であろう。途上国の場合には、途

上国の競争力の不足等から、それが必要であることが正当化される可能性もあ

ろう。ただし、先進国間の場合には、APECにおけるような「開かれた地域主

義」の方式で行われない場合には、先に、本節の（2）で述べた通り、WTO体

制の推進とは相容れない状況が生ずる可能性がある。

また、地域統合の進展を貿易・投資レジーム形成のプロセスという観点から

検討する必要もある。今日､ 国際経済における相互依存度は強まっており、し

かもきわめて多様な国際的経済活動の拡大が見られている。したがって、その

経済活動に関して、その発展に対応したより深化したレジームを構築していく

必要がある。しかしながら、GATT/WTOのもとでは、利害を異にする非常

に多くの国が参加して合意を得なければならないことから、必要なレジームの

形成は、実際の経済活動の進展から常に遅れる傾向がある。特にウルグアイ・

ラウンドにおいて米国が強く主張したサービス貿易や、貿易関連投資に関する

レジーム、知的所有権に関するレジーム等については、ウルグアイ・ラウンド

においてかなりの進展は見られたものの、必ずしも米国が求めていたものは実

現せず、WTOにおいて引き続き協議・交渉が行われることとなっている。

そこで経済関係の緊密な近隣諸国の間で交渉し、GATTプラスのレジームを

実現し、それをより多くの国との関係に広げていくのが、より現実的であると

の考え方もある。しかしながら、少数の近隣国の間で最適なレジームがマルティ

ラテラルなシステムにとって最適とは限らない。

米国がウルグアイ･ラウンドで求めていた内容の多くはNAFTAに盛り込ま

れており、NAFTAはいわばより進んだ貿易・投資レジームとなっている。米

国は、NAFTAで定められたレジームはいわゆる「GATTプラス」であるとし、
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かつブッシュ政権時代においては、これを受け入れる国に対してはNAFTA市

場を開放し、NAFTA加盟国として認めるという戦略、すなわち、ハブ．アン

ド・スポークスの戦略を打ち出した経緯がある。これは、NAFTAの貿易・投

資レジームを受け入れる国にNAFTAへのアクセスを与えると言う戦略である。

この戦略はAPECの発足やFTAA構想によって後退したが、それでも米国はFT

AAなどを通じてGATTよりも進んだ貿易・投資レジームを定着させていく意

向を有している。

すなわち、貿易・投資レジーム形成という観点からは、世界で圧倒的な経済

的優位性を有する米国を中心としたレジームが、実質的なグローバルスタンダー

ドとなっていく可能性は高いのである。この意味でGATT /WTOの下でのレ

ジーム形成よりも進んだ形で事実上のグローバルなレジームが米国主導で行わ

れていく可能性がある。従って、広域的なAPEC、FTAAのような地域におけ

る地域統合の進展については、単に貿易・投資の自由化のそのもののみならず、

これに関わるレジーム形成の観点からも注目する必要がある。

(4)リジョナリズムの重層性及び破行性

一米州のリジョナリズムと他の地域のリジョナリズム

通常マルティラテラリズム対リジョナリズムと言ういわば二元論的な見方が、

一般的に行われるようになってきているが、マルティラテラルな自由化が、W

TOという国際的枠組みの下で､一定のルールに従って進められるのに対し、リ

ジョナルなプロセスは著しく複雑かつ多様な動きであり、しかも重層性と肢行

性がその特徴となっている。

言うまでもなく、リジョナリズムはAPECやEU、さらにはFTAAにむけて

のプロセスのように包括性の高い、かつ多数の国の参加する「大地域主義」か

ら様々な機能を託された「小地域主義」まで、その進展は著しく重層的である。

しかも「大地域主義」と「小地域主義」とは相克と補完の関係にあり、これは
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マルティラテラリズムとリジョナリズムが相克と補完の関係にあるのと同様な

状況を作り出している。さらに、この重層的な地域主義の進展は、世界の主要

地域において非常に異なっている。ヨーロッパにおいては、EUがコアとなり、

その周辺への拡大が様々な形で行われている。一方、米ソ､ﾄ|においては、北にN

AFTAが形成され、そのNAFTAの外延的な拡大の可能性が指摘されながらも

(例えばNAFTAへのチリの加盟等)、それはこれまで、米国におけるファース

ト・トラックの議会による承認が困難であったことからクリントン政権下では

進まなかった。むしろ米州においては、ラテンアメリカ諸国において多数の小

地域主義的進展が複雑に見られる一方、これら全てとNAFTAを含む形での米

州自由貿易地域( FTAA )構想実現に向けた具体的協議や交渉が進められる段

階に至っている。

一方、東アジア地域においては、1960年代より、貿易・投資の域内での拡大、

すなわち、実態としての経済統合( market-led integrationとよばれる）が着

実に進み、さらに、アジア太平洋地域の協力体制としてのAPECが「開かれた

地域主義」を目指して発足している。これにはNAFTA諸国や南米のチリおよ

びペルーも加わっている。さらに、ASEAN自由貿易地域( AFTA )が域内統

合を進める一方、多数の実質的な準地域経済圏、いわゆる「局地経済圏」の形

成が進んでいる。

しかも、これらの3つの主要地域における異なるリジョナリズムの多様な進

展は、それら統合プロセスの深化に関しても拡大に関しても破行的な性格を有

している。すなわち、ある部分が先に統合を深化させ、他の部分がこれに続く

という形である。

以上のような多様性と破行性の特徴を強く有する多様なリジョナリズムの進

展は、それぞれの地域における域内経済活動の拡大の実態を反映するものであ

るとも言える。従って、これらについてのさらに詳細な研究を行うためには、

そうした域内国際的経済活動の要因、特にそれを活性化させている主要な要因



米州におけるリジヨナリズムとFTA186

を分析する必要がある。このことについて理解するために、東アジアと米州の

比較を行うことは興味深い。両地域の国々の経済規模や人口、経済発展の相対

的な段階は、かなり共通性が高く、また、両地域はグロース・センターと呼ば

れる成長率の高い中所得国やエマージンク・マーケットと呼ばれる資本市場の

急速な発展が共通に見られるにも関わらず、そこで進んでいる域内の国際的な

経済活動の進展については大きな相違が見られるのである。

東アジアにおいては、一般に「雁行型経済発展」(flying wild geese pattern

of development)と呼ばれているダイナミックなプロセスが進み、実質的な

地域経済圏が形成された。この「アジア型」ともいえる東アジアにおける経済

関係の緊密化は、次のような形で進んだと考えられる。周知のとおり、日本の

高度成長と工業化が進み、それに次いで日本で比較優位を失った産業が、東ア

ジアNIEsに日本からの直接投資や技術移転によって移動し、東アジアNIEsに

おける工業化が進んだ。さらに、日本と東アジアNIEsからのASEAN諸国への

直接投資が進むことによって、ASEAN諸国の工業化が進むというダイナミッ

クな国際分業の進展がおこり、域内の工業化と貿易拡大が進んだのである。こ

の傾向は現在も進んでおり、最近はさらに中国沿海部を中心とする諸地域やベ

トナムへと広がり、将来はミャンマーやインドへも広がっていく可能性が指摘

されている。

東アジアでは、このように「雁行型発展｣、または重層的な連鎖型発展によっ

て、次々と新しいグループの諸国に広がっていき、全体として東アジアの経済

発展と域内貿易の拡大が進んだの対し、米州地域においては、それはほとんど

起こらなかった。ラテンアメリカにおける主要なパターンは、明らかに雁行型

発展のパターンではない。あえて、東アジアと比較するために思い切った単純
（8）

化を行えば、次のように見ることが出来よう。ラテンアメリカの各国および

(8)このラテンアメリカで見られるパターンの詳細については、本書の補論および堀坂
浩太郎・細野昭雄編、1 996年参照。
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各企業が、それぞれ資源、技術、経営ノウハウ等の有利な点を生かしつつ、ラ

テンアメリカ域内はもとより、域外をも視野に入れて国際的展開を行ってくと

いうのが、ラテンアメリカの企業の国際化の主要なパターンであったという捉

え方である。それは、アジアにおけるような発展段階の異なる国の間での重層

的な投資、技術移転および賃金水準の異なる労働力の組み合わせからなる、比

較優位に基づく関係の展開では必ずしもない。

「ラテンアメリカ型」展開においては、具体的には次のようないくつかのパ

ターンがみられる。まず、ラテンアメリカの個々の企業が持つそれぞれの有利

な点、例えば、その企業が位置している国の豊富な資源をベースに、その資源

開発や加工のノウハウ、その加工品の国際的な販売等における優位性・競争力

を利用して行っていく国際的展開が、最も典型的なパターンの一つである。こ

れら企業の展開においては、欧米の企業との連携も行われており、また、その

活動の地域が、最近のメキシコのCEMEX社にみられるように、アジアへも広

がっていく兆しが見られることに注目すべきであろう。

ラテンアメリカにおける企業の国際的展開のパターンとして、第二に指摘す

べきは、エネルギー、通信、運輸、金融などの分野での南北アメリカ、特にラ

テンアメリカにおける複数国間にまたがる規模での事業展開である。

第三に指摘すべきは、東アジア程ではないが、ある程度の賃金水準などの相

違等を利用した、企業の国際的展開である。米国企業がメキシコとの国境地帯

に投資を行い、そこで加工して米国市場に再輸出する「マキラドーラ」による

加工も、その一つの例である（本書第3章参照)。この動きには､日本、韓国、

ヨーロッパの企業も加わっている。同様な動きは、米国からの中米・カリブ諸

国へのCBI (カリビアン.ベイスン.イニシャティブ、カリブ開発構想と訳され

る）を利用しての投資（いずれも輸出加工区等で行われている投資である）と

それに基づく輸出においても見られる。

第四に指摘すべきは、今日進んでいるMERCOSUR、NAFTA、多くの2国
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間協定や既存のサブリジョナルな統合の活性化により可能となった、ラテンア

メリカ域内の企業の国際的な展開や貿易・投資、技術移転などの動きである。

特に、そのなかで地域統合の効果として注目されるのは、自動車産業のような

大きな市場規模を必要とし、多数の多様な部品産業等の関連産業の集積を必要

とする産業の発展が、地域統合の制度的進展によって強く促されていることで

ある。

両地域の以上に述べたような相違が生じた理由の一つは、アジアでは各国

とも早くから輸出志向型経済政策をとったのに対し、中南米諸国においては、
（9）

長期にわたる輸入代替工業化政策をとったという相違がよく指摘されている。

また、このことと関連して、ラテンアメリカでは、米国やヨーロッパ諸国の直

接投資が、それぞれの投資相手先の国内市場向けの生産、または資源開発を中

心とするものであり、外資系企業によって実現した製造業は、必ずしも強い競

争力を持つに至らなかったという点も指摘されよう。

2．リジョナリズムと日本の「新たなアプローチ」の可能性

前節で検討したように、今日の世界におけるリジョナリズムの進展の状況は、

世界の3つの主要経済地域において著しく異なっている。すなわち、第二次大

戦後早くからリジョナリズムを推進してきたヨーロッパ地域においては、EU

が最も進んだレベルの統合を実現させつつあり、いよいよ通貨統合に到達し、

既にネイション・ステートの一般に有する重要な政策決定の一部を委ねる超国

家的な機構を備えるに至っている。まさにEUは今や多数の国を含む「疑似国

家」として生まれ変わりつつあると言っても過言ではない。

そして、このような形で域内統合の深化をここまで進める一方、同時に周辺

(9)このことについては、たとえば、Hosono, Akio and Neantro Saavedra-Rivano
l998参照
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の東欧諸国や旧ソ連諸国、地中海諸国やアラブ諸国などとの関税同盟、自由貿

易協定、協力協定等様々な形での統合のアプローチを実態に応じて選択しつつ、

まさに統合の外延的拡大を積極的に進めてきている。しかもEUは、従来から

アフリカ等の諸国(ACP)との差別的特恵輸入等を通じての関係の強化を行っ

てきていたが、最近では、ラテンアメリカ諸国との関係を強めてきており、す

でに第6章で詳細に述べたとおり、2000年7月には、メキシコEU自由貿易協

定を発効させ、現在チリとの自由貿易協定の交渉を行っており、さらに

MERCOSURと枠組み協定を結んでMERCOSURとの関係の強化をめざしてい

る。一方、アジア諸国との定期的な協議も行いつつある。すなわち、EUの場

合、コアとなるEU諸国内の高い水準での政治経済統合の推進を行う一方、外

延的には最もその近隣にある諸国とは、経済関係の実態に応じて様々な統合の

方式を駆使する形で関係を強化し、さらにより遠い地域、とりわけラテンアメ

リカや東アジア諸国のような成長性の高い地域との関係の強化も同時に進めて

おり、これら地域のグループに対しては、包括的なFTAの締結やそれに向け

ての協議、または広範な協力を積極的に行っている。

一方、第二次大戦後自らいわばパックス・アメリカーナと呼ばれる経済シス

テムを構築し、GATT ･ IMF体制を堅持する努力を行ってきた米国も、少なく

とも西半球域内においては、リジョナリズムを積極的に推進する政策を取るに

至っている。世界最大の市場を有する米国では、パックス・アメリカーナの経

済システムを維持するためには、本来は地域的貿易協定を結ぶことは、その基

本方針に反するものであると考えられていた。しかしながら、その方針を変え、

米州域内については、90年代に入ってリジョナリズムのプロセスを進める政策

に転換したのである。

すなわち米国は、米加自由貿易協定を結び、カナダとの経済関係の強化をめ

ざすとともに、例外的な形ではあるものの、イスラエルとの自由貿易協定を結

んだ。一方、米国に近接する中米・カリブ地域に対しては、他の途上国と差別
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する形での差別的地域特恵を内容とするカリブ開発構想（カリビアン・ベイス

ン．イニシャティブ、CBI)を、当初期限付きで実施し、その後これを恒久化

するに至った、そして、第5章で述べたように1989年にはNAFTAの交渉を開

始し、94年にNAFTAを発足させる一方、同年末にはマイアミにおいて米州サ

ミットを開催し、FTAA (米州自由貿易圏）の構想を提案し、その交渉が進ん

でいる。

また米国はシアトルのAPEC非公式首脳会談において、アジア経済共同体と

いった新たな考え方を提示するとともに、APECを地域協力を中心とした組織

から貿易・投資の自由化を推進する組織へと変えて行こうとするイニシャティ

ブをとった。

さらに単にFTAAやAPECの域内における貿易・投資の拡大をめざすのみな

らず、両地域における様々な貿易・投資のレジーム形成を行おうとする姿勢も

見られる。そして、それをWTO体制におけるレジーム形成に先駆けて行い、

WTOよりも進んだレジームの定着を狙う意図が窺える。このように、米国は、

WTOを中心とする世界自由貿易体制と同時にNAFTA、FTAAに見られるよう

なリジョナリズムを並行して進める政策をとり、かつ、米国の基本的方針に基

づく貿易・投資レジームの推進を行う政策をとってきたと言えよう。

こうした中で、我が国は「開かれた地域主義」を基本方針としているAPEC

への参加を除き、地域統合、自由貿易地域には属さず、専らWTO体制の堅持

を対外通商政策の基本としてきた。しかし、2001年10月には、シンガポールと

自由貿易協定締結に関する合意に達し、また、これより先、同年9月には、メ

キシコと日墨経済関係緊密化のための、自由貿易協定締結の可能性を含むさま

ざまな方策を検討するための、共同研究会を発足させるなど、従来の方針を大

きく転換させる動きがみられている。

こうした状況、すなわち、EUや米国によるリジヨナリズムの推移や、最近

の日本の動きを念頭に、日本が世界におけるマルテイラテラリズムとリジヨナ
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リズムをめぐる新たな進展に対し、今後どのような選択が可能かについて本書

の各章の研究を念頭に検討する事としたい。

はじめに、日本がリジョナリズムを積極的に推進するアプローチをとった場

合に、それによって生ずるマルティラテラリズムヘのインパクトについてまず

考えておく必要がある。すなわち、EU、米国に続いて日本もリジヨナリズム

を推進する方針を打ち出すことは、既に相対的な重要性が低下しているかに見

えるマルテイラテラリズムの軽視にさらにつながるおそれを否定し得ない。従っ

て、世界でも最も成長率の高い東アジア地域に位置する我が国は、この地域が

差別的な地域統合をめざすのではなく、オープン・リジョナリズムを目指すと

いう立場に立つと同時に、マルテイラテラリズムの維持と拡充に向けて積極的

に貢献していく立場を示す必要があろう。

具体的には、WTOでの自由化を積極的に推進するとともに、世界の中で最

大、かつ、最も成長率の高い地域である東アジアおよびアジア太平洋地域をA

PECという開かれたシステム、ないしは「実質上」開かれたシステムとして維

持し、APECの下での自由化の推進への貢献を引き続き行っていく方針を強調

する必要があろう。

次に、このような方針を明らかにした上での、マルテイラテラリズムととも

にリジョナリズムを推進していく「新たなアプローチ」としては、具体的には

どのような方法が可能であろうか。

このことを考える際には、現在の各地域におけるリジョナリズム進展の実態

を念頭において検討する必要がある。前節でも述べたように今日マルテイラテ

ラリズムがめざす目標とリジヨナリズムがめざす目標は必ずしも同一ではない

こと、しかもその目標には政治的目標と経済的目標ある事に留意する必要があ

る。

従って、これらの目標にそって実際に進められるリジョナリズムの在り方は、

地域によって非常に異なっている。ある地域での経済的目標を達成するリジョ
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ナルなプロセスが同時に政治的な目標の達成を可能にする場合もあり、そうで

ない場合もある。また、リジョナリズムの進展は、経済的目標を達成しようと

する場合においても、その地域で進んでいる経済関係の拡大と多様化の実態を

反映する形で行わなければならない。

このように見るとき、我が国が上述のような「新たなアプローチ」を選択し

ようとする場合には、リジョナリズムによっていかなる経済的な目標や政治的

な目標をめざすのか、その場合、どのようなリジョナリズムの推進が適切であ

るのかについて慎重に検討する必要がある。例えば、東アジアの場合、総合的

な安全保障を可能にするためのリジヨナルなプロセスと、中国をはじめ、アジ

アNIEsやASEANの経済実態を反映した、東アジア地域の一層の経済関係の拡

大と多様化を促すリジョナルなプロセスとは、異なるものとなる可能性が高い

のである。東アジア地域の安全保障に向けたリジョナルなプロセスの推進につ

いては紙数の制約のもとで詳細に検討することはできないが、それはヨーロッ

パの場合や米州の場合とかなり異なるものとならざるを得ないことが明らかで

坐 つ

め勺o

一方、東アジアで進んでいる経済的な関係の拡大の実態は、これまで雁行型

発展と呼ばれてきたダイナミックなプロセスであり、それは、米州やヨーロッ

パの場合と異なり、経済統合の制度的進展によって促されたのものではなかっ

た。少なくとも、90年代半ばまでは、市場メカニズムのみによって進んできた

ものであった。すなわち、東アジア地域においては既述の「市場先行型統合」

( market-led integration )によって実質的な地域経済圏が形成されてきたと

いうことができる。

最近では、東アジアにおける域内貿易は、東アジアの輸出総額の50%を既に

超えるに至っており、中南米諸国の場合の域内貿易の割合を大きく上回る水準

となっている。したがって、日本が選択しうる東アジアにおけるリジョナリズ

ムの経済的側面からの活用は、このような東アジアでの経済緊密化の実態を反
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映する形で行わなければならないことに留意する必要がある。言い換えれば、

東アジアでこれまで進んできた「雁行的発展」または重層的な連鎖型発展によっ

て貿易関係が次々と新しいグループの諸国に広がり、全体として東アジアの経

済発展と域内貿易の拡大が進んだことを重視し、そうした域内貿易の深化と周

辺への拡大を促す形でのリジョナリズムの構築が重要だと考えられるのである。

このような東アジアの重層的な連鎖的発展の進化と拡大を促すような様々な

リジョナルなアプローチを選択していく可能性は、十分にあると考えられる。

例えば、そのような発展を支える直接投資や技術移転、貿易をより円滑に推進

するような協議や協力を東アジア域内においてより緊密に行うことをめざすリ

ジョナルな取り組みは可能である。また、重層的・連鎖的発展は、域内の相互

依存関係を強めるが、それが通貨・金融情勢の急変、特に国際資本移動の急変

などによって妨げられることのないような枠組みを作ることをめざす協力も可

能であろう。その場合には、マクロ経済面・通貨金融面での東アジア諸国間の

調整や協力のメカニズムや、困難に陥った国に対して、資金的な支援を行う基

金の拡充などを含めることができよう。

また、東アジアにおいて近年着実に進んできている様々ないわゆる局地経済

圏、すなわち東シナ海経済圏、環日本海経済圏、黄海経済圏、南部中国経済圏、

バーツ経済圏などの様々なサブリジョンにおける貿易と投資の拡大をさらに円

滑に進め、これらの各経済圏における経済関係の緊密化や協力を可能にするこ

とをめざすリジヨナルなアプローチも可能であろう。

リジヨナリズムの動きは前節で述べたようにきわめて多様であり、かつ、重

層的かつ玻行的であるから、東アジアにおける上に述べたような経済的な目標

をめざすリジヨナルなプロセスも様々な形で実現することが可能であると思わ

れる。それをAPECの枠組みのもとで進めていくことは当然可能であるが、ま

たAPECの中の最も中枢的サブリジョンとしての東アジア地域が、目標と機能

に応じたリジョナルなアプローチを行っていくイニシャティブを日本がとるこ
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とによってAPEC全体とは異なる、しかもAPECをより活性化させるリジョナ

リズムを推進していくことが可能であると思われる。

同時に考慮すべきは、日本が積極的に東アジア域外の国々との関係や、世界

の諸地域において進められている多くのリジヨナルなプロセスとの関係を強め

ていくアプローチである。既に南米のMERCOSURはじめ、途上国には実体を

伴った地域統合の進展が見られているが、それらのいくつかと緊密な経済関係

をめざす対話や協力を行っていくことは、きわめて有意義であると思われる。

EUはMERCOSURとのフレームワークアグーリメントを締結しており、また

アジアにも積極的なアプローチを進めていることは既に述べた。これらと同様

なイニシャティブをとることは、我が国にとっても可能な選択肢であることは

いうまでもない。このことについては、次の第3節において我が国とラテンア

メリカ諸国との関係の緊密化に関する検討を試みることを通じて考察する事と

したい。

3．ラテンアメリカ諸国との経済協力枠組協定・自由貿易協定締結の可能性

(1)ラテンアメリカ諸国との経済関係強化の必要性の背景

今日、ラテンアメリカ地域は東アジア地域と並び、世界の主要な成長センター

の一つとなっており、しかもその中での主要国は、アジア諸国の多くをも凌ぐ

エマージングマーケットとして注目され、多額の国際資本の投資が行われてき

ている。

なかでも、ラテンアメリカ地域のGDPの半ば以上を占めるMERCOSURの

動きは重要であり、MERCOSURはヨーロッパ、北米、東アジアに次ぐ、第4

の経済圏としての地位を確立しつつある。さらに例えば自動車産業の分野では、

MERCOSURは現在行われている投資規模から生産台数300万台超える、世界

有数の生産拠点となる可能性が高い。人口では東アジアには遠く及ばないもの
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の、NAFTAの3 E8,000万人に次ぐ約2億人を擁しており、持続的成長により、

その所得水準が上昇すれば、重要な消費市場となることも期待される。また、

我が国にとって、MERCOSURが鉱産物、食糧等多くの資源を有する地域とし

て、非常に重要であることは周知の通りである。この事を第一に指摘しておく

べきであろう。

我が国にとってのラテンアメリカ地域、特にMERCOSURとの連携・協力の

強化の必要性が高まっている背景として、第二に指摘しなければならないのは、

北米及びヨーロッパ諸国がラテンアメリカ地域、特に、メキシコ、チリ、

MERCOSURとのリジョナルな関係の強化に向け、積極的な取り組みを行って

きているからである。米国の主導で行われたマイアミサミット以来、FTAA

(米州自由貿易地域）構想が進められ、交渉が進展していることは第2章で述

べた。このプロセスにおいて重要なことは、FTAAそのものが何時どのような

形で実現するのかのみではなく、その交渉過程での意見、情報の交換、実質的

協力関係の構築にもあることに留意すべきであろう。一方、EUは記述の通り、

メキシコとの自由貿易協定を2001年7月に発効させ、現在チリとの交渉を進め

ており､MERCOSURとは1995年12月に協力枠組協定を署名しており、自由貿

易協定の締結をめざしている。

以上のように、東アジア以外の二つのリジョナルなグループは、アプローチ

は違うが、それぞれ積極的にラテンアメリカ諸国との関係強化をめざしており、

この点で我が国をはじめとするアジア諸国からの、ラテンアメリカ諸国、とり

わけMERCOSURへの対応は著るし<遅れていると言わなければならない。

こうした遅れは、我が国企業のラテンアメリカ域内での貿易・投資等の経済

活動を中・長期的には不利にする可能性があることは否定出来ない。実際第3

章で述べた通り、メキシコでは米国、EUが自由貿易協定による関係を構築し

ているのに対し､主要国では、日本のみが事実上差別されている状況にあり、

日墨自由貿易協定が締結されていないことにより、日本企業は不利な状況にお
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かれている。一方、MERCOSURにおける直接投資(FDI)においても、日本

企業は欧米企業に対し著しく立ち遅れている状態にある。

この状況は、様々な要因によって生じているが、米州内の自由化に向けて米

国主導のFTAA協議が進み、EUが、メキシコ、チリ、MERCOSURとの関係

強化に向けての具体的取り組みを積極的に進めているのに対して、我が国をは

じめとする東アジア諸国は同様の動きをほとんど行っていないことによる、欧

米とアジアの企業の活動に与える影響は決して軽視出来ないと言えよう。

日本とラテンアメリカとの連携強化を推進する必要性が高まっている背景と

して、第三に指摘すべきは、メキシコ、チリ、MERCOSUR諸国がそれを強く

望んでいることである。メキシコ、チリからは、明瞭なメッセージが伝えられ

てきている事は、すでに、第3章及び第4章で述べた。一方MERCOSUR諸国

の場合も、その立場は政府要人や実業界のリーダー等から多くの機会に表明さ

れている。ブラジルが、その対外関係を北米、ヨーロッパ、アジアの三つの軸

で考えていることはよく知られており、また、FTAAに対してもまずMERCOSUR

を着実に発展させ、かつ北米以外の地域との関係を強化しつつ、MERCOSUR

を核として、イニシャティブを発揮しようとする立場が表明されている。そし

て、アジアとの関係強化を望む立場は、例えば1997年10月のPECCサンチャゴ

会合に参加し、特別講演を行ったブラジルのフェルナンド・エンリケ・カルドー

ソ大統領によっても表明された。

一方、アルゼンチンもアジア市場に強い関心を有しており、例えば第二次大
qO）

来レポートは、アルゼンチンとアジアの関係の将来がその中心テーマの一つ

となっている。1998年の日本・アルゼンチン修好100周年を機に、アルゼンチ

ンの対日本、アジアへの関心は一層強まった。

このように、ブラジル、アルゼンチンを始めMERCOSUR諸国は、日本・ア

(10）アルゼンチン政府の要請により、JICAが実施したアルゼンチン経済開発調査で、
アジアとの関係の強化に関わる調査が重点的に行われている。
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ジアとの関係強化を望んでおり、これら諸国と日本との対話や協力の枠組みを

構築するための機運は十分に整っていると考えられる。

(2)ラテンアメリカ地域への「新たなアプローチ」の可能性

以上のような背景を考慮し、新たな状況のもとで、米国主導のFTAAやEU-

MERCOSUR枠組協定を視野に入れたラテンアメリカ地域、特にメキシコ、チ

リ、MERCOSURへの「新たなアプローチ」を検討する必要があろう。我が国

のWTO体制堅持の政策に抵触するのではないかとの懸念については、先に第

2節で述べたように、基本的にこの政策を変更せずに、それを進めていく方向

を考えるべきであろう。

この点に関しては、何よりも第1節で述べたようなリジヨナリズムの目標や

機能という観点から、何が最も重要かを明らかにした上で、具体的アプローチ

の方法を考える必要があろう。

現在、米国やEUからの中南米への投資と比較して、我が国からの投資は著

しく遅れているが、その要因の一つとして我が国において、ダイナミックに変

化するラテンアメリカに関する情報が不足している問題がある。一方ラテンア

メリカにおいても日本をはじめ東アジアに関する情報はすぐない。これに対し、

米州サミット、FTAA協議やEU - MERCOSUR枠組協定、スペイン主導のイ

ベロアメリカサミットなどが、情報面で米国やEUの企業を有利にした面があ

り、これらの構想や協定への対話や協議の進展が、相互理解の改善に結びつい

た点は大きいと考えられる。また、それが欧米の企業の中南米への関心を高め

させ、貿易や投資を促したという効果はかなり大きいのではないかと考えられ

る。例えば、スペインが積極的に関わってきているイベロアメリカサミットは、

90年代のスペイン企業の中南米への積極的進出の少なくとも一つの要因となっ

ていることは否定し得ないであろう。

第二に重要だと思われるのは、FTAA交渉やEU - MERCOSUR枠組協定に
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よる協議を通じてのレジーム形成および、貿易・投資の円滑化の推進効果であ

る。これらを活用できるのは欧米の企業であり、我が国企業は、この分野では

不利な立場に立たされる可能性がある。

第三に重要だと思われるのは、欧米とラテンアメリカ諸国の関係強化に向け

ての官民の協調である。さまざまなアプローチのなかで、欧米と中南米の経済

関係の推進に官民が協調して取り組むという直接的、間接的効果が見られる。

我が国の場合は、政府による経済協力では、多くの中南米諸国でトップドナー

となっており、多くの欧米諸国を圧倒的に凌ぐ地位に在りながら、民間企業の

直接投資の中南米諸国におけるシェアは著しく低い。これに対して、例えばス

ペインは80年代半ばまで政府レベル、民間レベルでの中南米との関係は、かな

り弱かったが、その後、経済協力面ではあまり目立たないこの国の民間企業の

投資は急増し、短期間に米国に次ぐ第二の投資国の地位にまで到達したのであ

る。

以上のような観点からすれば、早い時期に実現することが望ましいのは、日

本とメキシコ、チリ、MERCOSUR等との幅広い対話や協力、さらに貿易・投

資の円滑化に向けたフォーラムや協議の場を設けることであろう。もとよりこ

の点では日本･ MERCOSUR高級事務レベル協議が既に開催されるようになっ

ており、また、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリをはじめとする中南

米の各国との、民間レベルの経済委員会が活動を行い、一定の成果を挙げてい

る。これらを強化し、さらに対話と協力の場、または機関を設けていくことが

必要であろう。

そして、これを通じてまずは情報の交換を緊密に行い、民間企業等のラテン

アメリカ諸国への投資、経済関係強化の気運を高めるとともに、貿易・投資の

円滑化、それを可能にする体制の整備などを進めていくことが必要となろう。

また、これに関連して研究機関や大学等の研究者による相互の経済や市場に関

する研究、調査を行うことを促す必要があろう。
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このような方向での具体的な案としては、例えばPECCタイプの企業、政府、

学界の三者からなる交流や協力のための組織を作ることからはじめるのも一案

であろう。そして、このような組織のおける情報交換や経済協力、貿易・投資

の円滑化への努力を積み重ねる中で、ラテンアメリカ諸国との協力などにかん

する枠組協定の締結に向けての検討を行っていくのも一つの選択肢であると考

えられる。

ただ、このような新たなフォーラムを設ける事が、当面難しければ、2001年

3月の閣僚会議でスタートした、東アジア・ラテンアメリカ協力フォーラム

( FEALAC )を積極的に推進し、このフォーラムを日本を含む東アジアとラテ

ンアメリカの関係を強めていくための組織として活用していく事も重要である
（11）

う。その際には、本書の第2、第3、第4章などが参考となると思われる。

次に、この事と並んで重要だと思われる具体的アプローチとして、自由貿易

協定を含む、実質的な経済緊密化のための方策について検討するための、共同

研究や対話を推進していく事が考えられる。 この点では、日本とメキシコ両

国問の経済緊密化に向けた共同研究会が、2001年9月に発足したことは、重要

な意義を有している。その検討の際には、本書の第3、第5、第6、第7章等

が参考になると思われる。

さらに、チリとの関係では、日本とチリの自由貿易協定の可能性についての

研究会が、両国にそれぞれ設置され、2001年6月にその報告が公表されたが、

これも、両国の関係にとっての重要な一歩をなすものであると考えられる。こ

れを受けて、両国の関係の緊密化に向けた、より進んだ段階への移行を模索し

ていくべきであろう。

いずれにしても、上記の例にみられるように、日本とラテンアメリカ諸国の

関係の緊密化への取り組みは、メキシコとの自由貿易協定をめぐる論議からも

(11) FEALACについては、Hosono,Akio and Shoji Nishijima, 2001を参照
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明らかなように、わが国が、選択しようとしている、対外経済政策の「新たな

アプローチ」を進めていくための、試金石となるものであり、その成否が注目

される。
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補 諭 米州におけるリジョナリズムの
進展と外国直接投資

はじめに

発展途上国への外国直接投資（以下FDIと略す）は、1990年代、特にその

後半において、急増しているが、徐卜目の地域の中でも特に束アジア及びラテ

ンアメリカ地域に集中する形で拡大が進んできている。すなわち、徐卜国向け

FDIの総額は1 990年の305億ドルから1 998年の1,550億ドルへと5倍を超える増

加となった。しかも、1,550億ドルのうち、東アジア諸国は610億ドル、ラテン

アメリカ・カリブ諸国（以下ラテンアメリカ地域と略す）は580億ドルを占め

たのである。こうして、今日ラテンアメリカ地域は東アジアと並んでFDIが最
（1）

も盛んに行われる地域となっている。

本稿では、1 980年代の「失われた10年」を経験したラテンアメリカ地域にお

いて、90年代に急増したFDIがどのような特徴を有しているかについて、主と

して投資の行われた産業分野別に類型化することにより分析を行うとともに、

それがどのような要因によって生じたかを明らかにしたい。

1．ラテンアメリカ地域におけるFDIの一般的傾向

90年代のラテンアメリカ地域におけるFDIの一般的傾向の中で、最も注目さ

れるのが投資国の80年代と比較しての大きな変化である。すなわち主要先進国

について見た場合、80年代において42.1%を占めていた米国の割合が、90年代

(1) World Bank 1999.による
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においては66.2％へと大きく上昇した一方、ヨーロッパ諸国のシェアーは全体

としては、46.7％から30.0%に低下し、また、日本のシェアーも11.2%から3.7

％に低下した。しかし、ヨーロッパ諸国の中では、スペインの拡大が注目され、

そのシェアーは80年代の4.9%から90年代の6.2%に~上昇している。（表l及び

表2参照）

表1 ラテンアメリカ・力リブ諸国への主要先進国の外国直接投資、1 980～96累積額

（単位100万ドル）
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ラテンアメリカ地域は、1982年の累積債務危機発生以降､深刻な経済停滞に

陥り外国からの借款は急減し、約10年間にもわたって一人当たり国内総生産の
（2）

成長率がマイナスになった。この時期は「失われた10年」と呼ばれる程深刻

であったが、それにもかかわらず、この地域で90年代に入ってFDIが急増して

いった要因は何であろうか。

(2) 1981-1990年のいわゆる「失われた10年」におけるラテンアメリカ・カリブ地域全
体のGDP年平均成長率は1.0%、同じく一人当たりGDP年平均成長率は1.0%となっ
た。主要国ではアルゼンチンの-1.9%、ペルーの-3.3%、ベネズエラの－3.2%のマ
イナス成長率が著しい。ブラジルは-0.7％であるが10年間の累積での一人当たりGD
Pの低下はかなり大きいと言わなければならない。CEPAL, 1999.
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東アジア地域では既に70年代以降長期にわたって高い成長を続け工業化と輸

出の拡大を中心とする経済発展を実現しており、さらに90年代に入って、FDI

の増加が進んだが、それは基本的には、それまでの発展のパターンの継続と見

ることが出来る。

これに対して、80年代に「失われた10年」を経験したラテンアメリカの場合、

90年代におけるFDIの急増は、80年代とは全く様相を異にするものであったと

言っても過言ではない。もとより、チリのように既に80年代の半ば以降そうし

た変化が見られた国もあるが、他のラテンアメリカ諸国にあっては、この重要

日本からのラテンアメリカ地域向け外国直接投資、1 980～96

単位：純投資額(100万ドル）

表2
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な変化は90年代に起こったのである。本稿においては､こうした90年代におけ

るFDIのラテンアメリカにおける急増は、ラテンアメリカ諸国が80年代半ば以
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降に開始し、(1)90年代に本格的に実施した自由化をはじめ、民営化、規制緩和

等を中心とする広範な経済改革、(2)同じく90年代に加速したNAFTA、MERC

OSUR等のような地域経済統合を反映するものであるとともに、(3)これに積極

的に呼応する形で、新たな投資戦略をもとに行われた多国籍企業の投資活動の

変化を反映するものであるとの仮説に立ち、これを検証する形で分析を行って

いくこととしたい。

このため、まず第2章では90年代においてラテンアメリカ諸国の行った経済

改革の概要について整理しておくこととしたい。次いで第3章においては、こ

れを反映する形で実際どのような投資が行われ、かつそれが多国籍企業のどの

ような戦略を反映するものかについて検討することとしたい。続いて第4章に

おいては、こうした90年代におけるラテンアメリカへの外国直接投資の産業分

野別特徴を第3章の視点を念頭に検討することとしたい。最後に第5章では、

90年代ラテンアメリカへの外国直接投資の主要な類型とその要因についてのま

とめを行う。

2. 90年代におけるラテンアメリカ諸国の経済改革

1980年代の「失われた10年」と呼ばれた長期にわたる経済危機のもとで、ラ

テンアメリカ諸国はこの危機を脱するために、本格的な経済改革を実施するこ

とを迫られた。それらの多くは、債務危機のもとで不可欠な国際機関からの資

金協力を得る際の条件として受け入れた構造改革によって開始されているが、

次第に各国は自ら積極的に改革を推進するに至った。そうしたなかでラテンア

メリカの主要国においては、経済改革の必要性とその内容に関するコンセンサ

スが次第に形成されていったと見ることができる。

セバスティアン・エドワーズは、その背景として次のような3つの要因を指
（3）

摘している。第一は累積債務危機発生以降長期的に経済が停滞するなかで、
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インフレを抑制するために実施されたヘテロドックス政策がアルゼンチン（ア

ウストゥラル・プラン)、ブラジル（クルザード・プラン他）等でいずれも破

綻する一方、東アジアにおける経済のめざましい発展を目の当たりにしたこと

である。第二にラテンアメリカ域内では、チリにおける経済改革が成功したこ

とが強い影響を与えた。第三に国際機関の助言もラテンアメリカにおける改革

の必要性に関する認識を強めた重要な要因であったと指摘している。

第三の点に関連して、いわゆるワシントン・コンセンサスと呼ばれる経済改

革に関する一般的な考え方が浸透していったことも重要であろう。1989年に

｢政策改革と言う言葉でワシントンは何を意味しているか」という題で論文を

書き、はじめてワシントン・コンセンサスと言う言葉を用いたジョン・ウイリ

アムソンは、その論文で「ラテンアメリカに対して緊急に求められている経済

改革」のリストを提示したが、それらは、財政規律、財政支出の優先順位、税

制改革、民営化、金融自由化、為替政策、貿易自由化、外国直接投資の自由化、
（4）

財産権の保護の10項目からなるものであった。

これらの経済改革は、国によって相違はあるものの、かなり急速にかつ徹底

して進められた。例えば、貿易の自由化に関しては、ラテンアメリカ諸国が80

年代の半ば頃まで維持してきた高関税と比較すると、いかに画期的な自由化で

あったが理解される。周知の通り、ラテンアメリカにおいては、多くの国で

1930年代頃から長期にわたる輸入代替工業化が推進され、高率の保護関税が維

持されてきた。その関税水準はきわめて高く、しかも強い傾斜関税の構造を有

していたのである。

自由化実施後のラテンアメリカ主要国の加重平均関税率は概ね10％台にまで

引き下げられた。国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会( ECLAC )の資料

によれば、メキシコの関税率は1995年において13.5％の水準となった。アンデ

(3) Edwards, S., 1995.

(4) Williamson, J,, 1993及びWilliamson, J・, 1997参照。
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ス諸国の共通関税も13.6％となっており、また、完全には実施されてはいない

が、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの四カ国からなる南米

南部共同市場( MERCOSUR )の対外共通関税の加重平均関税率も11.3%となっ

ている。また、チリの関税率は11.0%の一律関税率である。ペルー及びボリビ
（5）

アもチリと似た一律関税率に近い関税制度を採用するに至っている。

こうして関税水準が大幅に引き下げられるとともに、一部の国では一律関税
（6）

の採用によって、有効保護率も大幅に引き下げられたのである。

一方、民営化は、ラテンアメリカにおいては世界の途上国地域の中でも最も

積極的に行われて来たと言っても過言ではない。1990年代前半における世界の

全ての途上国の民営化の半ば以上がラテンアメリカで行われた民営化であった。

ラテンアメリカにおける民営化の収入は、アジアにおける収入の約3倍に達し

ており、さらにGDPに対する比率で見てもラテンアメリカ諸国は最も高い水
（7）

準に達した。

このようにラテンアメリカにおいては、自由化と民営化がきわめて短期間に

行われ、これらを中心とする経済改革については、東アジア諸国が過去30年間
（8）

において行ってきた成果よりも大きいとの見方さえある。

また、外国からの直接投資に対する一般的規制の緩和がラテンアメリカの殆

どの国で行われてきている。このこととあわせ、従来投資が規制されてきた分

野における外資の参加が可能となった国も多い。例えば、アルゼンチンやペルー

において鉱業法が改訂され、外国からの投資による鉱業の開発が大幅に自由化

された。

(5)ラテンアメリカにおける貿易自由化に関しては,細野昭雄1995の第3章を参照。
(6)一律関税を最も徹底して早くから採用したのはチリで、その後、ペルー、ボリビア
も一律関税に近い関税体系を採用した。

(7)ラテンアメリカにおける民営化については.堀坂浩太郎,細野昭雄他（編)，1998.
(8) IDB, 1997.参照
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3．90年代におけるラテンアメリカへの外国直接投資の特徴と類型化

冒頭に述べたように、ラテンアメリカにおける90年代の特にその半ば以降の

FDIの急速な増加は、東アジアの場合と異なり、著しく停滞していた80年代と

比較すると隔世の感のある大きな変化として現れた新たな現象である( 1990年

代のラテンアメリカ主要国へのFDI流入の状況については表3参照)。そうし

た、急激な変化が何故生じたかを明らかにするためには、投資受け入れ国であ

るラテンアメリカ諸国自身における変化、投資を行う多国籍企業の国際的な経

済活動の変化の二つの面から検討する必要がある。

ラテンアメリカにおける経済改革や経済統合などの90年代における大きな変

化は、明らかに外国直接投資を促す重要な要因であった。しかし、これに加え

てそうした変化に世界の多国籍企業及びラテンアメリカ域内の企業がどのよう

に反応し、直接投資を行ったかを明らかにしなければならい。すなわち、ラテ

ンアメリカにおける変化に対し、多国籍企業や域内企業がどのような戦略のも

とで投資活動を行ったかによって、90年代半ば以降の急速なラテンアメリカ諸

国へのFDIの増加の要因が明らかとなると考えられるのである。

この多国籍企業の活動においては、世界経済のグローバラゼイション、特に

情報・通信の技術の急速な発展と、国際的な資金の移動の急増等がその戦略に

大きな影響を与えたことも考えなければならない。従って、ラテンアメリカに

おける経済改革や経済統合によってもたらされた変化と、多国籍企業の戦略の

変化とが様々に組み合わされる形で実際のFDIが進められたと考えることがで

きる。
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表3 ラテンアメリカ主要国に対する外国直接投資(100万ドル）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999a)

ラテンアメリカ・

カリブ諸国合計

ア ル ゼ ン チ ン

ブ ラ ジ ル

チ リ

コ ロ ン ビ ァ

メ キ シ コ

ペ ル

ベ ネ ズ エ ラ

11,065 12,506 10,359 23,706 24,878 39,329 55,222 59,934 70,275
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４

出所: CEPAL, Balcmce P7e"m,"ldr de lqs Econ,omjas de Am@rjcq Lα""α

yeJC"､めe, 1 999, 1999
a)暫定値

しかも、このようなアプローチで分析する際に重要なのは、こうした組み合

わせが具体的には様々な産業の分野によって大きく異なるということである。

特に産業分野別に多国籍企業の戦略が異なることは言うまでもない。すなわち、

石油をはじめとする世界のエネルギー産業に参加する石油メジャーをはじめと

する多国籍企業の世界戦略と、自動車産業やエレクトロニクス産業の多国籍企

業の世界戦略は非常に異なることが考えられる。一方､ラテンアメリカにおけ

る自由化や民営化、経済統合における諸規則も産業分野によって著しい相違が

見られる。直接投資を行う企業の民営化や経済統合に対する反応も当然異なる

可能性が高い。

以下、こうした観点から、ラテンアメリカにおける90年代のFDIの増加が進

んだ分野を類型化し、それが､どのような要因によって生じたかを明らかにし

ていくこととしたい。

多国籍企業がどのような国際的戦略を有しているか、海外で投資を行う場所
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と投資の規模を決定するに際して、どのような要因が多国籍企業に影響を与え

るかについては、周知の通り多くの研究があり、その理論的アプローチも国際

経済学（特に国際貿易や国際金融）や国際政治経済学に基づく研究、経営学に
（9）

基づく国際経営戦略に関する研究など多くの分野にわたっている。本稿で類

型化して検討しようとする90年代のラテンアメリカにおけるFDIの傾向は、こ

れら理論を含む学際的アプローチによってより詳細に分析を行うことが可能で

あろう。ここではラテンアメリカにおけるFDIの最近の動向とその要因を明ら
⑩

かにする目的で、多国籍企業の戦略をごく単純に次のように分類した。

戦略の第一は、豊富に資源を有するラテンアメリカにおいて、従来から特定

の分野の多国籍企業が一貫して行ってきた資源確保の戦略である。この分野で

多国籍企業は、ラテンアメリカ諸国の鉱業分野での規制緩和や外国資本による

投資の自由化等の政策に強く反応する形で、投資規模を拡大してきている。そ

の際に資本調達を容易にした最近の国際金融の変化により、多額の投資が可能

になるといった国際経済のグローバル化の影響があり、急速な投資の拡大が行

われたことがこの分野における新たな傾向であると考えられる。

第二の戦略は、投資相手国やその周辺国の市場を確保することを目指す戦略

である。一般に多国籍企業がその投資を決定する際に考慮する最も重要な要素

の一つは、投資によってどのような市場に向けて生産を行うかである。世界市

場に向けて生産を行うためには、そこでの生産が世界で最も有利でなければな

らない。資源の開発を行う場合には、いうまでもなく、その資源を有する国で

なければならないが、製造業の場合には、生産コストと、生産物を世界の主要

(9)ヴアーノン等のプロダクト・ライフ・サイクルに関する研究、ハイマー等の多国籍
企業と競争力に関する研究、ポーター等の国や地方における産業集積（クラスター）
と競争力優位に関する研究、受入国と多国籍企業をはじめとする主要アクター間の交
渉に関わる政治経済学的研究、石油、金属をはじめとする資源の開発と国際取引や直
接投資に関わる国際政治経済学的研究等を挙げることが可能であり、これらの多くは、
FDI一般の説明の理論としてより、産業別のFDIの要因を説明する理論として有効で
あるように考えられる。

(10 この分類に際してECLAC2000のCh・Iの分析を参照した。
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市場に輸出する際の物流・流通コストが最も低い場所でなければならない。

その場合に、市場は少なくとも大きく3つに分けること出来るであろう。そ

れは投資相手国の国内市場、その国が参加している地域統合の域内市場、地域

統合の加盟国でない第三国市場、すなわち、一般的には域外の全ての世界市場

である。このような一国のレベルでの一定の保護や地域統合による対外共通関

税等がある市場において生産を行い、一国の市場または一地域への市場アクセ

スとシェアーを確保しようとする戦略が第二の戦略である。

一方、第三の戦略は、世界のなかで有利に競争し得るように、最も効率的に

低コストで生産し輸出し得る（物流・流通の条件を含む）場所に投資を行う戦

略である。ただし、その場合、財やサービスの特徴によっては、世界をいくつ

かのブロックに分け、それぞれのブロック毎に生産拠点を作った方が物流や流

通などの観点から有利になる場合もある。しかし、いずれにしてもこの戦略は、

グローバルな視点から最適の生産拠点を求める戦略であると言うことが出来る。

また、産業によっては国際的な分業生産体制を組んで、特定の生産プロセスを

最も効率的に低コストで行い得る場所に立地し、それら複数の生産拠点からな

る生産物を組み合わせる戦略も考えられる。

東アジアにおいて進められたいわゆる「雁行型発展」に基づく直接投資の展

開は、一般的に、こうした戦略に基づいて行われ、東アジアからの輸出を北米、

ヨーロッパ市場はもとより、世界の多くの地域に強い競争力をもって行うため

の生産体制を構築する投資が行われたということが出来よう。これは第三の戦

略に基づくものと言うことが出来る。

これに対して、強い保護のもとで、長期間にわたり輸入代替工業化が行われ

たラテンアメリカ諸国にあっては、FDIはもっぱら各国の国内市場向けの生産

のために行われてきた。しかしながら、80年代半ば以降既に述べたように、そ

うした輸入代替工業化政策は基本的には変更され、自由化が行われ、同時に地

域統合が推進された。関税は以前と比較して大幅に引き下げられ、多くの品目
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の域内貿易は自由化された。

この結果、多国籍企業は、これら新たに形成された地域統合による広域市場

へのアクセスを確保することを目的として、かつ、この市場におけるシェアー

の拡大を目的として、投資活動を活発化させてきている。これは基本的には第

二の戦略である。しかし、この広域市場が十分に大きく、かつサポーテイング・

インダストリーの存在があってしかも物流・流通コストが低ければ、この広域

市場での生産物を域外の市場に輸出することも可能となろう。その場合には、

多国籍企業の第三の戦略をも同時に実現することが可能となる。後述のように、

ラテンアメリカ主要国における自動車産業への投資にはこの傾向がみられる。

第三の戦略の最も典型的な最近のケースは、コスタリカへのINTELの大規

模な投資である。コスタリカ国内の市場は、INTELにとって全く問題となら

ない小規模のものであり、またコスタリカが参加している地域統合である中米

共同市場も同様である。INTELのコスタリカへの立地は、世界で最も有利な

生産拠点の一つとしてグローバルな市場へ輸出するために投資を行ったもので

ある。

一方、ゼネラル・モーターズ、フオード、ダイムラーークライスラー、フォ

ルクスワーゲン、日産等の自動車メーカーによるメキシコでの自動車生産への

投資は、基本的には北米市場に輸出するために行われた投資である。しかしな

がら、メキシコ国内市場も小型車・中型車の一部、トラックについては、拡大

しており、かつ、NAFTAという地域統合の枠組みのもとでの有利な条件を享

受することも投資の決定に際しては考慮されている。さらに、メキシコからの

中南米向け輸出も行われている。

一方、MERCOSURにおける自動車産業へのFDIは、主としてアルゼンチン

とブラジルの二国間での自動車生産の分業体制を構築するために行われてきた

投資である。ヨーロッパ向けに世界戦略車を生産しようとする動きも一部のメー

カーにはあるが、それは今日のところきわめて小規模にとどまっている。
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このような観点から、90年代ラテンアメリカで実際にどのような分野で主要

なFDIが行われてきたかを分類したのが表4である。ここでは産業は第一次産

業、第二次産業、第三次産業に分かれている。第二次産業はさらにその技術的

な特徴などからいくつかのサブグループに分けられている。その一つは、工業

中間原料（またはインダストリアル・コモデイテイーズ）であり、この分野は

その原料となる一次産品の賦存に強く依存している。第二のサブグループは、

農産加工品でありこの場合には、気候や土壌その他の農牧業生産条件の特徴に

強く依存している。第三のサブグループは、それ以外の製造業である。

第三次産業についても、同様にその特徴によっていくつかのサブグループに

分けられている。第一は、電力・通信などの公共サービスである。第二は、金

融・保険、年金等の金融サービスの分野である。第三は、スーパーマーケット

をはじめとする小売業の分野である。第四は、輸送や観光の分野である。ここ

には輸送関連のインフラの建設も含めることができよう。
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表4 ラテンアメリカ・力リブ諸国への外国直接投資の類型

’
世界市場（主
て低コストに
世界市場にお

競 争 力 、

をめざす轍

主とし

による

おける

獲 得

戦略）

多国籍企業
の 市 場 別

戦 略

天然資源確保
をめざす戦略

国 内 ま た は 地 域 市 場
アクセスの確保をめざす戦略

NAFTA市場を

含む世 界 市 場

ラテンアメリカ

地 域 市 場
世 界 市 場国 内 市 場分 野

非鉄金属(特に
銅)、石油、天
然ガス、穀物、

林産物、水産
物

第一次産業

第二次産業

インダスト

'ノアル・コ

モデイティー

農産加工品

普通鋼、シームレ
スパイプ等

農産加工品(フルー
ツジュース等）

自動車産業( NAF
TA市場､マキラドー
ラ産業を含む）

製造業

電気・電子機器産

業(特にマキラドー
ラ産業及びCBI特
典による産業）

アパレル産業

( NAFTA特にマ
キラドーラ産業及

UFCBI特典による

産業）

第三次産業

公共サービス 通信
電力

天然ガス

( MERCOSUR市場

準加盟国を含む）
スーパーマー

ケット、銀行、

年金基金、保
険等
インフラ建設、

観光

小売業

金融

航空輸送その他

出所：本文の説明に基づき作成した。単純化した表であり、厳密なものではない。
詳細かつ具体的な事例については本文及び参考文献参照。



米州におけるリジョナリズムとFTA214

4．90年代におけるラテンアメリカへの外国直接投資の産業分野別特徴

(a)第一次産業

ラテンアメリカにおける90年代の第一次産業へのFDIの拡大は、ラテンアメ

リカ諸国が豊かな天然資源を有することに加えて、これら諸国の多くが外国直

接投資にかかわる制度の自由化を行うとともに、特に鉱業部門の投資に関する

多くの規制を緩和したことによるものである。この分野で最も早い時期からき

わめて大規模な投資が行われてきたのがチリであった。チリは外資法(法令第

600号）の制定を行うとともに、銅公団( CODELCO )の所有する鉱山以外の

銅山に対しては、自由に外国からの投資をおこなうことができることとしたた

め、1980年代から今日まで一貫して大規模な銅山へのFDIが行われ続けている。

1990年にはチリへの外国投資の約61％を鉱業が占め、1997年においても32％を

占めた。チリの主要銅鉱山へのFDIによる投資額は約90億ドルに達すると推定

され、この結果、チリの銅生産量はCODELCOの生産量が150万トンと殆ど増
（11）

加しないにもかかわらず、2000年には450万トンに達するものと予想される。

一方、アルゼンチン、ボリビア、ペルーでは、90年代において新しい鉱業法

の制定とFDIの自由化が行われ、鉱業への投資が活発化した。特にアルゼンチ

ンにおいては、従来、殆ど鉱業投資が行われなかった状況と比べて、画期的な

変化が生じている。2000年までに37億ドルの投資が行われるとされ、これによっ

て同国の鉱業生産額は5億ドルから17億ドルへと増加すると予想されている。

いずれにしても南米における90年代後半の鉱業投資はめざましく、1997年の投

資額は1995年の2倍以上の143億ドルに達したとされる。

一方、多くの国で政府の管理下にあった石油や天然ガスの分野が民間投資に、

開放されるに至った。コロンビアにおいては、新たな石油の埋蔵が発見された

01）このことについては、細野昭雄1997参照。
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ことと、外国直接投資の自由化、石油部門にかかわる規制の緩和が行われたこ

とから、この国のFDIの最も重要な分野となっている(90年代後半のコロンビ

アへのFDIの約40% )。アルゼンチンでも国営石油会社(YPF)が民営化され、

スペインのレプソル社が買収した。ベネズエラでは、国営石油公社( PDVSA)

が外国投資家（レプソルYPF等）と54億ドルにのぼるジョイントベンチャー

を行いつつある。他方、ブラジルでは国営ペトロブラスが1998年から油田の探

査・採掘を外資を含む民間に開放した。また、同国最大の資源開発公社、リオ

ドセ社( CVRD社）が民営化され、新たな資源開発のプロジェクトの進展が期

待されている。

以上のようなラテンアメリカ各国での石油・天然ガス等のエネルギー分野の

FDIの自由化により、今後10年間で実施される石油・天然ガス関連の総投資額

は2000億ドルに達すると予想されている。また、1999年のラテンアメリカ諸国

のエネルギー部門の総投資額は700億ドルで、うち石油関連は160億ドルに達し
⑫

たとされる。

農林漁業の分野では、カーギル社をはじめとする穀物メジャー等による穀物

の物流（穀物用港湾施設等）分野への投資が行われている。林業への外国企業

の投資も盛んとなっている。また、日本企業などにより、漁業の分野での投資

も行われている。

(b)第二次産業

第二次産業の中でも、天然資源の加工により生産される工業原料（インダス

トリアル・コモデイテイーズ）の分野は、テンアメリカ諸国の企業が強い競争

力を有する分野であり、従って、ラテンアメリカ企業による域内の直接投資が、

(1副 ラテンアメリカ諸国の公営石油会社を含む26社で構成する「ラテンアメリカ・カリ
ブ石油天然ガス企業連合会」の「ブエノスアイレス年次総会( 2000年7月）」で発表
された資料による。（日本経済新聞2000年7月11日）
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90年代において盛んに行われるようになった。インダストリアル・コモデイテイー

ズの分野は、その企業が位置している国に存在する豊富な資源をベースに、そ

の資源開発や加工のノウハウ、その加工品の国際的な販売などにおける優位性・

競争力に基づく国際的展開が行われた分野であり、その詳細については、筆者
（13

等が最近行った研究によって明らかにされている。

ラテンアメリカの資源加工を行うこの分野の企業の多くは、この地域の新た

な多国籍企業となるに至り、域内および域外への投資を積極的に行ってきた。

この新しい現象の背景としては、域内の外国直接投資の自由化や規制の緩和な

どの新たな条件に加え、ラテンアメリカの企業が技術やノウハウを蓄積してき

ていたこと、国際経済のグローバル化のなかで、これら有力企業の資金の確保

が容易になったこと等、多くの要因を挙げることができる。

アルゼンチンのテチント・グループは、今日ブラジル、チリ、メキシコ等の

企業と合弁や提携などを行い、同社を中心に世界のシームレス・パイプ市場の

きわめて高いシェアーを占めるに至っている。このアルゼンチン企業を中心と

した国際的展開は、近年の南北アメリカ経済の自由化の動きや、世界経済のグ

ローバル化の動きに対応する新しい動きの一つの典型的な例であると言ってよ

いであろう。テチント．グループのSIDERCA社は、1993年にメキシコTAMS

A社に資本参加を行った。

同様にチリのCMPC社の場合には、チリでの紙・パルプ産業における重要な

地位を足場にして、その加工品である紙製品を中心にプロクター＆ギャンブル

社と提携しながら、アルゼンチンをはじめとする市場に向けて国際的な事業の

展開を行いつつある。

メキシコの北部モンテレイ市を中心に発展したいくつかの重要な企業も、今

日インダストリアル・コモデイテイーズの生産と貿易額を大きく拡大している。

(13 堀坂浩太郎、細野昭雄他（編）1996参照。
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そして、そのプロセスのなかで、この分野の海外へ直接投資を増加させている。

例えば世界でも最大のセメント生産企業の一つであるCEMEX社は、単にその

米国向け輸出を拡大したのみならず、メキシコ国内はもとより、パナマ、ベネ

ズエラ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、米国、スペインにおけるセ

メント企業を買収し、世界におけるシェアーを拡大したのである。

モンテレイの重要企業の一つであるVITRO社は、ガラスの生産と貿易を拡

大し、ラテンアメリカの数カ国において投資を行っている。この他HYLSA社

CYDSA社などの同様な発展が注目される。

ラテンアメリカ主要国の普通鋼もラテンアメリカが強い競争力を有するに至っ

たインダストリアル・コモデイティーズの典型的な例であると考えられ、普通

鋼はアジアを含む世界の市場に輸出されている。世界の第7位の鉄鋼生産国で

あるブラジルは、1996年にその生産額の42％にあたる1,600万トンの鉄鋼を輸

出している。メキシコも同年生産の36％にあたる440万トンの鉄鋼の輸出を行っ

ている。これらの企業の競争力は、1990年代の公営の製鉄会社の民営化によっ

て大きく拡大された。この製鉄企業の民営化に際し、外国の企業による買収や

投資が行われている。

農産加工（アグロインダストリー）もラテンアメリカの企業が強い競争力を

域内および域外で有している分野である。域内では多数のビール会社が積極的

に他の諸国への直接投資を行っている。ブラジルのジュースや食肉をはじめと

する食品加工業も、その大規模な生産力をベースに域外の市場を含め、グロー

バルな展開を行いつつある。

次に製造業の分野では、自動車産業が90年代のラテンアメリカにおける最も

成長率の高い産業であったと言っても過言ではない。そして、その成長の最も

重要な推進力は外国からの直接投資であった。さらに、そのFDIの増加をもた

らした最も重要な要因は、米州の北と南の二つの地域統合の発足であった。

1990年代初頭におけるNAFTAの締結により、特に米国の自動車産業にとつ
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て、メキシコはその戦略上重要な位置を占めるようになった。米国の自動車産

業は、メキシコで組み立てられた自動車を北米市場で販売することにより、他
（14

国の自動車メーカーに対する競争力を強めることをめざしたと考えられる。

また、NAFTAの協定以来、自動車部品を生産する多くの企業がメキシコに立

地するに至った。

NAFTAのもとでの米国とメキシコとの自動車産業の一体化と生産規模の拡

大は90年代後半めざましい。98年から99年の2年間だけで55億ドルの投資が行

われたと推定される。これは多国籍企業がNAFTAのもとで統合が進む域内自

動車産業の成長可能性、特にその中でのメキシコの重要性に注目しているから

に他ならないと考えられる。

また、自動車部品産業は、米呈国境地帯に位置するマキラドーラ産業として

既に長期間にわたる集積が見られている。国境地帯にある両国の都市の組み合

わせ、トゥイン・シティーズのマキラドーラ産業の中でもメキシコ湾岸に近い

部分は、自動車部品産業が高い割合を占めている。中でもメキシコ湾側のヌエ

ボ・ラレド、レイノッサさらにマタモロスが重要であり、またシウダー・ファ

レスが重要である。マキラドーラにおける自動車部品産業は、米国などから中

間製品や素材を運んで部品を組み立てることにより、もっぱら米国の自動車産

業への供給を行ってきたが、今後NAFTAのもとで、マキラドーラ制度そのも

のは廃止されるが、NAFTAによる統合が進むことから米睾のいずれにも供給

を行う部品産業へと変化していくものと考えられる。また、言うまでもなく、

従来の国境のマキラドーラ以外の地域での自動車部品産業への外国直接投資も
（13

盛んに行われてきている。

また、NAFTAが創設された結果、米墨感の国境をまたがる輸送が著しく容

(14 細野昭雄1995の第2章参照。

(13 自動車産業及びエレクトロニクス産業のメキシコのマキラドーラによる発展に関し
ては,細野昭雄1999参照。
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易になり、制度面での経済統合に加え、両国間の産業の統合が物理的にも非常

に容易になった。これらの要因により、NAFTA発足後メキシコのサンルイス・

ポトシ、アグアス・カリエンテス、チワワからモンテレイ、サルテイーリヨを

経て、米墨国境地帯のマキラドーラ（シウダー・ファレスを含む）を経て、五

大湖周辺デトロイトにまで至る広大な米睾自動車コリダーが形成されつつある

と見ることが出来る。

こうしてメキシコの自動車・部品産業は、国内市場向けの産業から米国市場

と一体となった産業へと大きく変わりつつある。メキシコの自動車生産台数は、

1 980年から98年の間に3倍となり、98年の生産台数は約38万台に達した。この

間メキシコにおける生産台数に占める輸出のシェアーも大きく増加し、3.7％

から68.6％へと上昇した。

一方、MERCOSUR形成とブラジル及びアルゼンチンを中心とする自動車産

業政策のインセンティブのもとで、特に90年代後半において、ブラジルとアル

ゼンチンの二カ国にまたがる自動車産業及び自動車部品産業の急速な発展が見

られている。自動車産業の分野の主要な多国籍企業は、既にブラジル、アルゼ

ンチン両国にまたがるトゥイン・プラント方式による分業体制の確立を進めて

おり（ただし、最近のブラジルの通貨の大幅切り下げによりアルゼンチンから

の一部撤退が見られた)、世界第4位の自動車産業の生産拠点として、その重

要性を強めつつあると言うことができる。

製造業のなかでは、電子機器産業（コンピューターを含む）が自動車産業と

並ぶ最も発展の著しい産業となっており、同様に外国からの直接投資の拡大の

影響が顕著である。ただし、自動車産業の場合には、NAFTA及びMERCOSU

Rのいずれにおいてもめざましい発展がみられているのに対し、エレクトロニ

クス産業の場合には、MERCOSURよりもNAFTAにおける発展がはるかに重

要である。

また、米墨のエレクトロニクス産業の発展においては、従来からのマキラドー
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ラにおける投資と生産の増加が中心となっており、その占める割合がきわめて

大きい点はNAFTAにおける自動車産業の場合との大きな相違であるといえる。

もう一つの重要な相違は、自動車産業と比べエレクトロニクス産業の場合にお

いては、日本、韓国などアジア諸国からの投資がきわめて大きいことである。

NAFTAの創設以降、テレビの組み立てをはじめとするエレクトロニクス産

業へのマキラドーラにおける投資が増加してきており、1994年以降のアジア諸

国からのこの分野への投資は約10億ドルに達したと推定されている。また、マ

キラドーラ地帯の中でも、エレクトロニクス産業に関しては、西側のティフア

ナ及びメヒカリが中心となっており、この結果、今日米墨国境の西側の地帯は

世界でも最大のテレビの組み立てをはじめとするエレクトロニクス産業の拠点

の一つとなっている。また、NAFTAの原産地規則等から、ブラウン管等の部

品生産への投資も進められている。

一方、メキシコでは、コンピューター及び関連産業の投資も着実に進んでき

ている。特にグアダラハラ市周辺にはIBMをはじめとする主要多国籍企業の集

積が進んでいる。この結果、今日、グアダラハラから北へ米睾国境のマキラドー

ラ地帯を経て、米国のサンデイエゴ、シリコン・バレー、ハリウッドに至る地

域で、情報・通信、メディア、エレクトロニクス産業の集積が進んでいくプロ

セスが顕著となってきていることも指摘されている。このプロセスも先に述べ

た自動車産業のプロセスと並ぶ重要なNAFTAのもとでの経済統合の効果とみ

ることができる。しかもそれは、外国直接投資を中心に推進されていると言っ

てよい。

製造業の中では、以上に述べた自動車産業、エレクトロニクス産業（コンピュー

ター及びその関連産業を含む）と並んで外国直接投資が積極的に行われてきた

重要な産業の一つに繊維・アパレル産業がある。

しかしながら、この分野における外国直接投資のパターンは、前2者と比べ

てきわめて異なっていることを強調したい。すなわち、繊維・アパレル産業に
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おける外国直接投資は、基本的にはマキラドーラ（マキラドーラ廃止のもとで

進むNAFTAのもとでの米国市場へのアクセス）、カリビアン．ベイスン．イ

ニシャティブ(CBI)、アンデス．イニシャティブ等のような、米国市場への

アクセスを有利にする多様な制度のもとで、比較的低賃金の労働力を利用して

米国市場向けに生産される場合が多いからである。

これらの地域では、輸出加工を保税方式で行うための特別地域が設けられ

(エクスポート・プロセシング・ゾーン等と呼ばれている)、そこに様々なイン

センテイブを利用し、かつ米国市場への有利なアクセスを利用する形で米国や

アジア諸国からの投資が行われてきている。自動車及びはエレクトロニクス産

業と異なり、アパレル産業投資対象国は大きく分散しており、メキシコの他力

リブ海諸島では、ドミニカ共和国、ジャマイカ等、中米諸国ではコスタリカ、

グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル等がこの分野の外国直接投資投資

と米国向け生産の中心となっている。

(c)第三次産業

以上に述べた、第一次産業、第二次産業の場合と異なり、第三次産業におけ

る外国直接投資は、ラテンアメリカ諸国においては1990年代（チリなど一部諸

国では80年代後半以降）推進された民営化によって促され、民営化や規制緩和

に呼応する形で直接投資が行われた場合が非常に多い。この分野で特に注目さ

れるのは、スペインからの大規模な投資である。スペインの他、米国、ヨーロッ

パ諸国及びラテンアメリカ域内の諸国からの投資も行われている。

これら外国直接投資拡大の結果、90年代においてラテンアメリカにおける公

共サービス、特に電力・通信、金融業、特に銀行、保険、民営の年金システム、

スーパーマーケットをはじめとする商業等においては、外国資本の割合が急速

に高まるとともに、近代化と効率の向上が進み、サービスの質にも顕著な変化

が生じている。これら変化は間接的に第一次産業、第二次産業の競争力を強化
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（10

することに貢献していることも指摘される。

通信の分野は、90年代のスペイン企業によるラテンアメリカ向け投資の中で

最も早くから行われた分野であった。すなわち、スペインのテレフォニカ社は、

次々と買収によってラテンアメリカにおけるシェアーを広げ、その買収金額は

既に109億ドルに達するとされている。通信分野においてはテレフォニカ社の

他、フランス．テレコム、MCI等が主要な投資企業となっている。

テレフォニカ社が、ラテンアメリカ地域において積極的に投資拡大を行った

理由として、この地域での通信の分野での成長ポテンシャルが非常に大きいこ

とに加え、グローバル化する通信セクターにおける世界的企業の一つとなるた

めには、一定の規模にまでその事業を拡大しておく必要性があり、そのために

は、テレフォニカ社にとってラテンアメリカ地域に進出することが、戦略上き

わめて重要であったことが指摘されている。

今日、同社はアルゼンチン、ブラジル、チリ、エルサルバドル、グアテマラ、

ペルー、プエルトリコ及びベネズエラにおいて投資を行っており、特にブラジ

ルでは、テレブラス社の民営化の入札で成功を収め、ブラジル最大の市場であ

るサンパウロ州の固定電話に投資を行っている。今日テレフォニカ社は、通信

事業ではラテンアメリカにおける最大の企業となっており、さらに携帯電話、

インターネット分野でも積極的投資を進めている。

電力の分野でもスペインの企業の他にAESコーポレーションやデューク・エ

ナジー等の企業が事業を拡大しているが、特に重要であったのがスペインのエ

ンデサ社であり、今日ラテンアメリカ最大の電力会社となっている。エンデサ

社は、ラテンアメリカ以外でもヨーロッパ周辺国に投資を行っているが、1998

年においてスペインのエンデサ社が経営を行っている国の数は12ケ国に達し、

そのうちの7カ国がラテンアメリカ諸国となっている。

(10 このような新しい傾向に関しては、CEPAL2000及びIDB/IRELA, 1998参照。
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1999年半ばにおいてエンデサ・エスパーニャ社は326億ドルの資産を有し、

スペイン及びラテンアメリカにおける最大の発電及び配電事業を行う企業とな

るに至った。同社はまずアルゼンチンに進出し、次いでチリに進出したが、同

社の最大の目標は電力需要の高い増加率が期待されるブラジル市場にあると言

われてきた。すなわち、チリのエンデサ社（同名であるがチリの民営化された

企業）の持ち株会社ENERSIS社を多額の資金で買収し、ブラジルの民営化に

積極的に参加した。さらに、スペインのエンデサ社は、コロンビア、ペルー、
（lカ

ベネズエラ、ドミニカ共和国及び中米諸国において投資を行ってきている。

金融業の分野でもスペインの企業の進出がめざましく、従来のシティー・バ

ンクをはじめとする米国系銀行やスペイン以外のヨーロッパ系銀行を既に追い

越す形で、今日スペインの二つの銀行が、ラテンアメリカにおいて最も重要な

地位を占めるに至ったと言ってよい。すなわち、銀行の分野ではバンコ・サン

タンデルが早くからラテンアメリカにおいて投資を行い、近年バンコ・セント

ラル・イスパノと合併し、さらに投資を拡大している。一方、バンコ・ビルバ

オ・ビスカヤは、バンコ・アルヘンタリアと合併し、サンタンデル・セントラ

ル・イスパノ銀行と並んで、今日ラテンアメリカにおいてそれぞれ最大の銀行、

それに次ぐ第二の銀行となった。また、スペインのマプフレ社は、ラテンアメ

リカ最大の保険会社となっている。一方、小売業の分野では、米国、フランス

をはじめとする多数の企業によりラテンアメリカ、特にブラジル、アルゼンチ

ン、メキシコ及びチリへの投資が進んでいる。

(17）スペインENDESA社とENERSIS社の関係の推移についてはC EPAL2000参照
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5．結語：90年代ラテンアメリカへの外国直接投資の主要な類型とその要因

以上、本稿の各節で検討した通り、90年代におけるラテンアメリカ地域での

外国直接投資はきわめて活発であり、そのラテンアメリカ経済に与えた効果は

非常に大きかったと考えられる。

こうしたラテンアメリカ地域への外国直接投資はまた、非常に多様な分野で

行われている。特に従来投資が殆ど行われていなかったような新たな分野での

投資も顕著である。

さらに、第4章で見たような産業分野別の外国直接投資の推移を見るとき、

それが分野によって非常に異なる要因によって生じていることが注目される。

もとより、一般的なラテンアメリカの経済改革や自由化による投資環境の改善

や、グローバル化の進展に対応する多国籍企業の戦略など、かなり多くの分野

に共通する点も見られている。

そこで分野別の直接投資について各産業の投資が主としてどのような要因に

よって生じているかの概要を整理したのが表5である。この表からラテンアメ

リカにおいて90年代に急速に拡大した外国直接投資が、基本的には各国の自由

化や投資環境の改善、グローバル化の進展などの要因によるものであるとは言

え、産業別に非常に異なる要因が加わっており、その結果、投資国と投資受け

入れ国のいずれについても分野によって多くの相違が見られ、また、投資によっ

て生ずる効果にも相違が見られることがわかる。

ラテンアメリカにおける外国直接投資の拡大は現在も進んでおり、さらに、

その効果は今後一層顕著になっていくと思われる。本稿は、この現在進行中の

新たな現象の特徴を明らかにし、投資の類型化を行うとともに、その要因につ

いて検討することを試みたものである。しかしながら、現在活発に行われてい

る投資であることから、外国直接投資に関する情報は必ずしも十分ではなく、

今後さらに詳細な資料を収集することにより、より総合的な分析を行う必要が

あると思われる。



表590年代ラテンアメリカにおける外国直接投資の類型と投資の主要国な要因
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